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計画の策定にあたって

子どもは地域、福岡県、我が国の宝であり、将来を支え、担っていく存在です。

次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、夢や希望を持ち、心豊かにたくましく育

つことは、いつの時代においても変わることのない願いです。

近年、合計特殊出生率は増加傾向にありますが、未婚化・晩婚化の進行や、核家族

化の進展、地域のつながりの希薄化により子育てへの支援・協力が得られにくくなっ

ていることなどを背景に、依然として、子どもの数を維持していくことが厳しい状況

が続いています。

少子化の進行は、全国的な課題となっており、人口の減少や人口構造の変化などを

もたらし、将来、社会・経済全体に深刻な影響を与えることが懸念されます。

このような状況を踏まえ、質の高い幼児教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡

大と確保を図るとともに、地域における子ども・子育て支援の充実を目指した「子ど

も・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートします。また、平成26年度ま

での時限法であった次世代育成支援対策推進法が平成36年度まで延長されました。

本県では、若者が結婚、子育てに夢や希望を持ち、その希望をかなえ、子どもを安

心して生み育てることができ、子どもが健やかに育つ社会づくり、子育てを地域全体

で支え応援する社会づくりをさらに進めるため、これまでの計画・取組を見直した「ふ

くおか子ども・子育て応援総合プラン」を策定しました。

出会い、結婚、出産、育児など人それぞれのライフステージに応じた支援を、きめ

細かく、また、切れ目なく行ってまいります。

次代を担う子どもたちを育成するためには、県民の皆さん一人一人が少子化や子育

てに関心を持っていただき、これらを積極的に応援していただくことが大切です。県

民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

プランの策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました「福岡県子ども・

子育て会議」及び「ふくおか出会い・子育て応援協議会」の委員の皆さまをはじめ、

ご協力をいただいた多くの方に心から感謝申し上げます。

平成27年3月
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第1章 総 論 ～計画の策定にあたって～

第1節 はじめに

1 計画策定の趣旨
平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が制定され、本県では、同法に基づき、平成17

年に「福岡県次世代育成支援行動計画（出会い・子育て応援プラン）」を、平成22年には同計

画の後期計画を策定し、10年間の計画的・集中的な次世代育成支援対策を推進してきました。

この間、本県の出生数は、平成17年の43,421人を底に、近年は46,000人前後に、合計特

殊出生率は、平成17年の1.26から1.45（平成25年）にまで回復しました。

一方、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、祖父母や近隣の住民等から日々の

子育てに対する助言・支援や協力を得られにくくなっています。また、共稼ぎ家庭の増加に伴

い、仕事と子育ての両立を希望する者を支援する環境の整備が求められているものの、都市部

を中心として待機児童が発生するなど、子育て家庭を取り巻く環境の変化によって、子育てに

ついての負担感、不安感、孤立感が高まっています。さらには、子どもの心身の健やかな発達

を妨げ、生命をも脅かす児童虐待の発生も後を絶ちません。

このような状況を踏まえ、質の高い幼児教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確

保並びに地域における子ども・子育て支援の充実を図るため、平成24年8月には「子ども・

子育て支援法」を始めとする子ども・子育て関連3法が成立し、「子ども・子育て支援新制度」

が平成27年4月に本格施行されることとなりました。

さらに、平成27年3月31日までの時限法であった次世代育成支援対策推進法が平成26年4

月に改正され、同法の有効期間が平成37年3月31日までに延長されたところです。

子どもは、社会に希望を与えるとともに未来をつくる存在であり、また、子育ては、子ども

に限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成長する子どもの姿に感動して、親も親とし

て成長していくという大きな喜びや生きがいをもたらすものです。

子どもに関わる種々の権利が擁護され、子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、一

人一人の子どもや保護者の幸せにつながることはもとより、将来の社会の担い手を育成するこ

との基礎をなす未来への投資であり、社会全体で取り組むべき課題の一つです。

本県では、子ども・子育て支援新制度の施行及び次世代育成支援対策推進法の改正を受けて

本計画を策定し、少子化の流れを変えることを目指し、若者が結婚や子育てに夢や希望を持ち、

その希望をかなえ、子どもを安心して生み育てることができ、子どもが健やかに育つ社会づく

り、子育てを地域全体で支え応援する社会づくりを進めていきます。

2 計画の位置づけ
（1）子ども・子育て支援法第62条に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提

供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画として策定します。

（2）併せて、次世代育成支援対策推進法第9条に基づき、地域における子育ての支援、保護

を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子ど

もの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な
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住宅及び住環境の確保、職業生活と家庭生活の両立の推進その他次世代育成支援対策の実

施に関する計画として策定します。

（3）本県は、上記の（1）を主計画として両計画を一体的に策定し、子ども・子育て支援及

び次世代育成支援対策を集中的・重点的に取り組むこととします。

（4）また、本計画は、以下の計画として位置づけます。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条に規定する「自立促進計画」

イ 国の母子保健計画策定指針に基づく「母子保健計画」

3 計画の期間
平成27年度から平成31年度までの5年間とします。

4 計画の推進体制
（１）県の推進体制

本計画の推進のためには、福祉・労働、保健・医療、教育、建築、警察等幅広い関係部局に

よる多方面にわたる取組が必要です。

このため、知事を本部長とする「子育て応援社会づくり推進本部」の下、関係部局間の連携

を図り、効果的に施策を推進します。

（２）市町村への支援

子ども・子育て支援法に基づき推進する子ども・子育て支援新制度は、住民に身近な市町村

が実施主体となるため、県は各市町村が円滑に取組を推進できるよう、広域的な調整を図ると

ともに、必要な支援を行います。

（３）会議の設置

本計画を推進するためには、行政はもとより、幅広い関係団体・者による取組が必要です。

行政、事業主、子育て支援団体、保健・医療・福祉、教育、労働等の幅広い関係者や学識経

験者等で構成する以下の会議を設置し、計画を推進します。

ア 福岡県子ども・子育て会議

県の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及

び実施状況の調査審議等を行います。

イ ふくおか出会い・子育て応援協議会

県の次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議を行います。
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H27 31

H17 21 H22 26

H17 H22 H27 H31 H36

○ 計画と根拠法について ○

○ 少子化がもたらす影響 ○

少子化の進行は、人口の減少や人口構造の変化などをもたらし、それらは社会的、
経済的に大きな影響を及ぼします。

＜社会的影響＞
○ 子どもへの影響
子どもの数の減少は、子ども同士が切磋琢磨し社会性を育みながら成長してい
くという機会を減少させ、自立したたくましい若者へと育っていくことを困難に
する可能性があります。

○ 地域社会への影響
子どもが少なくなる一方で、高齢者が増加し、特に過疎地においては、防犯、
消防等に関する自主的な住民活動をはじめ、集落という共同体の維持さえ困難な
状況など、地域の存立基盤にも関わる問題が生じる可能性があります。

＜経済的影響＞
○ 労働力人口が減少することから、経済成長にマイナスの影響を及ぼすと懸念さ
れています。

○ 人口に占める高齢者の割合を高め、年金・医療・福祉等の社会保障の分野にお
ける現役世代の負担が増加します。このことは、現役世代の可処分所得の減少に
つながり、消費需要に影響を与えることが懸念されます。
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資料：厚生労働省「人口動態統計」

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳の女性の年齢別出生率の合計

1人の女性が、その年次の年齢別出生率で一生の間に生むと仮定したときの子ども数に相当

1.57ショック ：過去最低であった昭和41年（ひのえうま）の合計特殊出生率1.58を下回った。

ベビーブーム ：赤ちゃんの出生が一時的に急増することをいう。日本では、第2次世界大戦後2回のベビーブームがあった。第1次ベビー

ブーム世代（昭和22～24年生まれ）は「団塊の世代」、第2次ベビーブーム世代（昭和46～49年生まれ）は、「団塊ジ

ュニア」と呼ばれている。

第2節 福岡県の少子化の進行及び子ども・子育てを取り巻く
状況と課題

1 少子化の進行及び少子化をめぐる状況
（１）少子化の現状と将来予測

本県の出生数は、平成17年の43,421人を底に増加に転じ、平成19年から平成23年までは

46,000人台を推移し、平成24年は45,815人、平成25年は45,897人となっています。

また、合計特殊出生率は、平成15、16年に最低の1.25となりましたが、その後、増加し

続け、平成20年は全国値と同じ1.37となり、平成25年は1.45と全国値1.43を上回ってい

ます（図－1）。

しかし、人口が安定的に維持される合計特殊出生率2.07～2.08を大きく下回っており、こ

れまで出生数を支えてきたといわれる団塊ジュニア世代（昭和46年～49年生まれ）も40歳

代となっていることから、今後子どもの数を維持していくのに厳しい状況が続いています。

図－1 福岡県の出生数と合計特殊出生率
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S45 55 H2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52

65 292,516 426,495 597,869 728,574 870,290 997,798 1,123,376 1,330,000 1,446,000 1,481,000 1,489,000 1,502,000 1,546,000

15 64 2,791,505 3,073,049 3,287,878 3,382,470 3,393,080 3,326,610 3,227,932 3,057,000 2,905,000 2,809,000 2,711,000 2,569,000 2,369,000
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資料：総務省「国勢調査」各年10月1日現在（平成22年まで）

※平成22年までの各年齢別人口に、年齢不詳者は含まない。

平成27年以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計」（平成25年3月推計）

老年人口：65歳以上、生産年齢人口：15～64歳、子ども：0～14歳

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来人口推計（平成25年3月推計）」によ

ると、本県の総人口は507万2千人（平成22年国勢調査）から30年後（平成52年）には69

万3千人（13.7％）減少し、437万9千人になると予測されています（図－2）。

年齢別（3区分）でみると、子どもの数（0～14歳）は昭和55年以降減少し続けています。

平成22年の68万4千人から平成32年には61万7千人、平成52年には46万4千人にまで減

少すると予測されています。

これに伴い、生産年齢人口（15～64歳）は平成22年の322万8千人から平成32年には290

万5千人、さらに平成52年には236万9千人まで減少し、人口に占める割合は、平成22年の

64.1％から54.1％まで減少すると予測されています。

一方、老年人口（65歳以上）は、平成22年の112万3千人から平成52年には154万6千人

と42万3千人（37.7％）増加し、人口に占める割合は、平成22年の22.3％から平成52年の

35.3％と3人に1人以上が高齢者となり、少子高齢化が更に進行すると推計されています。

社会を担う中核である生産年齢人口の減少は、社会の活力の維持や労働力の確保という点で

懸念されます。

図－2 福岡県の人口の推移
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資料：厚生労働省「人口動態統計」

（２）婚姻と出生の状況

① 未婚化・晩婚化の進行

ア 婚姻件数の推移

本県の婚姻件数は、第1次ベビーブーム世代（昭和22年～24年生まれ）が25歳前後

であった昭和47年の40,903組をピークとして減少傾向となり、昭和62年の26,509

組を底に増減を繰り返しながら、年間3万組前後で推移しています（図－3）。

近年においては、平成20年の30,017組から減少傾向にあり平成24年は27,974組

となりましたが、平成25年は28,183組と前年と比べ微増しました。

図－3 福岡県の婚姻件数の推移

イ 未婚化の進行

本県の未婚率は、昭和50年以降上昇が続いており、未婚化が進んでいます。

年代別の未婚率を平成22年と平成2年を比較すると、男性では、40～44歳（平成2

年は9.9％、平成22年は27.2％で17.3ポイント上昇）、女性では30～34歳（平成2年

は16.5％、平成22年は37.9％で21.4ポイント上昇）が最も未婚率が上昇しています

（図－4①、②）。

本県の生涯未婚率をみると、男性の場合、平成22年は18.77％で平成2年の4.59％

から14.18ポイント上昇しています。

女性の場合は、平成22年は12.60％で20年前（平成2年）の5.58％から7.02ポイ

ント上昇しています（図－5）。
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資料：総務省「国勢調査」
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資料：総務省「国勢調査」

図－4① 福岡県の未婚率（男性）

図－4② 福岡県の未婚率（女性）
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資料：厚生労働省「人口動態統計」

図－5 男女別の生涯未婚率

ウ 晩婚化の進行

本県の平均初婚年齢は、平成25年で夫が30.5歳（全国は30.9歳）、妻が29.2歳（全

国は29.3歳）となっており、全国平均と同様に上昇の傾向を示しています。昭和45年

と比較すると男性は3.6歳、女性は4.7歳上昇しており、特に女性の上昇幅が大きくな

っています（図－6）。

図－6 男女別平均初婚年齢の推移
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資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年度）

エ 結婚に関する県民の意識

平成25年度に県が実施した「子育て等に関する県民意識調査」（以下「県民意識調査」

という。）において、独身者に結婚の意向を尋ねると、「出来るだけ早く結婚したい」（19.0

％）と「いずれ結婚したい」（34.6％）を合わせると結婚したいと考える人の割合は、

およそ5割であり、平成20年度に実施した前回調査時（「出来るだけ早く結婚したい」：

22.9％、「いずれ結婚したい」：43.1％）と比べると減少しています（図－7）。

一方、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」（20.7％）は、前

回調査時（22.5％）より微減となっていますが、「一生結婚するつもりはない」と回答

した人は、9.2％であり、前回調査時の5.3％から3.9ポイント増加しています。

結婚をしていない人に独身でいる理由を尋ねると、「適当な相手にまだめぐりあわな

いから」（60.3％）で最も多く、次いで「結婚する必要性をまだ感じないから」（24.8％）、

「結婚資金が足りないから」（22.2％）の順であり、これらの順位は前回調査時と同じ

です（図－8）。

また、「異性とうまくつき合えないから」（19.2％）が、前回調査時（10.4％）と比較す

ると8.8ポイント上昇しており、最も上昇割合が高かった回答となっています（図－8）。

晩婚化の原因として考えられるものを尋ねたところ、「定職に就かない若者・非正規

雇用の若者が増えたから」（39.9％）で最も多く、次いで「適当な結婚相手が見つから

ない人が増えたから」（35.8％）、「女性に経済力がついたから」（31.5％）の順となって

います（図－9）。

ちなみに、前回調査時は、「女性に経済力がついたから」（40.0％）で最も多く、次い

で「若いうちは趣味や娯楽を楽しみたいと考える人が増えたから」（33.8％）、「定職に

就かない若者・非正規雇用の若者が増えたから」（32.1％）であり、回答割合が大きく

変動しています（図－9）。

図－7 結婚の意向
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資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年度）

資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年度）

図－8 独身でいる理由

図－9 晩婚化の原因
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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25-29 16,047 15,267 14,239 14,316 14,368 14,051 13,677 13,919 13,614 13,459 13,039 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」
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資料：厚生労働省「人口動態統計」

② 夫婦が持つ子どもの数の変化

ア 晩産化の進行

本県の過去10年間の母親の年齢階層別の出生数をみると、母親の年齢が20～29歳

の場合はゆるやかな減少傾向にあり、30～34歳は横ばい、35歳以上は増加傾向にあ

ります（図－10）。

特に、平成25年の母親の年齢が35～39歳の出生数は9,607人で、平成15年の5,429

人と比較すると、77.0％の増加となっています。

母親の年齢が40歳以上の出生数も、平成25年は1,818人で、平成15年の686人の

2.65倍となっています。

第1子出生時の母親の平均年齢（全国値）をみると、平成25年は30.4歳であり、昭

和50年の25.7歳から4.7歳上昇しています（図－11）。

図－10 福岡県の母親の年齢階層別出生数

図－11 第1子出生時の母親の平均年齢（全国）
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」（平成23年）

0人 1人 2人 3人 4人以上

昭和

52年 3.0 11.0 57.0 23.8 5.1

57 3.1 9.1 55.4 27.4 5.0

62 2.7 9.6 57.8 25.9 3.9

平成

4 3.1 9.3 56.4 26.5 4.8

9 3.7 9.8 53.6 27.9 5.0

14 3.4 8.9 53.2 30.2 4.2

17 5.6 11.7 56.0 22.4 4.3

22 6.4 15.9 56.2 19.4 2.2

（％）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」（平成23年）

イ 出生力の低下

全国の夫婦が持つ平均出生子ども数（完結出生児数）は、昭和47年以降およそ30年

にわたって2.20人前後で推移していましたが、平成17年には2.09人に減少し、平成22

年には1.96人とはじめて2人を下回りました（図－12）。

子どもの数は、「0人」及び「1人」の夫婦が増加し、「3人」以上の夫婦が減少して

います（図－13）。

図－12 夫婦の完結出生児数（結婚持続期間15～19年夫婦の平均出生子ども数：全国）

図－13 出生子ども数（夫婦が持つ子どもの数）の分布 ※全国
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回答者の割合（％）

1人 2人 3人 4人 5人以上

子どもは
いらない

（子どもを持つ
つもりはない）

わからない

理想の子どもの数
2.3

（1.7）
45.1

（41.6）
40.0

（44.1）
3.3

（4.5）
1.5

（1.4）
1.7

（1.5）
5.6

（4.0）

実際に持つつもりの
子どもの数

14.0
（9.5）

40.0
（47.6）

19.3
（21.9）

2.9
（2.2）

1.1
（0.5）

3.5
（2.9）

17.7
（13.2）

※ 下段の（ ）は前回調査（平成20年）

資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年度）

資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年度）

ウ 子どもを持つことに関する県民の意識

県民意識調査によると、「理想の子どもの数」は、「2人」（45.1％）が最も多く、前

回調査時（41.6％）から3.5ポイント増加しています（図－14）。

前回調査では最も回答が多かった「3人」は40.0％であり、前回調査時（44.1％）

から4.1ポイント減少しています。

また、「1人」（2.3％）は、前回調査時（1.7％）から微増しています。

「実際に持つつもりの子どもの数」は、「2人」（40.0％）が最も多いものの、前回調

査時（47.6％）から7.6ポイント減少しています。一方、「1人」（14.0％）は、前回調

査時（9.5％）から4.5ポイント上昇しています。

理想より実際に持つつもりの子どもの数が少ない理由として、子育ての負担面におい

ては、「子どもを育てるのにお金がかかる」（55.2％）が最も多く、次いで、「健康上又は年

齢的な理由で無理」（32.2％）、「世帯の収入が少ない」（32.0％）となっています（図－15）。

また、子育ての環境面においては、「仕事と家庭の両立は困難」（42.1％）が最も多く、

次いで、「教育をめぐる状況に対して不安が大きい」（24.4％）、「子どもの将来が不安で

ある」（18.3％）となっています（図－16）。

図－14 夫婦が持つつもりの子どもの数

図－15 理想より実際に持つつもりの子どもの数が少ない理由（子育ての負担面）
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資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年度）

図－16 理想より実際に持つつもりの子どもの数が少ない理由（子育ての環境面）
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資料：総務省「国勢調査」

2 結婚・出産・就労・子育てを取り巻く状況
（1）家族形態の変化

家族は社会を構成する最も基本的な単位であり、子どもの成長に大きく影響します。

平成22年の「国勢調査」によると、本県の一般世帯数は210万7千世帯で、1世帯当たりの

人員は2.35人となっています。昭和55年と比較すると、世帯数が増加する一方で、1世帯当

たり世帯人員数は0.78人少なくなっています（図－17）。

このような家族の少人数化や核家族の増加という家族形態の変化は、都市化などによって地

域のつながりが希薄化していることと相まって、子育て家庭の社会からの孤立感・疎外感、育

児に対する負担感・不安感の増大を招いていると考えられます。

また、平成22年「国勢調査」では、県内の20歳未満の子どもがいるひとり親世帯は、43,029

世帯（母子世帯39,386世帯、父子世帯3,643世帯）であり、平成12年からの10年間でおよ

そ5千世帯増加しています。ひとり親家庭においては、経済的に不安定になりがちであり、子

育てについての不安が高い傾向にあります。

図－17 福岡県の一般世帯数及び1世帯当たりの人員数

（2）非正規労働者の増大等

本県の雇用者（役員を除く）のうち非正規雇用者（パート、アルバイト、派遣社員、契約社

員等）の割合は、男女ともに増加しており、平成24年では、女性は57.0％、男性は24.3％

が非正規雇用者となっています（図－18）。

正規の職員・従業員として働く機会がなく、非正規雇用で働いている者（不本意非正規）の

割合（全国値）は、男性の25～34歳で47.8％、35～44歳で50％となっています。一方、

女性の25～34歳では21.6％、35～44歳では13.2％と男女間で差が見られます（図－19）。

全国の労働者の年収をみると、正規の職員・従業員は300万円未満が30.8％であるのに対

し、パート・アルバイトは300万円未満が95.6％で、このうち100万円未満が50.8％となっ
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40 49

40 49

30 39

30 39

20 29

20 29

資料：総務省「就業構造基本調査」
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資料：総務省「労働力調査（詳細集計）平成25年平均」

※不本意非正規就業者は、現職の雇用形態（非正規雇用）に就いた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者

ています。派遣社員・契約社員・嘱託は300万円未満が74.0％です（図－20）。

就業形態別による男性の未婚率は、パート・アルバイト等が正規の職員・従業員より高くな

っていますが、女性の場合は正規の職員・従業員がパート・アルバイト等より高い傾向にあり

ます（図－21）。

図－18 福岡県の非正規就業者の割合

図－19 不本意非正規就業者の割合（全国）
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資料：総務省「労働力調査年報」（平成25年）
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資料：総務省「国勢調査」（平成22年 産業等基本集計）

図－20 就業形態別の年収分布（全国）

図－21 福岡県の就業形態別未婚率

（3）女性の就業状況

就業している女性の数は年々増加しており、平成22年の「国勢調査」によると、本県の女

性の労働力率は、5割近くに達しています（図－22）。

しかし、女性の就業状況を年齢段階別にみると、30代後半を底とするいわゆるM字曲線を

描いており、出産・育児期にいったん仕事を辞める女性が多いことを示しています。

本県での女性の労働力率のM字の底は、平成2年が30代前半の49.2％に対し、平成22年は

30代後半の68.4％へ上昇しており、M字が浅くなってきています（図－23）。
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資料：総務省「国勢調査」

労働力率＝「労働力人口」÷「15歳以上人口」×100

労働力人口：就業者、完全失業者（失業状態にあるが求職中の者）

非労働力人口：家事、通学、その他

49.2%

78.2%
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資料：総務省「国勢調査」

図－22 福岡県の女性の労働力率

図－23 福岡県の年齢階層別女性の労働力率

（4）男性の就業状況及び男性の家事・育児時間と出生との相関

総務省の「労働力調査」によると、男性について週60時間以上の長時間労働をしている人

は、どの年代においても平成17年以降ほぼ減少傾向にありますが、平成25年においては、子

育て期にある30歳代男性の17.6％が、40歳代男性も17.4％が週60時間以上の就業となって

おり、男性が家事や子育てに積極的に関わることが困難な状況が伺えます（図－24）。

厚生労働省の「第9回21世紀成年者縦断調査」の結果では、夫の休日の家事・育児時間が
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資料：総務省「労働力調査」

67.4

55.3

48.1

25.8

9.9

47.4

32.6

44.7

51.9

74.2

90.1

52.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6

4 6

2 4

2

資料：厚生労働省「第9回21世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）」（平成24年）

長くなるほど、第2子以降の生まれる割合が高くなる傾向があるとされており、男女がともに

子育てに関わることができる環境づくりが重要です（図－25）。

図－24 年齢別就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合（全国）

図－25 夫の休日の家事・育児時間別にみた第2子以降の出生状況（全国）

（5）子育て等に関する県民の意識

ア 子育てについて

県民意識調査で、子育ての楽しさについて尋ねたところ、「子どもがかわいくてたま

らない」、「子どもを育てるのは楽しくて幸せなことだと思う」など多くの項目で9割以

上の方が肯定的にとらえています（図－26）。

一方、子育ての悩みや不安の内容を尋ねたところ、心理面においては、「子どもの心

身の発達に応じたしつけや教育の仕方がよくわからない」（27.4％）が最も多く、次い

で、「子どもの成績や勉強の指導が不安だ」(20.9％）、「子どもとふれあう時間が少ない」
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資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年）

資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年） ※上位5つの項目のみ表示

（19.1％）の順となっています（図－27）。

同じく、環境面においては、「子どもの教育費や稽古ごとなどにお金がかかる」（34.2

％）が最も多く、次いで、「子育てと仕事や家庭との両立がしにくい」（23.4％）、「子ど

もの保育費用にお金がかかる」（23.1％）の順となっています（図－28）。

子育てを取り巻く環境についての評価（非常に深刻であると考えるもの）は、「子ど

もをねらった犯罪が多い」（72.7％）が最も多く、次いで、「いじめが多くなっている」

（66.1％）、「犯罪者の低年齢化が進んでいる」（65.8％）の順となっています（図－29）。

また、3歳未満の子どもを保育施設に預けることについては、「親の就労のためには

保育所などを利用する方がよい」（48.2％）が最も多く、前回調査時（43.5％）よりお

よそ5ポイント増加しています（図－30）。

一方、「保育施設に預けたりせず、親が家庭で育てる方がよい」（25.7％）と答えた人

の割合は前回調査時（31.2％）より減少しています（図－30）。

子どもがいて現在就労していない人のうち約4割の人が、「子どもを預けることがで

きれば働きたい」と考えています（図－31）。

図－26 子育ての楽しさ

図－27 子育ての悩みや不安の内容（心理面）
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資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年） ※上位5つの項目のみ表示

資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年） ※上位8つの項目のみ表示

資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年）

図－28 子育ての悩みや不安の内容（環境面）

図－29 子育てを取り巻く環境についての評価

図－30 3歳未満の子どもを保育所などの保育施設に預けることについて
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資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年）

資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年）

図－31 子どもを預けることができる場合の就業意向（子どもがいて就労していない人）

イ 少子化対策等に必要な施策について

県民意識調査で、少子化対策に必要な施策を尋ねたところ、「子育てしている家庭へ

の経済的な支援を充実した方がよい」（27.9％）が最も多く、次いで、「女性が仕事を続

けられる環境を整備して少子化対策を図るのがよい」（26.4％）、「子どもを安心して育

てられる環境を整備した方がよい」（20.5％）の順となっています（図－32）。

また、子どもを健やかに生み育てるために期待する施策を尋ねたところ、「子育ての

ための経済的支援の拡充」（40.6％）が最も多く、次いで、「保育所や幼稚園などの費用

負担の軽減」（32.8％）、「保育所等の施設数の拡充」（24.6％）の順となっています（図

－33）。

男性が子育てに参加するために必要な施策については、「労働時間短縮や休暇制度を

普及させること」（55.2％）が最も多く、次いで、「夫婦の間で十分に話し合い、家事な

どの分担をすること」（43.4％）、「男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきた

りを改めること」（34.9％）の順となっています（図－34）。

図－32 少子化対策に必要な施策
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資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年）

資料：福岡県「子育て等に関する県民意識調査」（平成25年）

図－33 子どもを健やかに生み育てるために期待する施策

図－34 男性が子育てに参加するために必要な施策
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第3節 福岡県次世代育成支援行動計画の取組と成果

1 これまでの取組と成果
前期計画期間（平成17年度～21年度）においては、「地域における多様な子育て支援」、「仕

事と家庭の両立の支援」など7つの施策の柱の下、後期計画期間（平成22年度～26年度）に

おいては、前期計画を見直し、ライフステージに応じた新たな7つの施策の柱の下、本県の年

間出生数が46,000人以上となることを目標に、次のとおり取組を行ってきました。

Ⅰ これから家庭を築く若者の支援

�若者の就業支援
�新たな出会いの推進

Ⅱ 子育てと仕事が両立できる環境の整備

�子育てと仕事の両立の推進
�職場・家庭における男女共同参画の推進

Ⅲ 地域における多様な子育て支援

�地域のネットワークづくり
�すべての子育て家庭への支援
�保育サービスの充実
�経済的支援の推進

Ⅳ 子どもと母性の健康の確保と増進

�安心して妊娠・出産できる環境づくり
�小児医療の充実
�「食育」の推進
�思春期の心と体の健康づくり

Ⅴ 子どもの安全と安心の生活環境の整備

�子育てしやすい住環境づくり
�安心して外出できる環境づくり
�子どもを犯罪等から守る環境づくり
�被害にあった子どもの保護の推進

Ⅵ 子どもの健やかな成長のための教育環境の整備

�子どもの生きる力の育成
�家庭や地域の教育力の向上
�次代の親の育成
�いじめ・不登校・ひきこもり・非行等への対応と子どもを取り巻く有害環境対策の推進

Ⅶ きめ細やかな対応が必要な子どもへの支援

�児童虐待防止対策の充実
�社会的養護体制の充実
�ひとり親家庭等の自立支援の推進
�障害のある子どもへの支援

後期計画期間中に数値目標を設定した41項目の達成状況（平成25年度末時点）については、
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既に目標を達成したものは17項目、概ね順調に進捗しているものは12項目となっています。

このような取組もあり、本県の出生数は平成17年の43,421人を底に増加に転じ、平成19

年以降平成23年までは46,000人台を維持しました。

平成24年及び25年の出生数は、46,000人にわずかに到達しませんでしたが、少子化のひ

とつの指標とされている合計特殊出生率は、平成17年の1.26から上昇し続け、平成25年は

1.45となっています。

また、平成19年における国立社会保障・人口問題研究所の「日本の都道府県別将来人口推

計」によると、平成22年の本県の子ども（0～14歳）の数は、66.5万人と推計されていまし

たが、平成22年の国勢調査では、実際の福岡県の子どもの数は、68.4万人となっており、推

計値を1.9万人上回っています。

しかし、今後は、女性（15～49歳）が、毎年1万人程度減少すると見込まれ、現在の子ど

もの数を維持するのは非常に厳しい状況です。

また、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、非正規雇用の増加、待機児童の発生など、

若者の結婚や子育て世代を取り巻く環境は依然として厳しいものがあります。

2 引き続き取り組むべき視点
このような現状を踏まえ、少子化の流れを変え、安心して子どもを生み育てることができる

社会づくりには、後期計画の内容を継承しつつ、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮

することを基本とし、次のような視点で引き続きライフステージに応じた切れ目のないきめ細

かな施策・取組を推進していくことが必要です。

○ 県民の少子化に対する認識を深めるとともに、社会全体で結婚・子育てを応援する気運

の更なる醸成

○ 結婚・出産・子育ての希望をかなえるための若者や女性への就業支援

○ 働き方の見直し等による子育てと仕事の両立の推進

○ 安心して妊娠・出産できる環境づくり

○ 保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備

○ 子育てしやすい安全・安心の生活環境づくり

○ 子どもの健やかな成長のための教育環境の整備、家庭や地域の教育力の向上

○ 児童虐待等への対応など社会的養護を必要とする子どもへの支援
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子どもは福岡県の宝、元気の源！
～子育てをみんなで支える社会をめざして～

第4節 計画の概要

1 基本的方向

子どもは福岡県の宝であり元気の源です。次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、夢や希

望を持ち、心豊かにたくましく育つことは、いつの時代においても変わることのない願いです。

福岡県は、子育てをみんなで支える社会をめざして、下記の3つの基本的方向の下、各種の

施策を推進していきます。

（1）若者が結婚・子育てに夢や希望を持つ社会づくり

結婚、出産、子育てに夢を抱き、その希望がかなえられるよう、若者の経済的・社会的自立

の促進とともに、社会全体で結婚を応援する気運の醸成を図ります。

（2）子どもを安心して生み育てることができる社会づくり

家庭や地域、職場において、子育てへの理解が深められるとともに、安心して、また、喜び

を持って子どもを生み育てることができるよう、地域や企業等と連携し、子育て支援、仕事と

家庭の両立の支援、子育て応援の気運醸成、子どもや母親の健康の確保、安全・安心な生活環

境づくりを進めます。

（3）子どもの健やかな育ちと自立を応援する社会づくり

子どもの最善の利益が尊重され、次代を担う子どもが志をもってたくましく、健やかに育ち、

豊かな人間形成と自立した生活ができるよう、教育環境の整備、きめ細かな支援を要する子ど

もへの支援に取り組みます。

2 計画の達成状況の点検・評価及び実施上の留意事項
毎年度、本計画に掲載している全施策・取組の当該前年度における実施状況及び目標数値の

到達状況を集約し、福岡県子ども・子育て会議及びふくおか出会い・子育て応援協議会におい

て点検・評価します。

目標数値の到達状況については、毎年度公表することとします。

なお、人口に関する指標については、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中で検討を進

めており、本計画は総合戦略と整合性を図って実施していきます。
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3 施策の体系
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第2章 各 論 ～施策の方向と施策・事業～

次代の親の育成

若者の就業支援

結婚応援の推進

未来の社会・家庭を築く若者の
育成と支援

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

次代の親になるため
の準備教育

子どもや子育てについての理解を深めるため、学生と乳幼児が
ふれあう体験学習等の取組を推進します。

子育て支援課

若者の人生設計に関
する意識啓発

若者が、自らの将来について明確なビジョンを描けるよう、結
婚やライフプランについての情報を県の総合ポータルサイトなど
を通じて提供することにより、若者の意識啓発に取り組みます。

子育て支援課

施策の柱1 未来の社会・家庭を築く若者の育成と支援
【施策体系】

1 次代の親の育成
【現状と課題】

〇 家庭における人間関係は、子どもの心の成長に大きな影響を与えるものです。生命を次代

に伝え、育んでいくことや、家族の大切さについて理解を深めるとともに、地域の大人や年齢

が異なる子どもたちとのふれあいを通して、子どもの心を豊かに育てていくことが大切です。

〇 次代の親となる若者たちが、妊娠・出産と体重、喫煙、飲酒などの生活習慣や年齢の関係

等、妊娠や出産に関する正しい知識を持つことが大切です。

〇 近年、産業構造や就業構造の変化、就業教育に対する社会の認識、社会全体を通じた構造

的問題が存在しています。また、本県は全国に比べて早期離職率が高く、高校卒では43.7

％、大学卒では35.7％となっています。

〇 子どもたちが発達段階に応じた勤労観・職業観を持ち、目的意識を持って主体的に進路を

選択できるよう、学校教育において、学ぶことや働くことの意義を理解し、生きることの尊

さを実感させるキャリア教育を充実させることが重要になっています。

【施策の方向】

〇 家族の大切さや子ども・子育てについて理解を深めるための取組を推進します。

〇 若者が将来の結婚や子育てについて人生設計を描けるための意識啓発を行います。

〇 妊娠や出産に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。

〇 高等学校等の様々な教育活動において、勤労観や職業観を高めるキャリア教育の充実を図

ります。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

「ふくおか・みんな
で家族月間」キャン
ペーン

「家族の日」（11月第3日曜日）がある11月を中心に、企業・
店舗・団体等と連携し、「家族・子育て」をテーマとした催し等
を実施することにより、地域社会全体で子育てを応援する気運を
高めます（柱4‐1に再掲）。

子育て支援課

妊娠・出産に関する
正しい知識の普及啓
発

市町村等関係機関と連携して、妊娠・出産と、体重、飲酒、喫
煙などの生活習慣や年齢との関係など、妊娠・出産に関する正し
い知識の普及啓発に努めます（柱3‐1、柱3‐4に再掲）。

健康増進課

社会人講師の積極的
な活用

産業界の実践に基づく知識や熟練した技術・技能を直接生徒に
指導する社会人講師を授業や特別活動などで積極的に活用します
（柱6‐1‐2に再掲）。

高校教育課

高校生キャリア教育
推進事業

県立学校にキャリアコーディネーターを配置し、生徒に望まし
い勤労観や職業観を身につけさせ、進路を主体的に選択できるよ
う、インターンシップを中心とした取組を推進します（柱6‐1‐
2に再掲）。

高校教育課

資格等の取得向上
各種認定資格や本県の技術認定制度である福岡県高等学校職業

教育技術認定制度による資格等の取得向上に努め、生徒の知識・
技術の向上を図ります（柱6‐1‐2に再掲）。

高校教育課

◇ 福岡県にこにこ家族づくりポータルサイト ◇

福岡県では、結婚・妊娠・出産、子育てに関する切れ目ない支援を行うために、総合情報
ポータルサイトを開設し、ライフステージに応じた様 な々支援策などの情報を発信しています。

（主な内容）

〇 結婚応援広場
出会い・結婚観などの特集記事や、今すぐ使え
るデートスポットなどの情報を掲載しています。

〇 子育て応援広場
子育てに関する施設や制度など、子育てライフ
に役立つ情報を年齢別・目的別に検索できます。

〇 オススメコンテンツ
設定されている質問に答えていくことで、現在
から60歳までのライフプランを表で見ることが
できます。
その他、各市町村が行っている施策等について
も情報発信します。

福岡 にこにこ家族づくり 検索

「福岡県にこにこ家族づくりポータルサイト」
http://kazoku.pref.fukuoka.lg.jp/
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

若者に対するきめ
細かな就職支援

若者の円滑な就職を図るためには、個々の状況やニーズに応じた
対応が必要なため、若者しごとサポートセンター、30代チャレン
ジ応援センター、若者サポートステーションにおいて、きめ細かな
就職支援を実施します。

○ 若者しごとサポートセンター 29歳以下の求職者の就職支援
○ 30代チャレンジ応援センター 概ね30代の求職者の就職支援
○ 若者サポートステーション ニート等の自立支援

労働政策課

若者の農林水産業へ
の参入と定着促進

県内農林水産業への新規就業を希望する県内外の若者を対象に、
情報発信や相談会を行うことで、農林水産業への参入を促進します。

後継人材育成室
林業振興課
水産振興課

求職者に対する職
業訓練

7つの県立高等技術専門校において、新規学卒者を対象とした「養
成訓練」と離転職者を対象とした「職業転換訓練」を実施します。
県立高等技術専門校から民間の教育訓練機関等に委託して、職業

訓練を実施します。

職業能力開発課

訓練生に対する就
職支援

県立高等技術専門校において、職業訓練のみならず、就職指導、
求人開拓、情報提供等、訓練生の就職のための総合的な支援を実施
します。

職業能力開発課

企業実習一体型職
業訓練

若年者を対象とした新たな人材育成システムとして、県立高等技
術専門校や民間教育訓練機関等における座学訓練と企業での実習を
組み合わせた職業訓練を実施します。

職業能力開発課

若者ものづくり人
材育成事業

39歳以下の若年者を対象に、県立高等技術専門校で職業紹介と
セットになった実践的な短期間（4か月）の職業訓練を実施します。

職業能力開発課

2 若者の就業支援
【現状と課題】

〇 本県の雇用情勢は、有効求人倍率が1.06（平成26年12月）と、平成20年秋のリーマン

ショックの影響を受けて以降、平成21年度（0.41）を底に改善を続けているものの、全国

求人倍率（1.15）を下回り、厳しい状況にあります。

〇 若年者の完全失業率は、およそ5％と極めて高い状況にあります。

〇 学校卒業後、就職したものの、3年以内に離職する人の割合は高校生で43.7％、大学生

で35.7％（平成22年3月卒）と依然として高くなっています。また、フリーターの数は、

近年全国では180万人前後で推移しており、本県では、およそ9万人と推計されています。

〇 パート・アルバイト、派遣・契約社員等の年収は、300万円未満の割合が高く、男性の

場合、有配偶率については、正規の職員・社員よりも低くなっています。

【施策の方向】

〇 若者一人一人の置かれた状況やニーズに応じた、きめ細かな就職支援を行います。

〇 特に農業や福祉介護といった人手不足が懸念される分野への就業支援を積極的に進めます。

〇 就職につながる職業訓練やセミナーの情報提供等を実施します。

【具体的な施策・事業】
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◇福岡ブランチ

福岡市中央区天神1-4-2

エルガーラオフィス12階

TEL 092-720-8830

【開所時間】 月～金曜日 10時～19時

土・日・祝日 10時～17時

（年末年始除く）

◇筑後ブランチ

久留米市諏訪野町2363-9

サンライフ久留米内

TEL 0942-33-4435

【開所時間】 月～金曜日 10時～19時

土曜日 10時～17時

（日・祝日を除く）

◇北九州ブランチ

北九州市小倉北区浅野3-8-1

AIMビル2階 若者ワークプラザ内

TEL 093-531-4510

【開所時間】 月～土曜日 10時～18時

（祝日・年末年始除く）

◇筑豊ブランチ

飯塚市吉原町6-1 あいタウン2階

市民交流プラザ内

TEL 0948-23-1143

【開所時間】 10時～18時

（毎週水・日除く）

◇ 若者しごとサポートセンター ◇

おおむね29歳までの若者を対象に、きめ細かなキャリアコンサルティングをはじめ、
セミナーやイベントなど多彩なサービスメニューを用意し、将来に向けた進路選択や、そ
の後の就職活動をしっかりと支援します。

◇ 30代チャレンジ応援センター ◇

おおむね30～39歳までの求職者を対象
に、キャリアコンサルティングや合同会社
説明会等の就職支援を行っています。

※若者しごとサポートセンター各ブランチ
もご利用いただけます。各ブランチへお
問い合わせください。

◇福岡市中央区天神1-4-2

エルガーラオフィス12階

TEL 092-720-8831

【開所時間】 月～金曜日 10時～19時

土・日・祝日 10時～17時

（年末年始除く）

http://www.ssc-f.net/
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◇ 若者サポートステーション ◇

学校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、一定期間無業の状態にある若年無業
者（いわゆる「ニート」等）の職業的自立に向けた支援をしています。

◇福岡若者サポートステーション

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス11・12階

TEL 092-739-3405

【開所時間】（要予約） 月～土曜日 10時～17時

（日・祝日・年末年始除く）

【予約時間】 月～金曜日 10時～17時

【ホームページ】 http://saposute.com/

◇北九州若者サポートステーション

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル2階

TEL 093-512-1871

【開所時間】（要予約） 月～土曜日 10時～17時

（日・祝日・年末年始除く）

【予約時間】 月～金曜日 10時～17時

【ホームページ】 http://kitakyushu-saposute.com/

◇筑後若者サポートステーション

久留米市諏訪野町2363-9 サンライフ久留米2階

TEL 0942-30-0087

【開所時間】（要予約） 月～土曜日 10時～17時

（日・祝日・年末年始除く）

【予約時間】 月～金曜日 10時～17時

【ホームページ】 http://chikugo-saposute.com/

◇筑豊若者サポートステーション

飯塚市吉原町6-1 あいタウン3階

TEL 0948-26-6711

【開所時間】（要予約） 月～土曜日 10時～17時

（日・祝日・年末年始除く）

【予約時間】 月～金曜日 10時～17時

【ホームページ】 http://chikuhou-saposute.com/
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

結婚応援 独身男女に出会いの機会を提供し、結婚のきっかけづくりを行います。 子育て支援課

総合ポータルサイト
による情報発信

出会いや結婚、子育て生活等の様々な情報を発信します。 子育て支援課

◇ 出会い・結婚応援事業 ◇

結婚の意欲はあるけれど、出会いの機会が少ない独身男女に対して、出会いの場を提供
し結婚のきっかけづくりを行います。

福岡県に「出会い応援団体」として登録する県内の企業・団
体が、団体同士の交流や、パーティー・バスツアーなどのイベ
ントをボランティアで企画・実施するなど出会いの場を提供し
ます。

出会いイベント情報をメールマガジン「ふくおか“あかい糸
めーる”」やホームページで発信します。

イベント情報、メールマガジン配信登録はコチラ！

http://kekkon-ouen.pref.fukuoka.lg.jp/deai2/ 福岡県 出会い・結婚応援 検索

3 結婚応援の推進
【現状と課題】

〇 本県の平均初婚年齢は、年々上昇を続けるとともに、年代別の未婚率も、多くの年代で男

性・女性ともに上昇傾向にあります。

〇 一方で、「県民意識調査」では、独身でいる理由の1位は、「適当な相手にめぐり会わない

から」となっています。

〇 未婚化や晩婚化の要因としては、結婚観やライフスタイルの変化、出会いの機会の減少、

若者の不安定な雇用情勢などの複合的なものが考えられます。

〇 結婚は個人の意思に基づくものですが、若者が結婚や子育てに希望を抱き、安心して子ど

もを生み育てられるようにするためには、きめ細かな就職支援を行い、若者の経済的自立を

促進するとともに、出会いの機会の提供や結婚したい人を応援する気運の醸成など、結婚応

援の環境づくりも重要です。

【施策の方向】

〇 出会いの機会が少ない独身男女に出会いの場を提供するとともに、地域全体で結婚を応援

する気運の醸成を図ります。

〇 家族のすばらしさについて理解促進を図り、結婚に関する様々な情報提供・啓発を行います。

【具体的な施策・事業】
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働きながら子育てできる環境づくり

仕事と生活の調和の推進

職場・家庭における男女共同参画の推進

子育てと仕事が両立できる
環境の整備

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

「子育て応援宣言企
業」登録制度

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と子育ての両立を支援
する具体的な取組を自主的に宣言し、それを県が登録する「子育
て応援宣言企業」の登録拡大と、男性の育児参加やテレワークの
導入促進など取組内容の充実を図り、仕事と子育てが両立できる
職場づくりを推進します。
県は、宣言企業の取組を広く紹介するほか、合同会社説明会の

開催や優良企業100選の作成などにより、宣言企業の人材確保
を支援します（柱2‐2に再掲）。

新雇用開発課

雇用の機会均等及び
仕事と家庭の両立支
援に関する周知・啓
発

企業の経営者や人事労務担当者を対象とする、雇用の機会均等
及び仕事と家庭の両立支援に関する研修会を開催するとともに、
男女の均等待遇、母性や妊産婦のための就業制限、両立支援制度
などをわかりやすく解説したハンドブックの作成・配布などによ
り、結婚や出産しても、子育てをしながら働き続けることができ
る職場づくりのための周知や啓発を図ります（柱2‐2に再掲）。

新雇用開発課

施策の柱2 子育てと仕事が両立できる環境の整備
【施策体系】

1 働きながら子育てできる環境づくり
【現状と課題】

〇 就業している女性の数は年々増加しており、年齢階層別にみると、20歳代後半から30歳

代にかけて労働力率が落ち込む、いわゆるM字曲線の底は浅くなっています。

〇 「県民意識調査」によると、現在、子どもがおり、仕事をしていない女性で、子どもを預

けることができれば働きたいと考える人は4割を超えており、30代女性では5割を超えてい

ます。また、世帯年収が少なくなるほど、就業を希望する割合が高くなる傾向にあります。

【施策の方向】

〇 「子育て応援宣言企業」の登録拡大と宣言企業における取組内容の向上を図り、結婚や出

産をしても働き続けることができる職場づくり、誰もが仕事と家庭の両立ができる職場づく

りを推進します。

〇 育児休業中の労働者に対する経済的支援を行います。

〇 子育て中の女性に対して、就職相談から保育情報や資格取得情報の提供、求人開拓、就職

あっせんまで一貫した就職支援を行うとともに、在宅での就業ニーズにも対応できる働き方

を普及していきます。

〇 ひとり親家庭の生活基盤を安定させ、自立を促進するため、早期の就業を支援します。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

育児休業者生活資金
融資制度

中小企業に勤める労働者に対し、育児休業中に必要な生活資金
を低利・無担保で貸し付け、育児休業中の生活の安定を支援します。

労働政策課

子育て女性就職支援
センター事業

県内4か所の労働者支援事務所内に設置した子育て女性就職支
援センターにおいて、子育て女性に対し、就職相談や保育情報の
提供から、子育てをしながら働きやすい企業の求人開拓、個別の
就職あっせんまで総合的に支援します。

新雇用開発課

SOHOの育成・支援
子育て中の人の在宅での就業ニーズに対応できる働き方である

SOHOを普及、支援します。
新雇用開発課

ひとり親家庭等就
業・自立支援セン
ター

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦へ就業相談から技術習得
のための就業支援講習会、求人情報の提供など、一貫した就業支
援サービスを提供するとともに、公共職業安定所（ハローワーク）
や福祉事務所との連携を図り、就業・自立に向けた取組を推進し
ます。

児童扶養手当受給者を対象に、一人一人に合った自立支援計画
書（自立支援プログラム）を策定し、就職まできめ細かな支援を
行います（柱7‐3‐2に再掲）。

児童家庭課

◇ 「子育て応援宣言企業」登録制度 ◇

福岡県では、企業・事業所のトップが従業員の仕事と子育ての
両立を支援する具体的な取組を自ら宣言し、それを県が登録する
「子育て応援宣言企業」登録制度を平成15年から全国に先駆け
て実施しています。
宣言には、次の観点に則した具体的な取組を宣言してもらいます。

・育児休業が取得しやすい環境づくり
・育児休業期間中に職場とのコミュニケーションが取れる仕組
みづくり
・円滑な職場復帰に向けたサポートの実施
・職場復帰後の弾力的な勤務時間の配慮
・男性の育児参加を促進するための具体的な取組

県のホームページや広報など、様々な機会に宣言企業の取組を紹介する他、宣言企業の
合同会社説明会を開催し、企業の人材確保を支援しています。

＜問い合わせ・提出先＞
福岡県福祉労働部労働局 新雇用開発課 雇用均等・両立係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7－7 TEL:092-643-3586 FAX:092-643-3619
MAIL:info@k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp
子育て応援宣言企業ホームページ https://k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp

＜登録方法＞
○ WEBの場合
「子育て応援宣言企業ホームページ」にアクセス
登録フォーマットに沿って必要事項を入力、代表者の写真データを添付し、送信

○ 郵送の場合
申請様式を上記ホームページからダウンロードし、必要事項を記入、代表者の写
真を同封し、郵送

県ホームページでは、子育
て応援宣言企業一覧や取組内
容もご覧いただけます。
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◇ 子育て女性就職支援センター ◇

県内4か所の労働者支援事務所内に「子育て女性就職支援センター」を設置し、子育て
中の女性を対象に、就職相談や求人情報・保育情報の提供、求人開拓から就職あっせんま
できめ細かな支援を実施しています。

◇福岡 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎5階
（福岡労働者支援事務所内） TEL:092-725-4034

◇北九州 北九州市小倉北区城内7-8 小倉総合庁舎3階
（北九州労働者支援事務所内） TEL:093-571-6440

◇筑後 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎1階
（筑後労働者支援事務所内） TEL:0942-38-7579

◇筑豊 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎別館2階
（筑豊労働者支援事務所内） TEL:0948-22-1681

＜受付時間＞ 平日 8時30分～17時15分（土日祝・年末年始を除く）
＜ホームページ＞ http://www.hataraku-mama.jp/

（労働者支援事務所内）

◇ 女性のための就職相談窓口 ◇

福岡県では、民間の職業紹介事業者と協力し、女性が気軽に就
職相談や情報提供が受けられるよう、女性のための就職相談窓口
「レディスジョブスポット」を設置し、無料でお仕事探しのアド
バイスをしています。

＜就職相談窓口＞
【福岡】
（株）ACR

福岡市中央区渡辺通4-10-10 紙与天神ビル2階 TEL:092-715-2365
九州スタッフ（株）
福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル7階 TEL:092-474-0004

（株）ジャストヒューマンネットワーク
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス7階 TEL:092-726-6800

西日本エリートスタッフ（株）福岡オフィス
福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル11階 TEL:092-724-6006

（株）クロスアビリティズ
福岡市中央区天神2-14-38 伊藤ビル3階 TEL:092-791-7656

【北九州】
（株）ダイナリィ

北九州市小倉北区中島1-17-13 ダイナリィコアビル1階 TEL:093-522-5551
西日本エリートスタッフ（株）北九州オフィス
北九州市小倉北区鍛冶町1-10-10 大同生命北九州ビル6階 TEL:093-513-0700

【筑後】
西日本エリートスタッフ（株）久留米本社

久留米市日吉町15-60 ニッセイ久留米ビル9階 TEL:0942-38-1159
【筑豊】
（株）プロサポート 直方市大字頓野970 TEL:0949-29-8800

＜受付時間＞ 平日 10時～17時（土日祝・年末年始を除く）
＜ホームページ＞ https://k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp/josei
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・
バランス）の啓発

多様な働き方の選択や健康で豊かな生活のための時間を確保できる社会の
実現に向けて、労働時間等の見直しをはじめとする仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）の推進を図るための周知･啓発を行います。

労働政策課

雇用の機会均等及び
仕事と家庭の両立支
援に関する周知・啓
発

企業の経営者や人事労務担当者を対象とする、雇用の機会均等及び仕事と
家庭の両立支援に関する研修会を開催するとともに、男女の均等待遇、母性
や妊産婦のための就業制限、両立支援制度などをわかりやすく解説したハン
ドブックの作成・配布などにより、結婚や出産しても、子育てをしながら働
き続けることができる職場づくりのための周知や啓発を図ります（柱2‐1に
掲載）。

新雇用開発課

「子育て応援宣言企
業」登録制度

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と子育ての両立を支援する具体的
な取組を自主的に宣言し、それを県が登録する「子育て応援宣言企業」の登
録拡大と、男性の育児参加やテレワークの導入促進など取組内容の充実を図
り、仕事と子育てが両立できる職場づくりを推進します。
県は、宣言企業の取組を広く紹介するほか、合同会社説明会の開催や優良企
業100選の作成などにより、宣言企業の人材確保を支援します（柱2‐1に掲載）。

新雇用開発課

イクボスの養成
部下のワーク・ライフ・バランスを考え、部下のキャリアと人生を応援し
ながら、組織の業績を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる
上司を養成する取組を推進します。

子育て支援課

男性の子育て応援
男性が主体的に子育てに関わることができるよう、また、それを応援する
気運を高めるため、男性が子育てに関わることの大切さや意義等について啓
発します（柱2‐3、柱4‐1に再掲）。

子育て支援課

◇ 一般事業主行動計画 ◇
安心して子どもを生み育てることができる社会づくりには、子育てしやすい職場環境の整備が重要です。
一般事業主行動計画は、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について、

事業主が策定する計画です。
次世代育成支援対策推進法では、一般事業主行動計画の策定、都道府県労働局への届出及び公表・従

業員への周知が義務付けられています（従業員数が100人以下の企業は努力義務）。

2 仕事と生活の調和の推進
【現状と課題】

〇 「福岡県雇用均等・仕事と家庭の両立実態調査」（平成25年度）によると、約6割の事業
所がワーク・ライフ・バランスの意味について「知っている」と答え、7割を超える事業所
がワーク・ライフ・バランスについての取組を必要と考えています。
〇 また、女性従業員の約8割が育児休業制度を利用したいと回答したのに対し、男性はおよ
そ4割に留まっています。育児休業制度を利用したくない理由としては、「職場に迷惑がか
かるから」が最も多くなっています。
〇 国の「労働力調査」によると、男性で週60時間以上就業している人の割合は近年減少傾
向にあるものの、年代別にみると、子育て期にある30代や40代は、他の年代より週60時
間以上就業している人の割合が高くなっており、男性が家事や子育てに積極的に関わること
が困難な状況が伺えます。

【施策の方向】

〇 企業向け研修会の開催、メールマガジン、ホームページなど県の各種広報媒体などを通じ
て、仕事と生活の調和の推進の必要性や両立支援制度について、周知・啓発を行います。
〇 合同会社説明会や子育て応援宣言企業の優良事例集の作成等により、仕事と生活の調和を
積極的に推進する企業の人材確保を支援します。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

男女共同参画表彰
福岡県男女共同参画の日（11月第4土曜日）に、男女共同参画

の推進に著しい功績があり、他の模範と認められる取組を行って
いる個人、団体、企業を表彰し、優れた実践事例を広く紹介します。

男女共同参画
推進課

トップリーダーへの
啓発

各種団体や企業等において、男女共同参画の視点を取り入れら
れるよう、各組織の指導的立場にあるリーダーが集まる研修会な
どに講師を派遣します。

男女共同参画
推進課

企業における女性の
活躍推進事業

女性がいきいきと働き活躍する社会の実現を目指し、男性管理
職等を対象としたセミナーを開催し、企業における女性の活躍を
推進します。

男女共同参画
推進課

男性の子育て応援
男性が主体的に子育てに関わることができるよう、また、それ

を応援する気運を高めるため、男性が子育てに関わることの大切
さや意義等について啓発します（柱2‐2に掲載、柱4‐1に再掲）。

子育て支援課

3 職場・家庭における男女共同参画の推進
【現状と課題】

〇 少子化が進み、女性の就労に対する意識も「中断・再就職型」から「就業継続型」へと移

行しているなど、働く女性が増えている現在、職業生活と家庭生活の両立のためには、企業

をはじめとした社会全体による支援が必要です。

〇 女性の社会進出が徐々に進みつつあるものの、職場における平等感は未だ低い状況にあり、

また、性別役割分担意識が根強く残る中、男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環境の

整備が必要です。

〇 国の「第9回21世紀成年者縦断調査」（平成24年）によると、夫の休日における家事・育

児従事時間が長くなるほど、第2子以降が生まれる割合が高くなる傾向にあります。

【施策の方向】

〇 女性が能力を発揮して活躍できる職場づくりを推進します。

〇 男女が共に仕事と家庭を両立できる職場づくりを推進します。

〇 男性が主体的に子育てに関わることができるよう意識啓発を行います。

【具体的な施策・事業】
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子どもと母性の健康の確保
と増進

安心して妊娠・出産できる環境づくり

小児医療・乳幼児保健対策の充実

「食育」の推進

学童期・思春期の心と体の健康づくり

施策の柱3 子どもと母性の健康の確保と増進
【施策体系】

1 安心して妊娠・出産できる環境づくり
【現状と課題】

〇 出産年齢の上昇などにより、リスクの高い妊婦が増加しており、安心して出産できる周産

期医療体制整備が必要です。

〇 安心して妊娠・出産をするためには、妊婦自身が早期に妊娠届をして妊婦健康診査を受診

するなど適切に健康管理ができることや、妊娠・出産に対する理解と配慮がある社会環境が

重要です。平成25年度の本県の妊娠満11週以内での妊娠届率は86.9％であり、全国の91.4

％を下回っている状況です。

そのため、妊娠・出産に関する正しい知識の啓発や、気軽に相談ができる体制、早期に支

援が必要な妊産婦を把握し支援を行う体制が必要です。

〇 不妊に悩む人への精神的、経済的負担の軽減も求められています。

【施策の方向】

〇 リスクの高い妊婦が安心して出産できるよう、周産期母子医療センターの運営を支援する

ほか、周産期医療ホットラインの活用による高度周産期医療を担う医療機関のネットワーク

強化、周産期医療関係者への研修など、周産期医療体制の充実を図ります。

〇 市町村等関係機関との連携のもと、妊娠の早期届出や妊婦健康診査の重要性、妊娠・出産

と飲酒等の生活習慣や年齢の関係など、妊娠や出産に関する正しい知識の普及・啓発に努め

ます。

〇 妊娠・出産等に関する相談や、不妊に悩む方への精神的、経済的支援を行います。

〇 母子保健従事者の専門性の向上に努めます。
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

周産期医療体制の
充実

○周産期医療協議会の設置
周産期医療協議会を設置し、周産期医療に関する医療情報や統計

情報などを基に、本県の周産期医療体制の整備について総合的に協
議します。

○周産期医療体制の整備
高度な周産期医療を担う周産期母子医療センターの運営を支援

するため、運営費の助成を行います。また、産科・新生児科医師確
保対策として、分娩手当・新生児手当などを支給している病院等に
対して助成を行います。
ハイリスク妊婦の搬送において、迅速な受入先の確保を図るため、

「周産期医療ホットライン」を運用します。

○周産期医療関係者への研修
医療従事者に対し、周産期医療に必要な専門知識・技術の向上を

目指した研修を行います。

○院内助産所・助産師外来の設置促進
新たに「院内助産所」「助産師外来」を開設しようとする病院・診

療所に対して、施設・設備整備費への財政的支援を行います。

医療指導課

妊娠・出産に関す
る正しい知識の普
及啓発

市町村等関係機関と連携して、妊娠・出産と、体重、飲酒、喫煙
などの生活習慣や年齢との関係など、妊娠・出産に関する正しい知
識の普及啓発に努めます。（柱1‐1に掲載、柱3‐4に再掲）。

健康増進課

妊娠期からの産後
うつ病対策

産後うつ病を予防・早期発見し支援することで良好な母子関係を
形成するため、産後うつ病や未熟児等のハイリスク児の養育支援に
関する研修会等を実施し、市町村における妊娠期からの産後うつ病
対策、未熟児等のハイリスク児の養育支援の取組促進に努めます。

健康増進課

母子保健従事者の
専門性の向上

市町村の求めに応じた広域的、専門的支援を行うことにより、母
子保健従事者の質の向上を図ります。

健康増進課

妊娠・出産への理
解と配慮の啓発

妊娠の早期届出や妊婦健康診査の重要性について啓発するととも
に、妊産婦に対する理解と配慮を促すことを目的とした市町村の啓
発活動の取組を推進します。

健康増進課

にんしんSOSふく
おか～思いがけな
い妊娠・子育て・
思春期相談～

妊娠や出産、子育て、思春期の心と身体に関する電話相談及び、
メール相談を実施し、妊娠、出産、子育て、思春期の心と身体に関
して悩んでいる方の不安や悩みの軽減を図るとともに、正しい知識
の提供に努めます。（柱3‐4、柱4‐1、柱7‐1‐3に再掲）。

健康増進課

不妊に悩む方への
特定治療支援事業

医療保険適用外の高額な治療費がかかる配偶者間の不妊治療に要
する費用の一部を助成し、不妊治療の経済的負担の軽減を図ります
（柱4‐6に再掲）。

健康増進課

不妊症・不育症に
関する精神的支援

保健福祉環境事務所で医学的相談や、心の悩みに関する相談対応
を行います。さらに、3か所の保健福祉環境事務所に不妊専門相談
センターを設置し、専用電話による電話相談や、専門医師等による
面接相談を行います。

健康増進課

女性の健康相談・
健康教室

保健福祉環境事務所で思春期から更年期の女性の健康に関する相
談対応を行います。さらに、3か所の保健福祉環境事務所に女性の
健康支援センターを設置し、専用電話による電話相談や、専門医師
等による個別面接相談行う他、センターを設置していない保健福祉
環境事務所で健康教室を行います。

健康増進課

あすばる相談支援
事業

福岡県男女共同参画センター「あすばる」において、女性が抱え
る、心、家族、暮らし、労働等、広範多岐な悩みについて、電話及
び面接による相談を実施し、相談者自身が問題解決に向けて自己選
択、自己決定していくよう支援します。

男女共同参画
推進課

【具体的な施策・事業】
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◇ マタニティマーク ◇

マタニティマークは妊婦さんへの思いやりをマークにしたもの
です。
まちや、職場などでマタニティマークを付けている人を見かけ
たら、「お手伝いしましょうか？」の一言など、皆さんからの思
いやりある気遣いをお願いします。
電車・バスでは優先して席を譲り、乗降時に協力しましょう。
近くでの喫煙は控えましょう。

福岡県ホームページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/matanithima-ku.html

◇ 不妊に悩む方への特定治療支援事業 ◇

不妊に悩むご夫婦に、不妊治療費の一部を助成します。

〇対象者 体外受精及び顕微授精以外の方法では妊娠の見込が極めて少ないと診断された、福
岡県（北九州市、福岡市、久留米市以外）にお住まいの法律上のご夫婦

〇所得制限 ご夫婦の前年の所得の合計金額が730万円未満の方が対象
〇対象治療 体外受精・顕微授精
〇給付の内容 1回の治療につき上限額15万円

（ただし、治療内容によっては上限額7万5千円）
〇助成回数 ・年間助成回数：1年度目は年3回、2年度目以降は年2回まで

・通算助成期間：5年度（年度の間隔があいても良い）まで
・通算助成回数：10回まで

ただし、平成26年4月1日以降に、初めて助成制度を利用する方の内、初めて
助成制度を利用する際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合、年間助成回
数及び通算助成期間の制限は廃止し、通算助成回数は6回まで
平成28年度以降は年齢制限を設けるなど、制度改正が予定されています。

〇医療機関 医療機関の住所地を管轄する都道府県・政令市・中核市が指定した医療機関
〇申請期間 治療が終了した日の属する年度内（3月31日まで）
〇申請窓口 お近くの保健福祉環境事務所健康増進課、大牟田市児童家庭課

◇ 女性の健康支援センター・不妊専門相談センター ◇

思春期から更年期の女性特有の身体と心に関する相談及び、不妊症・不育症など妊娠・出産に
関する相談の専門窓口です。
県内3箇所の保健福祉環境事務所に当センターを設置し、助産師・保健師による電話相談、専

門医師等による面接相談を実施しています。
面接相談は予約が必要です。

〇相談内容 月経不順、思いがけない妊娠、更年期障害、不妊症・不育症 など

○専用電話番号 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 0940-37-4070
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 0948-29-0277
北筑後保健福祉環境事務所 0946-22-4211

北九州市、福岡市、久留米市においても、不妊に悩む方への特定治療支援事業及び、女性の健
康、不妊症・不育症に関する相談を実施しています。詳しくは各市にお問い合わせください。

第
２
章

各

論

〜
施
策
の
方
向
と
施
策
・
事
業
〜

46



施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

保護者向けの電話相談
（＃8000）

子どもの急な病気やケガ等について、保護者の不安解消を図る
ため、休日・夜間における電話相談を行います。

医療指導課

小児に関する医療情
報の提供

「ふくおか医療情報ネット」を通じて、救急医療情報や医療機
関情報を広く県民に提供します。
「小児救急医療ガイドブック」の配布により適正な受診を啓発

し、小児救急医療の機能確保を図ります。

医療指導課

子どもの医療費に対
する助成

子どもの医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見
と治療を促進し、保健の向上と福祉の増進、子育て家庭への支援
の充実を図ります（柱4‐6に再掲）。

児童家庭課

未熟児等ハイリスク
児の養育支援

〇妊娠期からのケア・サポート事業
市町村、医療機関等関係機関の連携のもと、育児に不安を抱え

ているなど、支援が必要な妊婦を妊娠初期から把握して、養育支
援を行う地域体制を推進し、ハイリスク児の養育支援及び乳児虐
待予防に努めます。（柱7‐1‐3に再掲）。

〇養育支援者研修等
保護者が育てにくさを感じるなど育児負担が大きい、未熟児等

のハイリスク児の養育支援に関する研修会等を実施し、市町村に
おける未熟児等のハイリスク児の養育支援の取組を支援します。
（ハイリスク児：退院後も何らかの医学的な処置を必要とする児
などの医学的ハイリスク児や、保護者に虐待リスクや経済的困窮
がある場合の社会的ハイリスク児等を含む。）

健康増進課

2 小児医療・乳幼児保健対策の充実
【現状と課題】

〇 保護者の不安を解消し、安心して子育てできる環境をつくるため、必要なときに適切な医

療情報が得られる環境の整備が求められています。

〇 乳幼児の疾病や発達の遅れなどを早期に把握し、適切に医療や療育につなげることが必要

です。

〇 育児に不安を抱えていたり、未熟児の養育等で育児負担が大きいなど育てにくさを感じる

親への支援が必要です。また、小児慢性特定疾病児童等の治療費の軽減や精神的な負担軽減

が求められています。

【施策の方向】

〇 ふくおか医療情報ネット、小児救急医療ガイドブックにより、小児医療に関する情報提供

を行うとともに、適正な受診を啓発します。

〇 子どもの医療費の一部を助成します。

〇 市町村、医療機関等関係機関との連携のもと、育児に不安を抱えているなど支援が必要な

妊婦を妊娠初期から把握し、支援する体制を推進します。

〇 市町村において、未熟児支援や発達相談等、育てにくさを感じる保護者への取組が進むよ

う支援を行うとともに、保護者に対して子育てに関する知識の普及・啓発を行います。

〇 小児慢性特定疾病児童等に対して、医療費の助成を行うとともに、保護者等の精神的支援

を行い、健康の保持増進及び自立の促進に努めます。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

乳幼児の健康支援

新生児に対して、先天性代謝異常等の疾患に係る検査を実施し、
障害の原因となる疾病の早期発見・早期治療に努めます。

市町村が実施する乳幼児健康診査（歯科健康診査を含む）、発
達相談・発達診査の取組が進むよう、市町村に対して技術的支援
を行うとともに、乳幼児健康診査の結果等で、心身の発達に問題
が心配される子どもに対して、市町村との連携のもと、保健福祉
環境事務所において発達診査を行います。

健康増進課
医療指導課

定期の予防接種への
支援

予防接種の実施主体である市町村に対して、予防接種に関する
知識の普及及び技術的支援を行います。
また、予防接種の実施にあたり、健康状態や体質のために慎重

な判断が必要とされる者についても、予防接種に関する相談に応
じ、専門性の高い医療機関を紹介するなど、安心して予防接種が
受けられる体制を整備することによって、予防接種率の向上と予
防接種による健康被害の発生防止に努めます。

保健衛生課

小児慢性特定疾病対
策の推進

小児慢性特定疾病児童等に対し、医療保険の自己負担分（一部
または全額）を公費で助成します。
さらに、小児慢性特定疾病児童等に対して、養育している親の

不安や悩み等の精神的負担の軽減を図るために、療育相談、訪問
指導、ピアカウンセリング等の相談支援事業等を実施し、健康の
保持増進及び自立の促進を図ります。

健康増進課

長期療養児療育指導

身体に障害のある児童と障害となるおそれのある児童、疾病に
より長期にわたり療養を必要とする児童とその保護者に対して、
専門医師等による療育相談、育児支援教室等を行い、生活指導や
精神的支援に努めます。

健康増進課

子育てに関する知識
の普及啓発

子どもの社会性の発達過程や、発達過程に応じた生活の仕方、
遊び方、事故防止などを盛り込んだ冊子を作成し、市町村で実施
する乳幼児健康診査の会場等で保護者に配布することで、子ども
の社会性の発達過程や事故防止等についての知識の普及啓発及び、
発達過程に応じた子育てを支援します。（柱4‐１に再掲）。

健康増進課

◇ 小児慢性特定疾病医療費助成制度 ◇

子どもの慢性疾病のうち、小児がんなどの疾病については、治療期間が長く、医療費負
担が高額になることから、児童の健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図
るために医療費助成を行っています。
平成27年1月1日より児童福祉法が改正され、対象となる疾病が拡大されました。

〇対象者
次の14疾患群のうち、国が定める疾病及び疾病の状態の程度である18歳未満の児童（必
要と認められた場合には20歳になるまで延長可能）

【対象疾患群】
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、
先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝
子に変化を伴う症候群、皮膚疾患
※手続きを含め、詳しくは県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syouman-fukuoka1.html

〇申請窓口
お住まいの保健福祉環境事務所健康増進課、大牟田市児童家庭課
※北九州市、福岡市、久留米市にお住まいの方はそれぞれの市にお尋ねください。
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

食育・地産地消
県民運動

〇食育の情報提供、啓発・普及
11月を食育・地産地消月間と定め、各種イベントを通じた啓発を行

います。
食育・地産地消ポータルサイト「いただきます！福岡のおいしい幸

せ」により食育の情報を発信します。
食育・地産地消ふくおか県民会議による、食育の情報提供、普及・啓

発を行います。

〇地域における食育の取組支援
学校給食に地元農林水産物を積極的に利用することにより、農林水産

業への理解を深める取組を進めます。
地域における食育推進協議会等の食育活動を支援し、食と食を支える

農林水産業の重要性を伝えます。

食の安全・
地産地消課

食育活動の支援

県内地域の食生活改善実践活動の推進を図るため、食生活改善推進協
議会に対して助言や指導を行います。地域で食を通した健康づくりの核
となる食生活改善推進員のリーダー等に対して「食と健康教室」などの
研修を実施します。

健康増進課

3「食育」の推進
【現状と課題】
〇 食をめぐる状況は、生活様式の多様化を背景に、孤食や外食の割合が増加するなど変化し
ており、県民の生活に様々な影響を与えることが懸念されています。
〇 健康面では、朝食の欠食、偏食等の食生活の乱れや野菜の摂取不足など栄養バランスの偏
りが見られます。
〇 また、家族そろって食事をする機会も減少するなど、子どもたちの心身の発達に大きな影
響を与えています。子どもたちの豊かな心を育み、健全な身体を育てるためには、早い時期
から栄養・食生活に関する正しい知識や習慣を身につけさせることが重要です。その役割を
担うのは、本来家庭が中心となるものですが、核家族化、共働きの増加、雇用形態の多様化
などにより、望ましい食習慣の形成が難しい状況にあります。
〇 そのため、学校における食に関する指導の充実は、子どもたちが「生きる力」の基礎を育
む上で非常に重要となっています。特に、食育の生きた教材である学校給食は、教科指導等
と関連させながら学校全体で食育を推進していく上で、注目されています。
〇 子どもたちの「食」への関心を高めさせ、食生活を見直す契機とするため、地元食材を学校
給食に活用し、生産者との交流や体験を通した学習等を推進することも重要となっています。
〇 「食」の外部化・簡便化等によって、生産や流通の過程が見えにくく、消費者と生産者と
の距離が拡大しています。食の安全・安心が求められる中、生産者の顔が見える関係を取り
戻すためにも、地元で生産されたものを地元で消費する「地産地消」の取組をより一層推進
する必要があります。
〇 次代を担う子どもたちの健康で豊かな生活のためには、関係部局・機関が連携し、学校、
家庭、地域のつながりを深めながら、食育・地産地消を県民運動として推進していくことが
重要です。

【施策の方向】
〇 食育に関する情報提供、普及・啓発を行い、地域における食育に関する取組を支援します。
〇 乳幼児の健康づくりの担い手である人材の確保、資質向上を図ります。
〇 学校における食に関する指導を充実します。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

母性及び乳幼児の健
康づくりの担い手で
ある人材の資質の向
上及び確保

保育所等の児童福祉施設に対して健全な食環境の整備を図るた
め、栄養管理の質の向上、児童・保護者への食に関する指導の大
切さを認識してもらうため、指導助言や研修会を行います。
健康づくりの担い手である市町村の保健師や栄養士の資質向上

のための研修会を開催します。
市町村の保健師や栄養士の配置促進を図ります。

健康増進課

小・中学校での食に
関する指導

児童生徒が望ましい食習慣を身につけることができるように、
学校全体で食に関する指導を計画的、体系的に行うため教科等と
関連させた「食に関する年間指導計画」を作成し、学校における
食に関する指導を充実させます。

体育スポーツ
健康課

家庭と連携した食育

給食だよりや献立表、保護者対象の給食試食会及び料理講習会
などを通じて家庭での食育の推進が図られるよう各学校に働きか
けます。
関係団体と連携し、PTA学校給食教室や学校給食フェア等のイ

ベントを開催し、保護者等への啓発を図ります。

体育スポーツ
健康課

栄養教諭の長期研修
栄養教諭の食についての専門性を生かすため、コーディネータ

としての役割や教科等における食に関する指導法、家庭・地域と
の連携の仕方等の研究を行います。

体育スポーツ
健康課

福岡県学校給食研究
指定委嘱事業

地域や各学校の実態に応じ、教科等における食に関する指導を
中心としながら、栄養教諭・学校栄養職員の参画による指導、食
に関する体験活動、家庭・地域との連携のあり方等について研究
を深め、その成果を周知し、今後の食に関する指導の推進に生か
します。

体育スポーツ
健康課

子どもが作る「ふく
おか弁当の日」の拡
大

子どもが、弁当を作ることを通して、食べ物やそれらを作って
くれる人への感謝の心を養い、自己肯定感を育むなど高い教育的
効果が期待できる「弁当の日」の普及・拡大に取り組みます。

体育スポーツ
健康課

食の安全・
地産地消課

◇ 食育・地産地消県民運動 ◇

○ 食育・地産地消県民運動とは？
行政、保健医療介護、商工業、農林水産業、教育など幅広
い関係者が連携・協力し、「いただきます！福岡のおいしい
幸せ」の県民スローガンのもと、県民ぐるみで食育・地産地
消を推進していこうという取組です。

○ 11月は「食育・地産地消月間」です！
農林水産物が豊富な11月を「食育・地産地消月間」と定
め、県内各地での食育イベントの開催や、学校給食や社員食
堂での地産地消メニューの提供など、さまざまな取組を同時
開催し、県民参加型の運動を展開しています。

＼食育に関する情報が満載／

食育・地産地消ポータルサイト
「いただきます！福岡のおいしい幸せ」
http://f-ouen.com/

検索福岡のおいしい幸せ
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

教育相談

教育相談機関等のネットワークの強化や学校・市町村の相談機
能の向上を支援します。
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、

教育相談の充実や関係機関との連携強化を図ります。
子どもや保護者等の電話による教育相談に24時間体制で対応

します（柱4‐1、柱5‐4、柱6‐3‐1に再掲）。

義務教育課

にんしんSOSふくお
か～思いがけない妊
娠・子育て・思春期
相談～

妊娠や出産、子育て、思春期の心と身体に関する電話相談及び
メール相談を実施し、妊娠、出産、子育て、思春期の心と身体に
関して悩んでいる方の不安や悩みの軽減を図るとともに、正しい
知識の提供に努めます（柱3‐1に掲載、柱4‐1、柱7‐1‐3に再掲）。

健康増進課

思春期相談
精神保健福祉センター及び保健福祉環境事務所が実施している

思春期の心に関する子どもや保護者からの相談の充実に努めます
(柱4‐1に再掲）。

こころの健康
づくり推進室

思春期の相談機関の
連携と知識の普及・
啓発

精神保健福祉センターにおいて、思春期の相談に携わる職員の
相談技術の向上と相互連携を目的とした研修会を実施し、思春期
の心の問題に関する知識の普及と啓発に努めます。

こころの健康
づくり推進室

4 学童期・思春期の心と体の健康づくり
【現状と課題】

〇 学童期・思春期は、大人に向けての準備期間であり、心と身体の変化の著しい時期です。

この時期の保健対策は次世代の心と身体の健康づくりにつながるため、問題解決には十分に

適切な対応をとる必要があります。

〇 近年、性行動の低年齢化や活発化に伴う性感染症や人工妊娠中絶の問題、喫煙・飲酒・薬

物乱用、過剰なダイエット等の問題と併せて、不登校、ひきこもりをはじめとした思春期特

有の心の問題への対応が求められています。

〇 また、薬物乱用問題については、インターネット利用や携帯電話の普及に伴い、誤った情

報の氾濫や薬物密売方法の巧妙化、危険ドラッグや大麻等乱用される薬物の多様化など、青

少年を取り巻く環境は深刻な状況になっています。

〇 学童期・思春期の子どもたちが、適切な生活習慣や性感染症、避妊、薬物等についての正

しい知識を身につけ、自分の心と身体を大切にし、責任をもった行動が取れるよう、地域に

おける保健、医療、福祉、教育などの関係者が連携した、薬物乱用防止教室等の健康教育や、

健康相談の取組が必要です。

【施策の方向】

〇 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、教育相談の充実や関係機

関との連携強化を図ります。

〇 思春期の心と身体に関する相談に対して、メールや電話、面接により支援します。

〇 妊娠・出産、生活習慣などに関する正しい知識の普及・啓発に努めます。

〇 性感染症に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。

〇 薬物乱用防止に対する意識を高める取組を行います。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

妊娠・出産に関する
正しい知識の普及啓
発

市町村等関係機関と連携して、妊娠・出産と、体重、飲酒、喫
煙などの生活習慣や年齢との関係など、妊娠・出産に関する正し
い知識の普及啓発に努めます。（柱1‐1、柱3‐1に掲載）。

健康増進課

健康教育推進事業

県立高等学校に対して専門医（産婦人科・精神科）を派遣し、生
徒、教師及び保護者を対象に専門医による講演会を開催すること
によって、「性」及び「心」に関する知識の普及、啓発を図ります。
また、生徒の性や心の問題を早期に発見し、適切な措置を講じ

るために、専門医による健康相談を実施します。

体育スポーツ
健康課

思春期の健康教育

市町村や小学校、中学校等の教育機関が実施する思春期の子ど
もや保護者を対象とした、性感染症、妊娠・出産、薬物、食習慣、喫煙
などに関する健康教育について、保健福祉環境事務所に配備して
いる思春期ライブラリーを活用するなど、教材の貸し出しや情報
提供を行い、思春期の子どもの心と身体の健康支援に努めます。

健康増進課

性感染症に関する啓
発、相談

〇普及啓発活動
県民に対して性感染症に対する正しい知識の普及を図るため、

保健福祉環境事務所による地域住民への普及啓発を行います。

〇相談・検査事業
保健福祉環境事務所において、性感染症の感染を心配する人が、

安心して相談や検査を受けることができる体制を整備して、感染
の早期発見と二次感染を予防します。

保健衛生課

たばこ知らずの未成
年者育成

学校保健と連携して、喫煙防止教育を早期から行います。併せ
て、保護者や教師、地域の理解と協力のもとに、未成年者に喫煙
させない（防煙）、飲酒をさせない環境づくりを推進します。

健康増進課

薬物乱用防止

〇薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」体験セミナーの開催
児童生徒を対象に、麻薬・覚醒剤等薬物の取締機関等の見学及

び関係職員による現場教育を行うセミナーを開催し、薬物乱用防
止に対する意識を高め、決して薬物に手を出さない強い意識づけ
を図ります。

〇薬物乱用防止教室の講師派遣
学校での薬物乱用防止教室の外部講師を派遣します。保健福祉

環境事務所職員をはじめ民間から養成した薬物乱用防止講習会講
師団の資質の向上に努めます。

薬務課
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すべての子育て家庭への支援

幼児教育・保育サービスの充実

子どもの健全育成

地域における人材育成

地域のネットワークづくり

経済的支援の推進

地域における多様な子育て
支援

施策の柱4 地域における多様な子育て支援
【施策体系】

1 すべての子育て家庭への支援
【現状と課題】
〇 「国勢調査」（平成22年）によると、本県の核家族のうち両親とその子どもから成る世帯
は、およそ56万8千世帯であり、本県の全世帯数（210万7千世帯）のおよそ27％を占め
ています。一方、他の親族との同居世帯は、18万4千世帯であり、全世帯数のおよそ9％を
占めています。
〇 「県民意識調査」（平成25年度）によると、「子どもがかわいくてたまらない」、「子どもを
育てるのは楽しくて幸せなことだと思う」、「自分の子どもは結構順調に育っていると思う」
と考える人は、9割を超えている一方、およそ8割の人が「子育てについて悩みや不安があ
る（あった）」と回答しています。
〇 また、子育ての悩みや不安についての相談相手は、多くの人が配偶者、友人・知人、年上
の親族などをあげる一方、相談相手はいないと回答してる人もわずかですが存在しています。
また、相談に利用した施設等は、保育所・幼稚園・学校等の先生が最も多く、その一方で、
35.7％の人が、特に何も利用しないと回答しています。
〇 少子化や核家族化の進行、地域社会の変化等により、地域がこれまで担ってきた子育て支
援機能が薄れ、身近なところに子育てについて相談できる相手がいないなど、子育てが孤立
化する傾向にあるため、親と子の育ちを社会全体で支えていくことにより、各家庭の中だけ
での孤独な子育てをなくしていくことが必要です。
〇 県民一人一人が家族や子育ての意義について理解を深め、地域社会全体で子育て家庭を応
援する気運を高めていく必要があります。

【施策の方向】
〇 市町村が実施する乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業を支援し、子育ての孤立化を
防ぎ、不安の軽減を図ります。
〇 地域子育て支援拠点やファミリー・サポート・センターの設置促進により、地域で子育て
を応援する体制づくりを進めます。
〇 子育て等に関する様々な悩みや相談に対応するとともに、必要な情報提供に努めます。
〇 「ふくおか・みんなで家族月間」キャンペーンの実施や「子育て応援の店」の登録拡大に
より、子育て家庭を地域社会全体で応援する気運を高めます。
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

乳児家庭全戸訪問事
業

市町村が実施する乳児家庭全戸訪問事業の実施状況を把握し、
対象家庭全てに対し訪問による支援がなされるよう、市町村の取
組を支援することで、子育ての孤立化を防ぎ、母子の健全な養育
環境の確保に努めます。

（乳児家庭全戸訪問事業：すべての乳児のいる家庭を訪問し、
様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うと
ともに、親子の心身の状況把握や助言を行い、支援が必要な家庭
に対しては、適切なサービス提供の検討、関係機関との連絡調整
を行うもの。）

健康増進課

養育支援訪問事業

市町村が実施する養育支援訪問事業の実施状況を把握し、養育
支援が必要と認めた全ての家庭に訪問による支援がなされるよう、
市町村の取組を支援することで、様々な原因で養育支援が必要と
なっている家庭の子育てを支援し、虐待防止に努めます。

（養育支援訪問事業：養育支援が特に必要であると判断した家庭
に対し、保健師・助産師・保育士等がその居宅を訪問し、養育に
関する指導、助言等を行うもの。）

健康増進課

地域子育て支援拠点
地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の

設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、
子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進します。

子育て支援課

ファミリー・サポー
ト・センター

子どもの預かりや保育所への送迎など、地域住民が会員制で助
け合う相互援助活動です。
市町村担当者を集めた情報交換会の開催等を通じて、ファミ

リー・サポート・センターの設置促進に努めます。

子育て支援課

一時預かり
幼稚園の預かり保育

〇一時預かり
認定こども園、幼稚園（原則として市町村による教育・保育施

設としての確認を受けたもの）、保育所等で、家庭において保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児を一時的に預かる取
組を推進します。

〇幼稚園の預かり保育
幼稚園の行う預かり保育（通常の教育課程に係る教育時間の終

了後に引続き園児を預かるもの）に関する取組を推進します。

子育て支援課
私学振興課

子育て短期支援事業

〇ショートステイ事業（短期入所生活援助事業）
児童の保護者が、疾病、出産、事故、冠婚葬祭等の事由で一時

的に家庭における養育が困難になった場合や、母子が夫の暴力に
より緊急一時的に保護を要する場合等に児童福祉施設等で一時的
に養育・保護します。

〇トワイライトステイ事業（夜間養護事業）
児童の保護者の仕事等が恒常的に夜間または休日となる場合、

児童福祉施設等において、児童に対する生活指導や食事の提供等
を行います。

子育て支援課

子育てに関する知識
の普及啓発

子どもの社会性の発達過程や、発達過程に応じた生活の仕方、
遊び方、事故防止などを盛り込んだ冊子を作成し、市町村で実施
する乳幼児健康診査の会場等で保護者に配布することで、子ども
の社会性の発達過程や事故防止等についての知識の普及啓発及び、
発達過程に応じた子育てを支援します。（柱3‐2に掲載）。

健康増進課

家庭教育に関する相
談・情報提供

〇親・おや電話
家庭教育や子育ての不安や悩みに対応する家庭教育電話相談

「親・おや電話」を実施します（柱6‐2‐1に再掲）。
社会教育課

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

教育相談

教育相談機関等のネットワークの強化や学校・市町村の相談機能
の向上を支援します。
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、

教育相談の充実や関係機関との連携強化を図ります。
子どもや保護者等の電話による教育相談に24時間体制で対応し

ます（柱3‐4に掲載、柱5‐4、柱6‐3‐1に再掲）。

義務教育課

児童家庭相談

〇市町村・児童相談所
住民に身近な市町村において、子どもや家庭に関する相談に応じ

ます。児童相談所では、養護相談や非行相談、障害相談など、専門
的な対応が必要な相談に応じます。児童相談所と市町村が適切な役
割分担を図り、学校や警察等の関係機関と緊密な連携を取りながら、
地域における相談体制の強化に努めます（柱7‐1‐1に関連掲載、
以下同じ）。

〇家庭児童相談室
県の福祉事務所に設置する家庭児童相談室において、家庭におけ

る子どもの養育や親子関係等に関する相談に応じ、必要な調査や指
導・援助を行います。

〇児童家庭支援センター
児童福祉施設に付設する児童家庭支援センターにおいて、地域の

子どもの福祉に関する問題について、家庭や地域住民等からの相談
に応じ、必要な指導・助言を行います。

児童家庭課

妊娠から出産、子
育て、思春期に関
する相談

〇にんしんSOSふくおか～思いがけない妊娠・子育て・思春期相談～
妊娠や出産、子育て、思春期の心と身体に関する電話相談及び、

メール相談を実施し、妊娠、出産、子育て、思春期の心と身体に関
して悩んでいる方の不安や悩みの軽減を図るとともに、正しい知識
の提供に努めます（柱3‐1、柱3‐4に掲載、柱7‐1‐3に再掲）。

〇思春期相談
精神保健福祉センター及び保健福祉環境事務所が実施している、

思春期に関する子どもや保護者からの相談の充実に努めます（柱3
‐4に掲載）。

健康増進課
こころの健康
づくり推進室

少年相談
警察署や少年サポートセンターにおいて、警察官や少年補導職員

等による少年相談活動を推進します（柱5‐4に再掲）。
少年課

幼児教育・保育に
関する情報提供

幼児教育・保育サービスに関する様々な情報について、情報収集
や検索が容易にできるよう県のホームページに掲載し、情報提供の
充実に努めます。

子育て支援課

利用者支援事業

子どもやその保護者、妊娠している方が、教育・保育施設や地域
の子育て支援事業等を円滑に利用できるようサポートする事業です。
教育・保育施設等の利用にあたっての情報提供、相談利用支援等

を行うほか、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくりなど
を進めます。

子育て支援課

幼児教育・保育へ
の多様な主体の参
入促進

新規参入事業者に対する相談、助言等の巡回支援を行うこと等に
より、多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置
又は運営を促進します。

子育て支援課

「子育て応援の
店」推進事業

子育て家庭に様々なサービスを提供する「子育て応援の店」を募
集・登録し、ホームページ等で子育て家庭に情報提供します。空き
店舗を活用するなどにより商店街全体としての参加を進めます（柱
5‐2に再掲）。

子育て支援課
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

「ふくおか・みんな
で家族月間」キャン
ペーン

「家族の日」（11月第3日曜日）がある11月を中心に、企業・
店舗・団体等と連携し、「家族・子育て」をテーマとした催し等
を実施することにより、地域社会全体で子育てを応援する気運を
高めます（柱1‐1に掲載）。

子育て支援課

男性の子育て応援
男性が主体的に子育てに関わることができるよう、また、それ

を応援する気運を高めるため、男性が子育てに関わることの大切
さや意義等について啓発します（柱2‐2、柱2‐3に掲載）。

子育て支援課

◇ 「子育て応援の店」推進事業 ◇

○ 「子育て応援の店」って？
子育て家庭に様々なサービスを提供するお店です。

<サービス例>
やさしいサービス‥ミルクのお湯、宅配サービス、託児サービス等
便利な設備 ‥キッズスペース、授乳スペース、使いやすいトイレ等
おトクなサービス‥子どもへのプレゼント、ポイントサービス等

福岡県 子育て応援の店 検索

http://kosodate-mise.pref.fukuoka.lg.jp/kosodate/
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

認定こども園

幼保連携型認定こども園の認可・指導監督を行い、幼保連携型
以外（幼稚園型、保育所型、その他の型）の認定こども園の認定
を行います。
質の高い幼児教育・保育の提供が行われるよう、子ども・子育

て支援新制度に基づく施設型給付による財政支援を行い、就労形
態に関わりなく利用可能で、幼児教育と保育を一体的に提供する
認定こども園の普及を図ります。

子育て支援課

幼稚園

幼稚園の認可、指導監督を行います。
質の高い幼児教育の提供が行われるよう、私学助成又は子ど

も・子育て支援新制度に基づく施設型給付による財政支援を行い
ます。

私学振興課

保育所

保育所の認可、指導監督を行います。
質の高い幼児教育・保育の提供が行われるよう、子ども・子育

て支援新制度に基づく施設型給付による財政支援を行います。
保育需要が増加する市町においては、待機児童解消加速化プラ

ンによる保育所の新築・増築を推進します。

子育て支援課

地域の実態を踏まえ
た幼稚園・保育所等
と小学校との連携強
化

幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図るため、望ましい連
携の在り方や幼稚園の役割などについて情報提供を行うとともに、
幼稚園等・小学校の合同研修の実施などを促進します（柱6‐1‐
2に再掲）。

子育て支援課
私学振興課
義務教育課

延長保育
働く女性の増加や通勤時間の長時間化等に伴う保育需要に対応

するため、延長保育の促進に努めます。
子育て支援課

2 幼児教育・保育サービスの充実
【現状と課題】

〇 乳幼児期は、心情、意欲、態度、基本的生活習慣等、生涯にわたる人格形成の基礎が培わ

れる重要な時期であり、質の高い幼児教育・保育を提供できる環境の充実を図る必要があり

ます。

〇 核家族化の進行や女性の社会進出により、保育ニーズが増大しています。

〇 保護者の就労形態の多様化により、延長保育や休日保育などのニーズに応じた多様な保育

サービスの充実や、認定こども園の設置など、質の高い幼児教育・保育の提供体制の確保、

地域の子育て支援の充実が必要です。

〇 質の高い幼児教育・保育サービスの提供と量の拡大のため、県は、実施主体である市町村

を支援するとともに、幼児教育・保育従事者の確保や研修を行う必要があります。

【施策の方向】

〇 幼児教育や保育サービスの量の拡大と質の向上を図ります。

〇 多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、病児保育、休日・夜間保育の推進を図ります。

〇 認定こども園に関する取組を推進します。

〇 保育士等の確保に努めるとともに、幼児教育・保育従事者に対し、必要な研修を実施します。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

病児保育
子どもが病気の際に家庭での保育が困難な場合に、病院等に併設

された施設等で児童を一時的に保育する病児保育事業の促進に努め
ます。

子育て支援課

休日保育・夜間保
育

保護者の就労形態の多様化に伴う休日、夜間の保育需要に対応す
るため、市町村が実施する休日保育や夜間保育を支援します。

子育て支援課

保育所障害児受入
促進事業

既存の保育所または保育所分園において、集団保育の可能な障害
児を受け入れるために必要な改修等に対し補助を行います。

子育て支援課

届出保育施設

知事等の認可を受けていない保育を目的とする施設における入所
児童の安全確保を図るため、定期的に施設の立入調査を行い、改善
が必要な施設の指導等を行います。
市町村が行う届出保育施設に勤務する保育従事者等の健康診断へ

の助成を支援することにより、感染症の予防など利用児童の安全・
衛生確保に努めます。
また、指導監督基準の要件を満たしている施設は、基準適合届出

保育施設として認定します。

子育て支援課

保育士確保対策の
強化

増大する保育需要に対応する保育士確保を図るため、「福岡県保
育士就職支援センター」にコーディネーターを配置し、結婚や子育
て等で保育現場を離れている保育士有資格者を対象とした保育所へ
の就職支援等を行います。
また、保育士資格取得から保育所等への就職までの支援を行います。
さらに、保育士の離職防止を目的とした新任保育士研修や相談対

応などを実施します。

子育て支援課

幼児教育・保育従
事者に対する研修

〇認定こども園職員に対する研修
幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいた研修を行います。

〇幼稚園教員に対する研修
公立幼稚園教員に対して幼稚園教育要領に基づいた研修を行うほ

か、私立幼稚園教員に対して研修を支援します。

〇保育所職員に対する研修
初任者から所長に至るまでの階層別研修や、乳児保育、障害児保

育等の専門研修を行います。また、同和問題をはじめとする人権問
題啓発のための研修を実施し、人権を大切にする心を育てる保育の
推進に努めます。

〇届出保育施設等職員に対する研修
施安全管理・事故防止、児童虐待防止等に関する研修を実施し、

専門的知識及び指導技術の向上を図ります。

子育て支援課
私学振興課
義務教育課

苦情解決体制

保育所に対し、苦情解決の責任者や担当者を設置し、利用者から
の苦情解決に努めるとともに、第三者委員を設置して苦情解決の客
観性の確保に努めるよう助言・指導します。
保育所内での解決が困難な問題については、福岡県社会福祉協議

会に設置された運営適正委員会において対処します。

子育て支援課

第三者評価事業の
推進

保育所のサービス内容を第三者機関が客観的に評価する制度を推
進し、利用者が保育所を選ぶ際の判断に役立てるとともに、保育所
が評価されることによるサービスの質の向上に努めます。

子育て支援課
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

放課後児童クラブ

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生の児童を放課後
や夏休み等の長期休暇に、専用施設や小学校の余裕教室等で預か
り、放課後児童支援員を配して、適切な遊びや生活の場を提供す
るものです。
市町村と連携し、地域のニーズに応じた施設の整備を進めると

ともに、障害児の受入の促進等、地域の実情に応じた運営の充実
に向けて支援します。
また、全ての児童を対象としたアンビシャス広場との連携を図

ります。

子育て支援課

放課後児童支援員の
認定・養成

子ども・子育て支援新制度により、放課後児童クラブの職員の
資格として新たに制度化された放課後児童支援員を認定・養成す
るための研修を行います。

子育て支援課

アンビシャス広場

放課後等に子どもたちが気軽に立ち寄り、友だちと自由に遊ん
だり、多彩な体験活動をするなど、自由な発想で思い思いに過ご
すことができる子どもの居場所を提供するものです。
市町村と協力して、地域の実情に応じた放課後等の子どもの居

場所づくりを進めます。

青少年アンビ
シャス運動
推進室

児童館・児童セン
ター

地域における児童の健全育成の拠点（居場所）として、地域の
ニーズを勘案しながら未設置市町村における整備を進め、老朽化
した既存施設の増改築や大規模修繕等についても、その必要性や
緊急性を勘案しながら計画的に推進します（柱6-2-2に再掲）。

子育て支援課

3 子どもの健全育成
【現状と課題】

〇 女性の就労拡大等に伴い、放課後児童クラブ数、利用児童数は、近年増加しています。

〇 増大する保育所入所児童が小学校就学後、放課後等に安全で安心して過ごせる生活の場を

確保するため、地域のニーズに応じた放課後児童クラブの整備や運営の支援が必要です。

〇 また、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことが

できる子どもの居場所づくりも必要です。

【施策の方向】

〇 地域のニーズに応じた放課後児童クラブの整備や運営を支援するとともに、放課後児童支

援員の認定・養成を行います。

〇 地域の実情に応じた放課後等の子どもの居場所づくりを支援します。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

ふくおか子育てマイ
スターの養成

豊かな経験や知識を持ち、子育て支援に意欲がある高齢者を「ふ
くおか子育てマイスター」に認定し、地域の様々な子育て支援分
野での活躍を促進します。
子育て支援に必要な最新の知識や技術を習得するための「ふく

おか子育てマイスター認定研修」、より専門的な知識を取得する
「フォローアップ研修」を行います。

子育て支援課

子育て支援員の養成
幅広い子育て支援分野において、経験豊かな地域の人材が幅広

く活躍できるよう、必要な知識・技術を習得するための子育て支
援員認定研修を行います。

子育て支援課

◇ ふくおか子育てマイスター ◇

○ ふくおか子育てマイスター制度とは
高齢者の皆さんが持つ豊かな知識や経験を活かして「子育て支
援の分野」で活躍いただくための福岡県独自の制度です。

○ ふくおか子育てマイスターになるには
県が実施するふくおか子育てマイスター認定研修を受講してい
ただきます。
研修の受講を終了（全課程を受講）された方に、認定証を交付します。
研修は、全課程30時間で、7日間実施します。
満60歳以上（当該年度中に満60歳となる方も含む）の方で子育て支援に熱意を持って
取り組みたい方であれば、どなたでも受講いただけます（受講料無料）。

○ ふくおか子育てマイスター認定研修を受講した後は
保育所や幼稚園での手伝い、親子ひろばの開催、イベント・研修会・健診時の託児等地
域の様々な子育て支援分野で活躍されています。

認定研修、マイスター活用等の問合せ先
福岡県70歳現役応援センター内「ふくおか子育てマイスター」コーナー
（福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル5F）
電話番号 092-481-1312

ふくおか子育てマイスター 検索

http://fscr.or.jp/meister/

イベントの託児コーナー
で活躍するふくおか子育
てマイスター

4 地域における人材育成
【現状と課題】
〇 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育を行う者や地域子ども・子育て支援事業に従
事する者の確保と質の向上は、県の役割の一つとされています。
〇 新制度の下での子育て支援充実のため、人材の確保が必要であり、高齢者や育児経験豊か
な主婦その他地域の人材の養成と効果的な活用が重要です。

【施策の方向】
〇 ふくおか子育てマイスター制度を推進します。
〇 子ども・子育て支援員の養成を行います。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

家庭教育・子育て支
援に関するフォーラ
ムの開催

家庭教育・子育て支援者や団体を対象に、関係者等の学習交流
の場と機会を提供し、関係者同士のネットワークを広げ、その活
性化を図ります。

社会教育課

Webサイトによる
家庭教育・子育て支
援に関する情報提供

パソコンを活用した家庭教育・子育て情報の収集・提供・相談
及び関係者のネットワークの構築により、きめ細かな家庭教育支
援を行います（柱6-2-1に再掲）。

社会教育課

◇ ふくおか子育てパーク ◇

「いつでもどこでも気軽に」子育てについて学習したり、相談したり、身近な情報を入
手することができるように、ウェブサイト「ふくおか子育てパーク」を開設しています。

「ふくおか子育てパーク」の特徴

○ 外出しにくい親への子育てに関する学習機会の提供の
場として「子育てWEB講座」

○ 利用者・執筆者同士で相互交流ができるようにブログ
機能を付加した「子育てコラム」

○ その他「講座・イベント情報」、「子育て川柳」、「食の
オススメ掲示板」など豊富なコンテンツ

子育てに関する情報はコチラから！

ふくおか子育てパーク 検索 http://www.kosodate.pref.fukuoka.jp/

5 地域のネットワークづくり
【現状と課題】

〇 近年の少子・高齢化や都市化、核家族化の進行により、地域の教育力の低下が指摘されて

います。育児不安、しつけへの自信喪失など、家庭の教育力の低下も懸念されています。

〇 子育てに関する悩みや不安を持つ親を支援するため、子育て支援関係者の連携やネット

ワークの構築、子育てグループや子育てに関するイベントなどの情報を提供できる環境づく

りが必要です。

【施策の方向】

〇 子育て支援関係者が交流・学習できる場を提供します。

〇 ウェブサイトの活用により、子育てに関する情報提供や子育て支援関係者のネットワーク

構築を行います。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

不妊に悩む方への特
定治療支援事業

医療保険適用外の高額な治療費がかかる配偶者間の不妊治療に
要する費用の一部を助成し、不妊治療の経済的負担の軽減を図り
ます（柱3‐1に掲載）。

健康増進課

児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を

担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前の児童に支
給されます。

児童家庭課

児童扶養手当
母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳

に達する日以後の年度末までの児童を養育している方に支給しま
す（柱7‐3‐3に再掲）。

児童家庭課

子どもの医療費に対
する助成

子どもの医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見
と治療を促進し、保健の向上と福祉の増進、子育て家庭への支援
の充実を図ります（柱3‐2に掲載）。

児童家庭課

ひとり親家庭等医療
費支給制度

母子家庭の母子、父子家庭の父子、父母のいない子どもを対象
に医療費の助成を行い、ひとり親家庭の健康の増進、生活の支援
を図ります（柱7‐3‐3に再掲）。

児童家庭課

6 経済的支援の推進
【現状と課題】

〇 不妊治療助成事業の本県の助成件数は、平成25年度は5,107件で、平成19年度の2,907

件と比較して1.8倍に増えており、不妊治療の経済的な負担軽減への支援が求められていま

す。

〇 「県民意識調査」によると、少子化対策に必要な施策として県に求めるものは、「子育て

をしている家庭への経済的な支援の充実」（27.9％）が最も多く、子どもを健やかに生み育

てるために期待する施策としては、「子育てのための経済的支援の拡充」（40.6％）が最も多

い回答となっています。

〇 また、同調査では、子育ての悩みや不安の内容についても、「子どもの教育費や稽古ごと

などにお金がかかる」（34.2％）が最も多い回答となっています。

〇 我が国の高校進学率が9割を超えている中で、保護者の経済的理由により高校進学をあき

らめたり、中退したりせざるを得ない生徒に対し経済的支援を行うことは、教育の機会均等

を確保する上でも重要な課題です。

【施策の方向】

〇 不妊治療費の経済的負担の軽減を図ります。

〇 児童手当を支給します。

〇 子どもの医療費の一部を助成するとともに、ひとり親家庭の医療費についても助成を行い

ます。

〇 学ぶ意欲がある生徒が経済的理由で修学を断念することがないよう、高等学校等就学支援

金の支給、高校生等奨学給付金の支給、高等学校奨学金の貸与により、教育費負担の軽減を

図ります。

〇 多子世帯やひとり親家庭の県営住宅入居決定の際に、優遇措置を設けます。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

高等学校等就学支援
金

高等学校等に通う一定の収入額未満（市町村民税所得割額が30
万4,200円未満）の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、
高等学校等就学支援金を支給します（柱6‐1‐4に再掲）。
私立高等学校等に通う低所得世帯等の生徒に対しては、世帯の

収入に応じて、就学支援金を加算して支給します（柱6‐1‐4に
再掲）。
※平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学している

生徒に対しては、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支
援金制度（旧制度）を適用します。

財務課
私学振興課

高校生等奨学給付金
授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年4月1日以

降に入学した者のうち低所得世帯に対し、高校生等奨学給付金を
支給します（柱6‐1‐4に再掲）。

財務課
私学振興課

高等学校奨学金事業
経済的理由により修学が困難な生徒への奨学金等の貸与を行い

ます（柱6‐1‐4に再掲）。
高校教育課

多子世帯、ひとり親
家庭の県営住宅の入
居決定に際しての優
遇措置

県営住宅の入居決定の際、抽選方式では、ひとり親世帯や多子
世帯に対し抽選番号を2つ割当て（連番）、倍率の優遇を図るほ
か、新婚・子育て世帯に対しては優先枠を設定します。
住宅の困窮度を点数化し、点数が高い世帯から優先的に入居者

を決定する方式（ポイント方式）では、ひとり親世帯、多子世帯
に対しても点数を付与し、優先的な入居を図ります（柱5‐1、柱
7‐3‐1に再掲）。

県営住宅課

幼児教育・保育利用
に要する保護者の実
費負担への補助

特定教育・保育施設等に対し、保護者が支払う実費について、
低所得者を対象にその費用の一部を補助します。

子育て支援課
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子育てしやすい住環境づくり

安心して外出できる環境づくり

子どもを犯罪の被害等から守る環境づくり

被害にあった子どもの保護の推進

子どもの安全と安心の生活
環境の整備

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

多子世帯、ひとり親
家庭の県営住宅の入
居決定に際しての優
遇措置

県営住宅の入居決定の際、抽選方式では、ひとり親世帯や多子
世帯に対し抽選番号を2つ割当て（連番）、倍率の優遇を図るほ
か、新婚・子育て世帯に対しては優先枠を設定します。
住宅の困窮度を点数化し、点数が高い世帯から優先的に入居者

を決定する方式（ポイント方式）では、ひとり親世帯、多子世帯
に対しても点数を付与し、優先的な入居を図ります（柱4‐6に掲
載、柱7‐3‐1に再掲）。

県営住宅課

良質な民間住宅の供
給促進

子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の居住の安定を
図るため、優良な賃貸住宅の供給の促進に努めるとともに周知を
図ります。

住宅計画課

施策の柱5 子どもの安全と安心の生活環境の整備
【施策体系】

1 子育てしやすい住環境づくり
【現状と課題】
〇 本県の住宅数は、「住宅・土地統計調査」（平成25年）によると、世帯数218万世帯に対し
249万戸と世帯数を14％上回っていますが、広い戸建て住宅に高齢者の単身・夫婦世帯が
住み、若い子育て期の世帯が狭い賃貸住宅に居住するなど、世帯人数やライフスタイルに応
じた住宅ニーズと住宅が十分にかみ合っていない状況が続いています。住み替えや改善の意
向がある場合でも、資金の不足、物件の不足や情報の不足で困っている状況があります。
〇 また、核家族化、地域のつながりの希薄化等により、地域において子育てや家族を支える
力が弱くなっており、子育てに関する世代間による支援が必要な状況があります。
〇 賃貸住宅市場において住宅弱者とされる子育て世帯への公的賃貸住宅を中心とした住宅
セーフティネットの充実、持家と比較して狭小とされる賃貸住宅の質の向上、子育てしやす
い賃貸住宅の供給促進、子育て世帯が適切な住宅に関する情報を入手できる環境整備、乳幼
児や妊産婦に配慮した良好な居住環境の確保が求められています。

【施策の方向】
〇 多子世帯やひとり親家庭の県営住宅入居決定の際に、優遇措置を設けます。
〇 「福岡県住生活基本計画」に基づき、子育て世帯等への優良な住宅の整備、バリアフリー
化の促進、住情報の提供、住宅相談などを行います。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

住情報の提供、バリ
アフリー化の促進

住宅相談、住宅研修会等の実施による三世代の居住に適した住
宅支援制度などの住宅に関する情報提供のほか、「段差の解消」「広
い廊下」「手すりの設置」等のバリアフリー化により乳幼児や妊産
婦に配慮した住宅の普及促進に努めます。

住宅計画課

室内ホルムアルデヒ
ド濃度簡易計測器の
貸出

（一財）福岡県建築住宅センターにおいて、シックハウス症候
群の原因となる化学物質の測定器の貸し出し（有料）を実施して
おり、その情報提供に努めます。

住宅計画課
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

歩行空間のバリアフ
リー化

鉄道駅、バスターミナル等の主要な旅客施設と公共施設及び福
祉施設等を結ぶ道路について、歩道の拡幅・段差解消、勾配改善、
視覚障害者用誘導用ブロックの設置等を行います。

道路維持課

通学路の歩道整備
小学校等に通う児童が利用する通学路において、歩道整備等の

交通安全対策を行います。
道路維持課

信号機の設置と改良

歩行者の安全な道路横断を確保するため、信号機が設置がされ
ていない横断歩道では押ボタン式信号機、あるいは、照明灯付横
断歩道標識の設置を推進するとともに、既設信号機については、
歩行者感応式信号機や高齢者等感応式信号機等のバリアフリー対
応型信号機への改良等を行います。

交通規制課

防犯環境設計の普及
道路、公園、駐車（輪）場、公衆便所や共同住宅における犯罪

をなくすため、防犯環境を改善するための具体的手法を示した「防
犯環境指針」の普及を図ります(柱5‐3に再掲）。

生活安全課

2 安心して外出できる環境づくり
【現状と課題】
〇 妊産婦、乳幼児連れの方が外出する場合、歩道の段差や建物の出入口、階段、駐車場の状
況等によって移動が不便であったり、施設が使えなかったりして困ることがあります。この
ような障壁（バリア）を取り除いて誰もが安心して外出し、施設を利用したり、社会活動に
参加したり、自然とふれあったりできるよう、道路、公共交通機関、建築物、公園等のバリ
アフリー化の推進が必要です。
〇 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律」（バリアフリー新法）や「福岡県福祉
のまちづくり条例」に基づき、環境整備を図っていくとともに、施設のバリアフリー整備状
況の情報提供や、妊産婦などに配慮したまちづくりについて理解を深めるための啓発活動に
取り組むことにより、ソフト・ハードの両面から一体的なバリアフリー化を進めていく必要
があります。
〇 安全に利用できるという観点だけでなく、子育て家庭が多くの人と交流することができる
環境の整備に努めることも必要です。
〇 段階的かつ体系的に参加・体験・実践型の交通安全教育を行うことが効果的です。また、
地域の実情に即した交通安全教育を推進するため、交通安全教育にあたる指導者の育成を図
るとともに、地域における交通事故を様々な角度から総合的・科学的に調査・分析し、事故
の発生要因に応じた効果的な事故防止対策を策定することが必要です。
〇 子どもを交通事故から守るため、自転車の安全利用の推進やチャイルドシートの正しい使
用の徹底を図るための取組を進めることも必要です。

【施策の方向】
〇 主要な旅客施設と公共施設等を結ぶ道路のバリアフリー化、建築物のバリアフリー化を進
めます。
〇 県営公園のバリアフリー化、河川の水辺にアプローチしやすい環境整備、商店街等が行う
空き店舗を活用した子育て支援施設整備の支援等により多くの人と交流できる環境の創出に
努めます。
〇 交通安全対策として、通学路の歩道整備、バリアフリー対応型信号機への改良等を進めます。
〇 交通安全教育にあたる指導者の育成を図るとともに、様々な交通安全教育を実施します。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

福祉のまちづくり

「福岡県福祉のまちづくり条例」において、建物等について誰
もが安全で快適に利用できるよう整備の基準を定め、施設のバリ
アフリー化を推進します。
福祉のまちづくりに関する普及・啓発に努め、県民の意識の向

上を図ります。
「ふくおか・まごころ駐車場」制度により、妊産婦や障害者、

高齢者など、車の乗り降りや移動に配慮が必要な方が、公共施設
や商業施設等の障害者等用駐車場を安全・安心に利用できるよう
支援します（柱7‐4‐1に再掲）。

障害福祉課

不特定かつ多数が利
用する建築物のバリ
アフリー化

「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づき、必要な情報の提供
や技術的な助言を行うことで、不特定かつ多数の者が利用する建
築物のバリアフリー化に努めます。

建築指導課

県営公園のバリアフ
リー化

新たに整備を進めている県営公園については、「福岡県福祉の
まちづくり条例」に基づき整備を進めています。
また、既存の県営公園についても、条例に基づきバリアフリー

化を進めており、今後も施設の改修にあわせて適切に行います。

公園街路課

多くの人がふれあえ
る水辺環境の創出

河川が有する自然環境や魅力ある景観を活かし、水辺にアプ
ローチしやすい緩傾斜護岸や遊歩道を整備するなど、親水性の確
保を行うことにより、安心して河川を訪れ、自然とふれあえる水
辺環境を創出します。

河川課

商店街の空き店舗を
活用した子育て支援
施設等の整備

商店街や商工会議所、商工会等が商店街の空き店舗を活用し、
子育て支援施設等のコミュニティ施設の整備を行う際、改装費等
を助成します。

中小企業
振興課

「子育て応援の店」
推進事業

子育て家庭に様々なサービスを提供する「子育て応援の店」を
募集・登録し、ホームページ等で子育て家庭に情報提供します。
空き店舗を活用するなどにより商店街全体としての参加を進めま
す（柱4‐1に掲載）。

子育て支援課

交通安全教育指導者
の拡充

地域ぐるみの交通安全活動を推進するため、県、関係機関・団
体、地域社会が互いに連携して地域における交通安全教育指導者
の育成に努め、地域における交通安全教育の普及促進を図ります。

交通企画課

段階的かつ体系的な
交通安全教育

交通安全意識を向上させ、交通モラル・マナーを身につけさせ
るため、幼児や児童、中学生・高校生等に対して心身の発達段階
やライフステージに応じた交通安全教育を推進します。
幼児・児童の保護者に対しては、チャイルドシートや自転車の

乗車用ヘルメットの着用効果及び正しい着用方法についての普及
啓発活動を推進し、着用を促進します。

交通企画課

交通安全教室

学校における交通安全教室の開催を促進するとともに、二輪車
通学を許可している県立高等学校を対象として、二輪車の安全な
乗り方や点検整備等の実技講習を関係機関と連携して行うことに
より、生徒の交通安全意識の高揚や安全運転技能の向上を図りま
す。

体育スポーツ
健康課
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

防犯環境設計の普
及

道路、公園、駐車（輪）場、公衆便所や共同住宅における犯罪をなく
すため、防犯環境を改善するための具体的手法を示した「防犯環境指針」
の普及を図ります（柱5‐2に掲載）。

生活安全課

防犯ボランティア
との連携、活動に
対する支援

○防犯ボランティア団体に対する支援
防犯ボランティア団体に対して、犯罪情報の提供や合同パトロールの

実施等について活動支援を行うとともに、青色防犯パトロールを行う自
動車に対するガソリンの値引き、物品助成制度等の施策に関する情報提
供を行うことにより、防犯パトロール活動を活性化します。

○企業による防犯ボランティア普及促進事業
企業、事業所の防犯パトロールをはじめとした地域安全活動への参画

やこども110番の店活動を推進するための助言、指導を行い、地域の
安全を守る活動を拡大します。

○学生によるボランティア活動の促進
大学、自治会、事業者等と連携し、学生による防犯ボランティアの結

成方法や活動のノウハウ等に関する説明会の開催等、学生の参加促進の
ための各種支援活動を実施することにより、学生ボランティア活動の活
性化を推進します。

生活安全
総務課

○新たに活動を開始する地域防犯活動団体に、必要となる資器材費を助
成します。

○安全・安心まちづくりアドバイザーの派遣
推進協議会や地域防犯活動団体へ安全・安心まちづくりアドバイザー

を派遣し、団体の育成や活動の活性化を図ります。

○「あんあんネットふくおか」の運営
地域防犯活動団体の交流の場、情報発信の場として、インターネット

上の交流広場を設置・運営します。

○防犯リーダーの養成
地域において自主的に防犯活動を実施する自主防犯組織の中心となる

防犯リーダーの養成を図ります。

○地域住民、行政、関係機関・団体等が連携し地域に根ざした安全・安
心まちづくり県民運動を継続的かつ効果的に取り組むため、その推進体
制「地域安全・安心まちづくり推進協議会」の設置促進、活動の活性化
を図ります。

生活安全課

3 子どもを犯罪の被害等から守る環境づくり
【現状と課題】
〇 本県の刑法犯認知件数は、平成14年の約16万8千件をピークに減少に転じ、平成26年は、
約6万3千件となっています。
〇 一方、性犯罪（強姦、強制わいせつ）の認知件数は、依然として高い水準で推移しており、平
成26年の認知件数は499件で、そのうち48.7％が10歳代、5.6％が10歳未満の被害です。
〇 犯罪からの被害を防ぐためには、県民が「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識
を持つとともに、住民・自治体・関係機関団体が協働して、犯罪が起きにくいまちづくりを
行うことが大切です。

【施策の方向】
〇 道路、公園等における防犯環境設計の普及を促進します。
〇 防犯ボランティア等との連携を強化し、その活動を支援します。
〇 防犯のための情報提供、広報啓発を推進します。

【具体的な施策・事業】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

ふっけい安心メール
等による地域安全情
報の提供

県民の犯罪被害防止及び地域における自主防犯活動を推進する
ことを目的に、地域安全情報を配信します。

生活安全
総務課

子どもの安全を守る
ための広報啓発の推
進

県民を対象とした啓発イベントを開催し、社会全体で子どもの
安全を守る機運の醸成を図ります。
子どもを対象に地域安全マップづくりなどの参加・体験型防犯

教室を行い、防犯知識の向上を図り、自主防犯行動につながる防
犯教育を推進します。
身近な犯罪に関する防犯対策情報を県警ホームページで配信し

ます。

生活安全
総務課

「女性と子どもの安
全をみまもる企業運
動」の推進、女性・
子どもに関する防犯
意識の向上

性犯罪防止の県民運動に参画する企業を募集し、県及び県警が
企業活動の支援を行うことにより、企業の性犯罪抑止活動を促進
し、社会全体の性犯罪撲滅の気運の醸成を図ります。
併せて、各種イベントの開催やホームページ等を活用し、女性・

子どもに関する防犯意識の向上を図ります。

生活安全課

◇ あんあんネットふくおか ◇

○「あんあんネットふくおか」とは？ http://www.anzen-fukuoka.jp/an2net/
地域防犯活動団体がインターネット上で交流するための広場で、「福岡県の安全・安心
まちづくり」ホームページ上にあります。防犯活動をしていない方でも閲覧は可能で、メー
ルによる情報提供機能も備えています。

■地域防犯活動団体紹介
県内の地域防犯活動団体の情報を紹介
しています。また、各団体は、イベント
情報や活動状況等を発信できます。

□あんあんメール
県、県警察、市町村からの地域活動支
援情報や、地域防犯活動団体からのお知
らせ、安全・安心まちづくりに関するイ
ベント情報等をメール配信します。

■団体交流広場
インターネット上で意見交換のできる電子掲
示板です。団体のメンバーは、日頃の活動の悩
みや課題、それに対する助言などを掲示板に書
き込むことができます。閲覧は誰でも可能です。

□ふっけい安心メール
（福岡県警察メール配信システム）
県警察（警察本部・警察署）が、事件・不審
者情報などの地域の安全に関する情報をメール
配信します。

※「あんあんメール」と「ふっけい安心メール」の配信の仕組みと、メール配信登録画面は共通です。

□グループメール
地域防犯活動団体のメンバーが、同じ団体のメンバーだけに一斉にメールを配信するこ
とができます。団体内の連絡に活用できます。

二次元バーコードでアクセスできない方は、下記の
URLを入力してアクセスしてください。
http://www.anzen-fukuoka.jp/qr/user/index.html
パソコンの方はこちらから
http://www.anzen-fukuoka.jp/an2net/user.php

（あんあんメール・ふっけい安心メール）

配信登録は
こちらから！

福岡県警察マスコット
「ふっけい君」
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

少年相談
警察署や少年サポートセンターにおいて、警察官や少年補導職

員等による少年相談活動を推進します（柱3‐1に掲載）。
少年課

被害少年に対する立
ち直り支援

被害少年の早期救出・保護を図るとともに、精神的なダメージ
を軽減するための指導、助言、カウンセリング等を行います。

少年課

福岡犯罪被害者総合
サポートセンター

犯罪等（犯罪、虐待、いじめ等）による被害を受けた被害者等
に対する、精神的ダメージの軽減、被害回復、立ち直り等を支援
するため、電話相談、支援機関等の紹介、面接・カウンセリング、
支援員による付き添い支援等を実施します（柱7‐1‐3に再掲）。

生活安全課

犯罪被害者等に対す
る支援の充実・強化

被害者が、必要な支援を受けられるよう、支援等に携わる各種
団体職員の対応能力の向上と二次的被害の防止などを図るため、
支援者向け手引きのHP掲載や担当職員向け研修を実施します。

生活安全課

性暴力被害者支援セ
ンター・ふくおか

性暴力被害者が安心して相談でき、医療面のケアを含め必要な
支援を迅速に受けることができるよう、「性暴力被害者支援セン
ター・ふくおか」において被害者の早期回復に向けた支援を実施
します。

生活安全課

教育相談

教育相談機関等のネットワークの強化や学校・市町村の相談機
能の向上を支援します。
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、

教育相談の充実や関係機関との連携強化を図ります。
子どもや保護者等の電話による教育相談に24時間体制で対応

します（柱3‐4、柱4‐1に掲載、柱6‐3‐1に再掲）。

義務教育課

4 被害にあった子どもの保護の推進
【現状と課題】

〇 凶悪事件や性犯罪、いじめなどの被害を受けた子どもは、心身ともに深く傷つき、自殺や

PTSD（心的外傷後ストレス障害）の発症など深刻な事態を招くことが少なくありません。

〇 行政・学校・警察などにおける相談体制の充実やカウンセリングの実施などによる、心の

ケアを始めとした支援体制を充実させるとともに、必要に応じて医療機関や児童相談所など

の関係機関との連携を深めることにより、被害を受けた子どもに対する総合的な支援を講じ

る必要があります。

【施策の方向】

〇 行政・学校・警察などにおいて、相談体制を整備し、カウンセリング、付添いなどを行う

とともに、支援者の養成を行います。

【具体的な施策・事業】
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子どもの生きる力の育成

家庭や地域の教育力の向上

子どもを取り巻くいじめ問題等への対応

子どもの健やかな成長のた
めの教育環境の整備

施策の柱6 子どもの健やかな成長のための教育環境の整備
【施策体系】

1 子どもの生きる力の育成
【現状と課題】

〇 新しい時代をたくましく拓き、創造性豊かでチャレンジ精神を持つ子どもたちを育成する

ためには、確かな学力を身につけさせ、一人一人の個性や能力を伸ばし、豊かな人間性を育

む学校教育の充実が重要な課題となっています。

〇 国の「全国学力・学習状況調査」（平成26年度）では、本県公立小・中学校の児童生徒の

平均正答率は、全ての教科区分で全国平均を下回っています。

〇 国際化、情報化、科学技術の発展、環境の問題など変化の激しい社会において、これから

の社会を支える意志と実践力を持った子どもを育てる必要があります。

〇 子どもたちが発達段階に応じた勤労観・職業観を持ち、目的意識を持って主体的に進路を

選択できるよう、学校教育において、学ぶことや働くことの意義を理解し、生きることの尊

さを実感させるキャリア教育を充実させることが重要です。

〇 本県の子どもの体力は、向上傾向にあるものの、国の「全国体力・運動能力、運動習慣等

調査」（平成26年度）では、本県の小・中学校の男女とも体力合計点が全国平均値を下回っ

ています。

〇 運動部活動における子どもたちの多様なニーズに適切に対応するため、専門的な技術指導

力を有する指導者の確保が課題となっています。

〇 我が国の高校進学率が9割を超えている中で、保護者の経済的理由により高校進学をあき

らめたり、中退したりせざるを得ない生徒に対し経済的支援を行うことは、教育の機会均等

を確保する上でも重要な課題です。

〇 優秀な教員の確保のため、採用試験においては、実践的指導力や専門的能力を見極めると

ともに、教育に対する情熱や使命感、コミュニケーション能力などを的確に評価し選考する

必要があります。

〇 現在、県立学校の施設については、計画的に耐震化に取り組んでいます。また、老朽対策

については、昭和50年代半ば以前に建てられた県立学校施設が4割を超えている状況であ

り、耐震化完了後、計画的に行っていく必要があります。

〇 学校が保護者や地域住民の信頼にこたえ、家庭や地域が連携協力して教育活動を展開して

いくためには、学校を開かれたものとし、学校の経営責任を明らかにすることが必要です。
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

ふくおか学力アップ
推進事業

児童生徒の学力・学習状況を調査分析し、有効な施策を提供す
ることで、市町村教育委員会の学力向上に向けた主体的な取組を
支援します。

義務教育課

先進的英語教育開
発・実践事業

海外だけでなく国内においても英語を駆使する必要性が増して
いる現状を踏まえ、高度な英語力を備えた人材を育成するための
新しいカリキュラムの研究開発及び実践を行います。

高校教育課

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

通学合宿

小学１年生から6年生までの子どもたちを対象に、地域の公民
館等を使って4泊5日以上で下校から登校までの日常生活体験を
実施し、自ら考えて生活（行動）したり、仲間と協力して生活（作
業）することの大切さを理解させ、日常的な生活技術を習得させ
ます。

社会教育課

地域の実態を踏まえ
た幼稚園・保育所等
と小学校との連携強
化

幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図るため、望ましい連
携の在り方や幼稚園の役割などについて情報提供を行うとともに、
幼稚園等・小学校の合同研修の実施などを促進します（柱4‐2に
掲載）。

子育て支援課
私学振興課
義務教育課

未来を切り拓く人材
育成事業

将来に対する夢や志の実現に向けた目的意識と知識・技能を身
につけさせる学校独自の特色ある活動を支援し、児童生徒一人一
人の能力を効果的に高めます。

高校教育課

【施策の方向】

〇 学力調査等により課題を明確にし、市町村教育委員会へ学力向上に有効な施策を提供しま

す。

〇 小・中学校の児童生徒の基礎基本を含む活用力の向上を図ります。

〇 子どもたちの自立性や協調性、社会性、命を大切にする心などを育む体験活動を推進します。

〇 家庭や地域における子どもの読書活動や学校全体での日常的な読書活動を推進します。

〇 望ましい勤労観や職業観、職業に対する知識や技能を身につけ、目的意識を持って主体的に

進路選択ができるよう、職場体験など体験的な学習を重視し、キャリア教育の充実を図ります。

〇 児童生徒のスポーツへの動機づけ、習慣化を図り、指導者の資質向上等に努めます。

〇 学ぶ意欲がある生徒が経済的理由で修学を断念することがないよう、高等学校等就学支援

金の支給、高校生等奨学給付金の支給、高等学校奨学金の貸与により、教育費負担の軽減を

図ります。

〇 教員として備えるべき資質・能力を有した人材確保のため、採用試験の工夫改善や、大学

等と連携した教員養成の充実に努めます。

〇 学校施設の改築や補強による耐震化を早期に完了させ、計画的に老朽対策を実施します。

〇 各学校における学校評価システムを充実させます。

【具体的な施策・事業】

（1）確かな学力をはぐくみ、個性や能力を伸ばす学校教育の充実

（2）豊かな人間性や志をもってたくましく生きる力をつちかう教育の推進
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

世界に挑む人材育成
事業

海外の高校への留学経費の支援を行い海外留学を促進するなど、
世界に挑む志を持ち、国際社会の発展に寄与する意欲や態度を養
うための取組を実施し、将来、世界を舞台に活躍し、国際社会の
持続的発展を支える優れた人材を育成します。

高校教育課

国際的視野を持つ青
少年の育成

〇青年の翼
国際的視野を持つ、地域における青年リーダーを育成するため、

県内青年を躍動するアジア諸国に派遣します。

〇青少年アンビシャスの翼
大自然の中で外国の青少年と寝食を共にし、互いに切磋琢磨す

るサマーキャンプ（アメリカ）に、県内の中学・高校生を派遣します。

〇世界に打って出る若者育成事業
県内の高校・大学等が主催する優れた海外研修プログラムに助

成することで、青少年の海外体験を支援します。

〇アンビシャス外国留学支援事業
国際的に活躍する人材を育成するため、外国の大学に留学する

福岡県の高校生に奨学金を交付します。

青少年課
青少年アンビ
シャス運動
推進室

子どもたちが芸術文
化に触れる機会の充
実

次代を担う子どもたちが地域の特色ある文化芸術に触れる機会
の充実を図ります。

〇ふくおか県民文化祭（子ども文化事業）
子どもの文化活動の発表の場や芸術鑑賞の機会を提供し、子ど

も文化活動の充実を図ります。

〇舞台芸術感動体験事業
子どもたちに最高の舞台における質の高い本物の芸術文化を鑑

賞する機会を提供します。

社会教育課

福岡県子ども読書推
進計画

4つの基本方針に沿って、子どもがそれぞれの発達段階・個性
に応じ、自主的な読書活動が推進できるような環境の整備を推進
します。

① 家庭・地域・学校における子どもの読書活動の推進
② 子どもの読書活動推進のための施設・設備等諸条件の整備・充実
③ 図書館間及び学校図書館等との連携・協力・ネットワーク化
④ 子どもの読書活動に関する理解と関心の普及

社会教育課

少年健全育成活動
児童生徒約200人が2泊3日の柔剣道合宿を行い、訓練や参加

少年同士交流・交歓活動等を通じて目標を持った「志」のある少
年の育成を図ります。

少年課

スポーツ組織と連
携・協力した人権啓
発活動

プロスポーツ組織と連携・協力した「人権・スポーツ教室」を
開催し、プロスポーツ選手による人権講座を実施する等により、
体罰や暴力、いじめを許さないといった機運の醸成を図ります。

人権・同和
対策局調整課

社会人講師の積極的
な活用

産業界の実践に基づく知識や熟練した技術・技能を直接生徒に
指導する社会人講師を授業や特別活動などで積極的に活用します
（柱1‐1に掲載）。

高校教育課

高校生キャリア教育
推進事業

県立学校にキャリアコーディネーターを配置し、生徒に望まし
い勤労観や職業観を身につけさせ、進路を主体的に選択できるよ
う、インターンシップを中心とした取組を推進します（柱1‐1に掲載）。

高校教育課

資格等の取得向上
各種認定資格や本県の技術認定制度である福岡県高等学校職業

教育技術認定制度による資格等の取得向上に努め、生徒の知識・
技術の向上を図ります（柱1‐1に掲載）。

高校教育課
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

子どもの体力向上に
係る取組の充実

発達段階に応じた児童生徒の運動・スポーツへの動機付け、習
慣化を図るとともに、体力向上を目的とした総合的な事業を推進
します。

体育スポーツ
健康課

運動部活動の適切な
運営と活性化

中・高等学校の適切な運動部活動の運営や魅力ある運動部活動
の実現のために、生徒理解に基づく指導法やスポーツ医・科学に
立脚した指導法等に関する研修を行うことにより、指導者の資質
向上に努めます。

中・高校生が積極的に運動部活動に入部し、意欲的に取り組む
ことができるよう、外部指導者の活用等による指導体制の改善、
充実を図ります。

地域に開かれた運動部活動を実現し、地域の施設や指導者など
の資源を相互活用するなど、学校・家庭・地域の一層の連携を推
進します。

体育スポーツ
健康課

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

教員の資質向上

教職員として備えるべき資質・能力を有した人材確保のため、
採用試験の改善を図ります。
校長のリーダーシップと教員としての使命感や社会性、専門的

な知識・技能を高めるための研修の充実等、教員の資質向上を図
るとともに、メンタルヘルス対策等、教員に対するサポート体制
の充実を図ります。

教職員課
高校教育課
義務教育課

学校施設の整備
改築や補強による耐震化を早期に完了させ、計画的に学校施設

の老朽対策を実施します。
施設課

高等学校等就学支援
金

高等学校等に通う一定の収入額未満（市町村民税所得割額が30
万4,200円未満）の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、
高等学校等就学支援金を支給します（柱4‐6に掲載）。
私立高等学校等に通う低所得世帯等の生徒に対しては、世帯の

収入に応じて、就学支援金を加算して支給します（柱4‐6に掲載）。
※平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学している

生徒に対しては、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支
援金制度（旧制度）を適用します。

財務課
私学振興課

高校生等奨学給付金
授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年4月1日以

降に入学した者のうち低所得世帯に対し、高校生等奨学給付金を
支給します（柱4‐6に掲載）。

財務課
私学振興課

高等学校奨学金事業
経済的理由により修学が困難な生徒への奨学金等の貸与を行い

ます（柱4‐6に掲載）。
高校教育課

学校の自己点検・自
己評価

各学校が、自らの学校運営について、目標を設定し、達成状況
や取り組みの適切さ等を評価し、組織的・継続的な改善を図りま
す。

高校教育課
義務教育課

学校評議員制度
保護者や地域住民等の意向を把握・反映し、学校改善につなげ

るように努めます。
高校教育課

（3）健やかな体の育成

（4）信頼される学校づくり
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

基本的生活習慣習得
事業

小学校入学以降の生活や学習の基盤づくりのため、就学前児童
及びその保護者等の基本的生活習慣習得のための取組を推進しま
す。

子育て支援課

家庭教育に関する支
援

家庭における規則正しい生活習慣づくりの取組等を通して、学
力向上の基盤となる子どもの基本的生活習慣や学習習慣の定着を
図り、もって家庭の教育力の向上を図ります。

社会教育課

家庭教育に関する相
談・情報提供

子育ての不安や悩みに対応する家庭教育電話相談「親・おや電
話」を実施します（柱4-1に掲載）。

社会教育課

Webサイトによる
家庭教育・子育て支
援に関する情報提供

パソコンを活用した家庭教育・子育て情報の収集・提供・相談
及び子育て関係者のネットワークの構築により、きめ細かな家庭
教育支援を行います（柱4-5に掲載）。

社会教育課

2 家庭や地域の教育力の向上
【現状と課題】

〇 家庭は、すべての教育の出発点です。しかしながら、家庭を取り巻く状況は、都市化や核

家族化の進展などにより家族の形態や生活様式が大きく変化し、地域的なつながりが薄れ、

子育てを助けてくれる人や悩みを相談する人がいないという状況がみられます。

〇 携帯電話、ゲームなどの普及や夜型生活への移行により、生活リズムが乱れた子どもが増

えています。

〇 子どもの生活において、異年齢の仲間や地域の大人との交流、生活体験・社会体験・自然

体験などの減少が指摘されています。集団や社会、自然環境の中での経験を通して、子ども

の思いやりや規範意識、目的意識とともに、豊かな人間性や社会性などを育む必要がありま

す。

〇 社会教育活動の充実を図るため、社会教育関係団体の支援、連携を推進する取組が必要で

す。

【施策の方向】

〇 家庭における規則正しい生活習慣づくりの取組を推進します。

〇 家庭教育に関する相談体制を整備します。

〇 地域の教育力の向上を推進します。

〇 社会体験、自然活動など様々な体験活動を推進します。

〇 社会教育関係団体への支援、連携を強化します。

【具体的な施策・事業】

（1）家庭教育支援の充実
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

青少年アンビシャス
運動の推進

平成13年にスタートした青少年アンビシャス運動は、「豊かな
心、幅広い視野、それぞれの志を持つ（アンビシャスな）たくま
しい青少年」の育成を目指し、家庭、地域、学校、企業等が連携
した県民運動として実施しています。
放課後等に子どもたちが気軽に立ち寄り、自由な発想で思い思

いに過ごすことができる居場所である「アンビシャス広場づくり
事業」をはじめ、アンビシャスな青少年を育むための様々な事業
を展開します。

青少年アンビ
シャス運動
推進室

児童館・児童セン
ター

地域における児童の健全育成の拠点（居場所）として、未設置
市町村における整備を地域のニーズを勘案しながら計画的に推進
するとともに、老朽化した既存施設の増改築や大規模修繕等につ
いても、その必要性や緊急性を勘案しながら、計画的に推進しま
す（柱4-3に掲載）。

子育て支援課

社会教育指導者の育
成

社会教育関係団体の指導者等を対象に、社会教育の推進に必要
な知識・技術を習得させ、指導者の養成を図ります。

社会教育課

社会教育関係団体へ
の助成

公共性のある適切な活動を行う社会教育関係団体に助成を行う
ことにより、生涯学習・社会教育のより一層の振興を図ります。

社会教育課

高齢者による子育て
支援の促進

「ふくおか子育てマイスター」（柱4‐4掲載）による子育て支援
活動を促進することで、高齢者が地域で子どもを育てる環境づく
りを推進します。

子育て支援課

日常的にスポーツ活動
が行える施設の確保と
学校施設の有効活用

県立学校の体育施設を学校教育活動に支障のない範囲で開放す
ることで、日常的に地域で利用できる施設の確保に努めます。

体育スポーツ
健康課

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

地域における子ども
の体験活動の支援

市町村教育委員会が、子どもの生きる力を育むため、生活体験、
社会体験、学習活動などの地域活動を推進したり、家庭・地域の
教育力の向上を図るため、地域活動指導員を設置する場合に、そ
の経費を補助します。

社会教育課

フクオカ・サイエン
スマンス事業

青少年を中心とする県民の科学技術に対する関心や理解を深め、
知的好奇心や創造力に富んだ青少年を地域全体で育成する土壌づ
くりのため、毎年11月を「フクオカ・サイエンスマンス（科学
月間）」とし、産学官の協力により科学技術関連のイベントを県内
各地で開催します。

商工政策課

ちくご子どもキャン
パス事業

子どもたちが筑後地域の豊かな自然や文化、歴史、産業などの
地域資源を教材として、自然科学や社会科学、あるいは優れた芸
術を楽しく学ぶことができる体験型学習プログラムを実施します。

広域地域
振興課

遠賀川子どもふれあ
い講座

NPO、ボランティア団体等と協力し、遠賀川の上・下流域で、
上流の子どもたちと下流の子どもたちが交流する「ふれあい講
座」を実施します。
遠賀川の役割や環境問題を学び、海や川で生物調査や源流点見

学を体験。
交流を通して、自然環境への関心を深めます。

広域地域
振興課

（2）地域の教育力の向上

（3）体験活動の充実
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

都市と農山漁村の交
流

農山漁村には豊かな自然空間が維持されるとともに、農山漁村
に住む人々によって習得・共有・伝達される「伝統文化」が数多
く存在しています。これらの貴重な地域資源を十分に活用できる
ように整備し、都市と農山漁村の子どもたちがこれらに触れ、相
互の交流等を促進することにより、豊かな心の育成や、人間関係
づくりに取り組みます。

農山漁村
振興課

森林・林業体験学習

○森林・林業体験学習
小中学生を対象に森林環境教育を実施し、森林・林業に関する

普及啓発を図ります。
小学校教職員等に対する森林教育研修開催等により、森林・林

業教育活動を推進します。

○緑の少年団
「緑の少年団」を育成し、森林・緑に関わる体験活動を推進し

ます。

林業振興課

こどもエコクラブ活
動

子どもたちが環境保全活動や環境学習を行うクラブである「こ
どもエコクラブ」の活動を支援するため、県内のこどもエコクラ
ブを対象に、環境学習会や環境関連施設の見学会を開催します。

環境政策課

こども3R学習
リサイクル施設の見学会等を通じ、未来を担う子どもたちの環

境への関心と理解を深めます。
循環型社会
推進課

県民参加型生きもの
調査

小学生5、6年生を中心に参加者を募集し、県が指定した生き
ものを探して見つけたら県に報告してもらいます。身近でわかり
やすい動植物の生息状況を調べることで、生きものや自然に対し
て関心を深めます。

自然環境課
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

教育相談

教育相談機関等のネットワークの強化や学校・市町村の相談機
能の向上を支援します。
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、

教育相談の充実や関係機関との連携強化を図ります。
子どもや保護者等の電話による教育相談に24時間体制で対応

します（柱3-4、柱4-1、柱5-4に掲載）。

義務教育課

中１不登校等対策強
化事業

強化指定市町村において、中1不登校等対策アドバイザーの派
遣や中1不登校等対策協議会の設置による不登校予防対策を推進
します。
教職員による不登校の予防・早期発見を促進します。
不登校の予防等に関する保護者や教員用の啓発資料を作成します。

義務教育課

3 子どもを取り巻くいじめ問題等への対応
【現状と課題】

〇 子どもたちが将来への夢と希望を持って、新しい時代をたくましく生きていくためには、

夢と希望の実現に向けて勉学に励み、仲間と楽しく学校生活を送ることができる環境にある

ことが大切です。しかし、現実には「いじめ」、「不登校」など学校生活における様々な問題

が生じています。

〇 本県のいじめの認知件数は、小学校で606件、中学校で623件（平成25年度）であり、

いじめの根絶に向け関係機関が連携した取組を一層進める必要があります。

〇 本県の小・中学校の不登校児童生徒数は、5,134人（平成25年度）であり、不登校の早

期発見、きめ細かな対応が必要となっています。

〇 近年、様々な要因から、ひきこもりとなる青少年の問題が生じてきており、対策が求めら

れています。

〇 本県の刑法犯で検挙補導された少年の数は3,488人（平成26年）であり、近年は減少傾

向にありますが、10歳から19歳までの少年人口1,000人あたりに刑法犯少年が占める割合

（非行者率）は7.3人（平成26年）であり、全国3位と高い水準にあります。

〇 インターネットや携帯電話の普及により、子どもたちが簡単に有害情報へアクセスできる

ようになっています。しかしながら、子どもたちや保護者のインターネットに関する危険性

や適切な利用についての認識が不足しており、犯罪の被害に遭う危険性が高くなっています。

【施策の方向】

〇 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、教育相談の充実や関係機

関との連携強化を図ります。

〇 いじめ防止のための啓発活動を行います。

〇 非行などの問題を抱える少年に対する必要な立ち直り支援等を行います。

〇 関係者の資質の向上、関係機関等の連携の強化を図ります。

〇 広報・啓発活動等を通じて、フィルタリングサービスの利用やインターネットの適切な利

用を促進し、子どもたちが安全・安心にインターネットを利用できる環境づくりに取り組み

ます。

【具体的な施策・事業】

（1）いじめ・不登校・ひきこもり・非行等の予防、対応
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

不登校・ひきこもり
サポートセンター

福岡県立大学附属研究所「不登校・ひきこもりサポートセン
ター」において、不登校・ひきこもりの児童生徒、その保護者や
学校、適応指導教室等に対する専門的な相談・情報提供などの支
援を行います。
大学内に「キャンパススクール」を設置し、不登校・ひきこも

りの子どもたちへの学習支援と心理的サポートを行うとともに、
学生の不登校・ひきこもりへの「援助力」を育成します。

学事課

ひきこもり対策推進
事業

精神保健福祉センターに「ひきこもり地域支援センター」を設
置し、ひきこもり支援のための核となる機関として相談対応、関
係者への研修及び連携会議等を行います。

こころの健康
づくり推進室

青少年インターネッ
ト適正利用推進事業

インターネットの問題に詳しい専門家や通信事業者、PTA、行
政等による「福岡県青少年インターネット適正利用推進協議会」
を設置し、ネットによる犯罪被害やいじめ、ネット依存から青少
年を守るために、青少年自らの気づきを促すワークショップや、
教員や保護者を対象としたネットパトロール講習会等の実効性の
高い取組を官民が連携して推進します。

青少年課

非行防止・絆プロジ
ェクト

非行等の問題を抱える少年が社会的に自立できるよう、心の拠
り所となる居場所の提供を行うなど必要な支援を行い、再犯を防
止し健全育成を図ります。

青少年課

スクールサポーター
制度

警察署管内の小学校・中学校・高等学校等に直接赴いて、学校
が抱えている非行問題等の解消や安全対策の支援、いじめ問題へ
の対応等、学校と警察のパイプ役となって児童生徒の非行防止と
犯罪被害防止を図るための活動を行います。

少年課

青少年相談・補導活
動等に携わる関係者
への研修

小・中・高の教諭、養護教諭、教育・医療・警察・行政の相談
機関など青少年の相談や補導活動等に携わる職員の専門性の向上
や補導員・相談員相互の連携を図るための研修を開催します。

青少年課

街頭補導活動の推進
警察、行政、地域、ボランティア、学校等との連携により街頭

補導活動を強化し、少年を見守る社会気運の醸成を図るとともに、
非行進度が進む前の段階での非行防止を図ります。

少年課

広報啓発活動

学校における薬物乱用防止や暴力団加入阻止等の教育及び保護
者に対する子育て支援講演など、幅広い広報啓発活動に取り組み
ます。

少年課

学校における青少年の暴力団加入阻止と暴力団からの犯罪被害
防止の教育など、幅広い広報啓発活動に取り組みます。

組織犯罪
対策課

少年に手を差し伸べ
る立ち直り支援活動

少年及び保護者への継続的な連絡や訪問・面接により助言・指
導を積極的に行うとともに、少年警察ボランティアや地域住民、
関係機関・団体等と協働して社会奉仕体験活動等を行うなどして、
最終的には当該少年が就学若しくは就労又は生活環境改善がなさ
れることを目標に置き、個々の少年の状況に応じた各種支援活動
を推進します。

少年課
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

現状の有害環境に対
する対策

市町村と協力して立入調査を実施し、営業者に対する指導・警
告の徹底を行います。
条例の改正等により、指導力の強化を図ります。

青少年課

情報通信手段からも
たらされる有害環境
に対する対策

子どもを有害環境から守る自主的措置を事業者に促します。
保護者に対し、フィルタリングの活用等について情報の提供を

行います。
青少年健全育成条例の内容について、保護者や事業者に対し周

知を行います。

青少年課

フィルタリング普及
啓発活動

青少年が悪質なサイトを利用し被害に遭わないため、保護者、
青少年、事業者等に対するフィルタリングの必要性等に係る啓発
活動を推進します。

少年課

（2）子どもを取り巻く有害環境対策の推進
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児童虐待防止対策の充実

社会的養護体制の充実

ひとり親家庭等の自立支援の推進

障害のある子どもへの支援

きめ細かな対応が必要な子
どもへの支援

施策の柱7 きめ細かな対応が必要な子どもへの支援
【施策体系】

1 児童虐待防止対策の充実
【現状と課題】

〇 虐待相談件数は、近年、高い水準で推移しており、政令市・中核市を除いた県所管区域に

おいては、平成16年度から800件を越えた状況が続いています。

〇 児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与え、著しい場合は死に

至らしめることもあり、子どもに対する最も重大な権利侵害です。

〇 児童虐待を防止し、子どもたちの健全な心身の成長と社会的自立を促していくためには、

地域における児童福祉の中核的な専門機関である児童相談所の相談体制の強化、児童に関す

る一番身近な相談窓口である市町村の相談体制の充実、学校や保育所等の関係機関で構成す

る要保護児童対策地域協議会の開催促進など、県、市町村、関係機関がそれぞれの役割を果

たしながら、連携して子どもを見守る地域のネットワークを強化することが必要です。

〇 また、児童虐待の予防のためには、育児に不安を抱えているなど支援が必要な妊婦等に対

して、妊娠初期から支援することが必要です。

〇 併せて、児童虐待の発生予防から、早期発見、迅速かつ適正な対応、自立の支援、家族の

再統合等のアフターケアに至るまでの切れ目のない総合的な支援を講じる必要があります。

【施策の方向】

〇 児童相談所の相談体制の強化、職員等の専門性の向上に取り組みます。

〇 市町村や関係機関の支援、連携の強化、ネットワークの構築を図ります。

〇 カウンセリングなどきめ細かな相談、ケアを行います。

〇 育児に不安を抱えているなど支援が必要な妊婦を妊娠初期から把握し、支援する体制を推

進します。

〇 虐待により離れて暮らす親子が再び一緒に暮らせるよう支援します。

〇 事例検証など児童虐待の再発防止に向けた取組を行います。
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

24時間365日児童
相談体制の整備

複雑で対応が困難な虐待ケースが増加しており、児童相談所では、子
どもの安全確認や保護など的確な対応を取るために、児童福祉司や心理
職員の適切な配置、専門性の向上に努めるとともに、24時間いつでも
相談を受ける体制を整える等相談体制の強化に努めます。

児童家庭課

児童相談所の法的
対応機能強化

児童相談所は、児童福祉の中核的専門機関として、専門的な知識及び
技術を必要とする児童相談に応じるとともに、市町村への後方支援を行
います。職員の専門性向上のための研修会や、地域の医師や弁護士等の
協力による事例検討会の実施等により、専門相談機能の強化を図ります。

児童家庭課

相談機関職員研修
の充実

児童虐待を早期に発見し、未然防止を図るため、教職員、保健所職員、
児童委員、児童福祉施設の職員、医師、保健師等に対する研修の充実に
努めます。
児童相談所や市町村等の相談機関が、子どもの保護や家族援助を適切

に行うことができるよう、相談に携わる職員に対する専門的な研修を行
います。

児童家庭課

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

地域で子どもを見
守るネットワーク
の強化

市町村は、保育所、学校、警察等の関係機関で構成される要保護児童対
策地域協議会を開催し、要保護児童に関する情報を共有し、役割分担の
上、家族援助に努めます。県は、要保護児童対策地域協議会に参加する
とともに、市町村に対して技術的援助や助言を行い、地域で子どもを見
守るネットワークの強化を促進します。

児童家庭課

市町村と連携した
児童相談体制の強
化

児童相談所は、児童家庭相談に関し一番身近な相談窓口である市町村
との適切な役割分担・連携を図りつつ、地域における児童家庭相談体制
の充実を図ります。

児童家庭課

要保護女子等の保
護

配偶者からの暴力被害者等の女性を一時保護する際には、同伴する子
どもと一緒に保護することができます。同伴児への虐待のおそれがある
等の場合は児童相談所と連携して適切に対応します。
一時保護後の支援も関係機関と連携して行います。

男女共同参画
推進課

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

児童虐待防止医療
ネットワーク事業

児童虐待の早期発見、早期介入のため児童虐待に対応するノウハウを
有する病院を拠点病院に指定し、地域におけるネットワークづくりを行
うことにより、地域医療機関の児童虐待への対応力向上を図ります。

児童家庭課

児童虐待防止に係
る広報啓発

児童福祉週間（5月5日から1週間）及び児童虐待防止推進月間（11
月）等において、県民の児童虐待への関心を高め、虐待に関する理解を
深めてもらうため、県の広報媒体等を活用し広報啓発を推進します。
関係機関・団体に対し、会議・研修等の場を通じて虐待防止に係る広

報啓発を行います。

児童家庭課

妊娠期からのケ
ア・サポート事業

市町村、医療機関等関係機関の連携のもと、育児に不安を抱えている
など、支援が必要な妊婦を妊娠初期から把握して、養育支援を行う地域
体制を推進し、ハイリスク児の養育支援及び乳児虐待予防に努めます（柱
3‐2に掲載）。

（ハイリスク児：退院後も何らかの医療的な処置を必要とする児などの
医学的ハイリスク児や、保護者に虐待リスクや経済的困窮がある場合な
ど社会的ハイリスク児等を含む。）

健康増進課

【具体的な施策・事業】

（1）児童相談所の相談体制の強化

（2）市町村と関係機関との役割分担及び連携の推進

（3）発生予防から再発防止までの総合的な施策の実施
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

にんしんSOSふく
おか～思いがけない
妊娠・子育て・思春
期相談～

妊娠や出産、子育て、思春期の心と身体に関する電話相談及び、
メール相談を実施し、妊娠、出産、子育て、思春期の心と身体に
関して悩んでいる方の不安や悩みの軽減を図るとともに、正しい
知識の提供に努めます。（柱3‐1、柱3‐4、柱4‐1に掲載）。

健康増進課

虐待を行った保護者
等へ行うカウンセリ
ング事業

児童虐待を行う保護者等は様々なストレスを抱えていることが
指摘されているため、精神科医等によるカウンセリング事業を推
進します。

児童家庭課

家族の再統合に向け
た支援の充実と再発
防止

児童相談所において、虐待を理由に離れて暮らす親子等に対し、
治療的教育や家族療法等の適切な親子支援プログラムを提供する
ことで、親子のきずなの再生に努めます。
家庭復帰後は、地域での家庭の見守り体制を築くため、要保護

児童対策地域協議会等を活用し、市町村や保育所等関係機関の役
割分担や情報の共有化、支援の進行管理を行い、虐待の再発防止
に努めます。

児童家庭課

児童虐待による死亡
事例等の重大事例の
検証

児童虐待による死亡事例など、子どもが心身に著しく重大な被
害を受けた事例が発生した場合、福岡県社会福祉審議会児童福祉
専門分科会に設置する「児童虐待事例等検証部会」で関係機関の
対応や連携等の問題点、課題等を検証し、具体的改善策を検討し
ます。その結果に基づき必要な改善策を講じることにより、今後
の再発防止に努めます。

児童家庭課

福岡犯罪被害者総合
サポートセンター

犯罪等（犯罪、虐待、いじめ等）による被害を受けた被害者等
に対する、精神的ダメージの軽減、被害回復、立ち直り等を支援
するため、電話相談、支援機関等の紹介、面接・カウンセリング、
支援員による付き添い支援等を実施します（柱5‐4に掲載）。

生活安全課

配偶者からの暴力防
止対策強化

配偶者からの暴力の根絶に向けた啓発の中で、「児童が同居す
る家庭における配偶者に対する暴力」は、児童虐待の中の心理的
虐待に該当することについても周知します。

男女共同参画
推進課

◇ 要保護児童対策地域協議会 ◇

要保護児童対策地域協議会（以下、「要対協」という。）は、要保護児童等の早期発見や
適切な保護を目的として、地方公共団体（県及び市町村）に設置されています。
要対協は、複数の関係機関で構成され、協議事項や地域の実情に応じて「代表者会議」「実
務者会議」「個別ケース検討会議」等の会議を開催し、要保護児童に関する情報を共有し、
役割分担の上、家族援助に努めます。
要対協の参加者には、児童福祉法により守秘義務が課せられています。

【市町村の要保護児童対策地域協議会の仕組み】
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

施設ケアの小規模化

児童養護施設等においては、虐待を受けた子どもなど、手厚い
養護が必要な子どもの入所が増えています。このような子どもに
対しては家庭的な環境のもとできめ細かなケアを行うことが必要
であるため、地域小規模児童養護施設や小規模グループケア等の
施設ケアの小規模化を積極的に推進します。
十分なケアが実施できるよう、施設職員の配置基準や措置費等

の改善について、国に働きかけていきます（柱7-2-3に再掲）。

児童家庭課

施設入所児童のケア
体制の充実

児童養護施設等において、虐待を受けた子どもや発達障害児等
の入所が増えていることに伴い、よりきめ細かなケアが必要にな
っています。このため、医療的ケアや心理療法を行う職員、入所
児童の里親委託に向けたケアを行う里親支援専門相談員などの専
門職員を配置し、子どものケア体制の充実を推進します。

児童家庭課

入所施設の整備

児童養護施設及び乳児院については、地域の状況やニーズ等を
勘案しながら、子どもたちの生活の場である施設環境の改善や児
童虐待を受けた子どものための処遇スペース等の確保、施設の小
規模化のために、計画的に整備を推進します。

児童家庭課

職員の専門性の向上
児童虐待を受けた子どもの保護及び自立のための支援が適切に

行われるよう、児童福祉施設の職員及び関係機関職員（教職員、
保育所の職員等）に対する研修の充実に努めます。

児童家庭課

2 社会的養護体制の充実
【現状と課題】

〇 社会的養護とは、様々な理由により家庭において適切な養育を受けることのできない子ど

もたちを社会が責任を持って養育することで、施設養護（児童養護施設、乳児院等）と家庭

的養護（里親制度等）に大別されます。

〇 今日、施設に入所する子どものほとんどは保護者がおり、保護者から虐待を受けている子

どもも多く、子ども自身が抱える問題の背景も多様化しています。

〇 社会的養護の役割として、子どもの健やかな成長・発達や子どもの安全・安心な生活の確

保だけでなく、虐待等で心に傷を抱えた子どもたちの心身のケアや治療、社会的自立まで支

援することが求められています。

〇 施設等において、子ども一人一人の状況に応じたきめ細かなケアの実施や将来の自立のた

めの支援の充実、家庭的な環境の下で養育するために児童養護施設のケア単位の小規模化や

里親制度の一層の活用などを行う必要があります。

〇 また、子どもに対する支援を行う場合は、子どもを中心に据えて「子どもの人としての権

利をきちんと守る」という権利擁護の視点を持つことも重要です。

【施策の方向】

〇 児童養護施設などの養育単位の小規模化や個別支援を行う職員の配置などきめ細かなケア

を実施します。

〇 施設を退所した子どもが自立できるよう、必要な支援を行います。

〇 子どもの養育への理解や熱意があり、温かい愛情を持つ里親家庭での養育を推進します。

〇 施設において子どもの権利が守られるための取組を推進します。

【具体的な施策・事業】

（1）児童養護施設等におけるサービスの充実
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

自立のための支援

児童養護施設等において、個々の子どもたちの状況に応じた「自立支
援計画」を策定し、目標と目標達成のための道筋を描きながら、子ども
が社会性を獲得し、自立できるよう支援に努めます。
県は、施設等の子どもたちが円滑に社会に巣立つことができるよう、

就職や進学に必要な費用の一部を負担するとともに、就職やアパート賃
貸の際に必要な保証人の確保を支援します。また、施設退所後、直ぐに
自立が困難な年長児童等の自立支援のために、住居の提供や就労等に関
する相談援助を行う自立援助ホームの設置について検討します。

児童家庭課

学習環境の充実
施設入所まで、問題のある養育環境等で育ったため学習に遅れがみら

れる子どもについて、十分な教育が受けられるよう施設等における教育
環境の充実を図ります。

児童家庭課

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

里親等制度の活用
及び里親等への支
援

里親及びファミリーホーム（里親等）制度の普及啓発のため、児童相
談所に里親担当職員を、児童養護施設等に里親支援専門相談員を配置し、
里親等への研修の実施や、家庭への訪問支援等きめ細かな里親等支援を
行い、家庭的養護の充実に努めます。

※ファミリーホームとは、5～6人の少人数の単位で子どもを養育す
るグループホームです。

児童家庭課

施設ケアの小規模
化

児童養護施設等においては、虐待を受けた子どもなど、手厚い養護が
必要な子どもの入所が増えています。このような子どもに対しては家庭
的な環境のもとできめ細かなケアを行うことが必要であるため、地域小
規模児童養護施設や小規模グループケア等の施設ケアの小規模化を積極
的に推進します。
十分なケアが実施できるよう、施設職員の配置基準や措置費等の改善

について、国に働きかけていきます（柱7-2-1に掲載）。

児童家庭課

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

被措置児童等の虐
待の防止

施設職員に対して研修等を実施し、子どもの権利擁護に関する職員の
意識や援助技術の向上を図り、施設内での虐待の防止に取り組みます。
また、子どもに対しても「子どもの権利ノート」を配付し、子どもの

権利について教えるなど、権利侵害の早期発見に努めるとともに、発見
した場合には、児童相談所が子どもを保護するなど、適切な対応を取り
ます。
施設に受審が義務づけられている第三者評価制度を活用し施設運営の

透明化を図り、子どもの視点に立ったサービスとなるよう努めます。

児童家庭課

苦情解決体制の整
備

入所施設に苦情解決の責任者、担当者を設置し、入所児童や保護者等
の利用者からの苦情解決に努めるとともに、第三者委員を設置し、苦情
解決の客観性の確保に努めるよう助言･指導し、苦情解決体制の整備に
努めます。
施設内での解決が困難な問題については、福岡県社会福祉協議会に設

置された運営適正化委員会において対処します。

児童家庭課

（2）自立支援策の強化

（3）家庭的養護の充実

（4）子どもの権利擁護の強化

第
２
章

各

論

〜
施
策
の
方
向
と
施
策
・
事
業
〜

85



◇ 里親制度 ◇

「里親」とは、様々な事情により自分の家庭で暮らすことができない子どもを、自らの
家庭に迎え入れ、愛情と真心を込めて養育してくださる方のことです。
里親制度は、児童福祉法に基づく公的な制度です。
現在も多くの子どもたちが里親との出会いを求めています。

里親の種類はさまざま
・養育里親（専門里親）…短期または長期に子どもを養育する里親

・養子縁組里親…将来的に養子縁組を希望する里親

・親族里親…両親など、子どもを養育している人が死亡や行方不明になったこ
とにより、祖父母などの親族が養育する里親

里親に興味や関心がある方、また、里
親になることを希望される方は、まず
管轄の児童相談所にご相談ください。

（児童相談所の連絡先は、Ｐ131を
参照してください）
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3 ひとり親家庭等の自立支援の推進

母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条に規定する「自立促進計画」として本項目を策定します。

【現状と課題】
〇 近年の離婚の増加に伴い、母子家庭や父子家庭のいわゆる「ひとり親家庭」は増加傾向に
あります。
〇 ひとり親家庭の親は、子育てや家事と生計の維持という役割をひとりで担うこととなるた
め、就業をはじめ、子どもの養育や教育、住居等の問題など日常生活全般にわたり、様々な
困難を抱えています。
〇 かつて母子家庭であった寡婦についても、年齢も高いことなどから生活や収入、健康面に
不安を抱えています。
〇 生活と子育ての状況
「福岡県母子世帯等実態調査」（平成23年度）によると、生活上の不安や悩みとして、母
子家庭では、「生活費」（69.3％）を挙げる家庭が最も多く、次いで「仕事」（39.3％）「子ど
も」（34.2％）となっています。父子家庭では、「生活費」（49.5％）、「子ども」（29.3％）、「病
気や事故」（27.5％）、「仕事」（26.4％）の順となっていますが、「借金や負債の返済」（20.1
％）や「家事や身の回りのこと」（20.6％）の割合が母子家庭より高くなっています。
住宅については、母子家庭は、持ち家率は11.5％であり、「民間借家・アパートなど」（34.8
％）、「県営住宅・市営住宅」（19.4％）と半数以上が借家となっています。また、1か月の
家賃は、5～7万円未満（26.8％）が最も多くなっています。父子家庭では、持ち家率は29.7
％となっています。
ひとり親家庭等に対しては、子どもの養育、病気・事故の対応や住宅の確保など子育てや
生活面での不安を解消するための支援を行う必要があります。
〇 就業の状況
母子家庭になった当時に母が就業していなかった割合はおよそ4割であり、その後も15.5
％が依然として就業していない状況にあります。
就業形態を見ると、父子家庭では、「正社員・正職員」の割合が6割を超えるのに対し、
母子家庭では42.2％にとどまり、「パートタイマー」（33.6％）、「派遣・契約社員」（10.8％）
の割合が父子家庭よりも高くなっています。
母子家庭の母は、母子家庭となるまでに就業経験が全くない方もおり、パートや派遣社員な
どの非正規雇用の割合が高く、家計を支える安定した収入を得る仕事になかなか就けない現
状があることから、個々の事情に応じた就業支援、自立支援をきめ細かに行う必要があります。
〇 家計の状況
母子家庭では、仕事による1か月の収入（手取り額）は、「10～15万円」（35.6％）が最
も多く、次いで「5～10万円未満」（23.6％）、「15～20万円未満」（21.5％）となっており、
月収15万円未満が63.7％を占めています。父子家庭では、およそ7割が月収15～30万円
未満となっています。
年間平均収入（税込額）で見ると、母子家庭は236万円、父子家庭は367万円となって
います。年収300万円未満の割合は、母子家庭では75.1％、父子家庭では43.3％となって
います。
家計の状態については、母子家庭の41.5％が「とても足りない」と感じています（父子
家庭は31.0％）。
収入が少なく経済的に困窮しているひとり親家庭等に対して、収入の安定化を図る支援を
行う必要があります。

【施策の方向】
〇 ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援するため、生活と子育ての支援、就業支援、
経済的支援、養育費の確保を柱とした総合的な自立支援策を推進します。
〇 本県のひとり親家庭等に対する自立支援策の体系は、次のとおりです。
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

日常生活の支援

ひとり親家庭及び寡婦に、一時的に日常生活に支障が生じた場
合、家庭生活支援員を派遣し介護・保育等のサービス支援を行う
日常生活支援事業を促進します。
ひとり親家庭の児童に、学習塾形式又は家庭教師形式でボラン

ティア講師を派遣し、学習支援を行うとともに、児童のよき理解
者として進学相談等に応じる、学習支援ボランティア事業を実施
します。

児童家庭課

保育所への優先入所、
放課後児童クラブの
優先利用の促進

市町村における保育所や放課後児童クラブにひとり親家庭が優
先的に入所・利用できる取組を支援します。また、求職活動・職
業訓練等を行っている場合にも、就労している場合と同等の事情
にあるとして、優先入所や優先利用を促進します。

子育て支援課

県営住宅の入居決定
に際しての優遇措置

県営住宅の入居決定の際、抽選方式では、ひとり親世帯や多子
世帯に対し抽選番号を2つ割当て（連番）、倍率の優遇を図るほ
か、新婚・子育て世帯に対しては優先枠を設定します。
住宅の困窮度を点数化し、点数が高い世帯から優先的に入居者

を決定する方式（ポイント方式）では、ひとり親世帯、多子世帯
に対しても点数を付与し、優先的な入居を図ります（柱4‐6、柱
5‐1に掲載）。

県営住宅課

相談機能の充実
母子家庭や父子家庭、寡婦からの様々な相談に対して、情報提

供や助言を行う母子・父子自立支援員に対し、研修や情報提供を
行うなど資質の向上に努め、相談機能の充実を図ります。

児童家庭課

母子生活支援施設へ
の入所

保護を必要とする母子家庭については、住居を確保するととも
に、生活の自立と子どもの福祉を増進するため、母子生活支援施
設への入所等適切な対応を行います。

児童家庭課

母子・父子福祉団体
に対する支援

地域において相談事業や情報提供等を行う母子・父子福祉団体
の活動に対する支援を行い、母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉
の向上を図ります。

児童家庭課

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

ひとり親家庭等就
業・自立支援セン
ター

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦へ就業相談から技術習得
のための就業支援講習会、求人情報の提供など、一貫した就業支援
サービスを提供するとともに、公共職業安定所（ハローワーク）や
福祉事務所との連携を図り、就業・自立に向けた取組を推進します。
児童扶養手当受給者を対象に、一人一人に合った自立支援計画

書（自立支援プログラム）を策定し、就職まできめ細かな支援を
行います（柱2‐1に掲載）。

児童家庭課

母子家庭の母等に対
する職業的自立の促
進

就労経験がない、又は就労経験が少ない母子家庭の母及び父子
家庭の父並びに、自立支援プログラムに基づき受講を希望する児
童扶養手当受給者及び生活保護受給者を対象とした職業訓練を実
施し、職業的自立の促進を図ります。

職業能力
開発課

母子家庭自立支援給
付金及び父子家庭自
立支援給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、教育訓練講座を受講
する費用の一部を助成する自立支援教育訓練給付金や、看護師・
介護福祉士などの就職に有利な資格を取得する際の生活の負担を
軽減するために高等職業訓練促進給付金を支給することにより、
就職に結びつきやすい能力や資格の習得支援の推進を図ります。

児童家庭課

【具体的な施策・事業】

（1）生活と子育ての支援

（2）就業支援
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

児童扶養手当
母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳

に達する日以後の年度末までの児童を養育している方に支給しま
す（柱4‐6に掲載）。

児童家庭課

ひとり親家庭等医療
費支給制度

母子家庭の母子、父子家庭の父子、父母のいない子どもを対象
に医療費の助成を行い、ひとり親家庭の健康の増進、生活の支援
を図ります（柱4‐6に掲載）。

児童家庭課

母子父子寡婦福祉資
金の貸付

生活の維持や子どもの修学等で経済的に困っている方が十分活
用できるよう、母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦に対し、制
度についての周知を図るとともに、貸付相談に適切に応じるため、
関係職員に対する研修の充実に努めます。

児童家庭課

養育費の確保

ひとり親家庭の子どもに対する養育費が確保できるよう、ひと
り親家庭等就業・自立支援センターにおいて、専門相談員による
養育費の取決めや養育費の確保策等の電話相談を行うとともに、
より専門的なアドバイスが必要な場合は、弁護士による無料法律
相談を実施します。

児童家庭課

各センター（所在地） TEL 受付時間

福岡県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
（春日市）

092-584-3931
月～金 9時～17時
日 9時～16時

同 飯塚ブランチ
（飯塚市）

0948-21-0390
月～金 9時～17時
日 予約制

久留米ひとり親家庭等就業・自立支援センター
（久留米市）

0942-32-1140
月～金 9時～17時（夜間相談は20時まで）
第1・第3土曜、第2日曜 9時～17時

◇ ひとり親家庭等就業・自立支援センター ◇

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん、寡婦の皆さんの就職の相談や、養育費の相
談、就職に必要な技術習得のための講習会などの就業支援サービスを提供しています。
お気軽にご相談ください。

※ 久留米のセンターは久留米市と共同設置です。

※ 福岡市にお住まいの方は…

福岡市立ひとり親家庭支援センター
（福岡市中央区）

TEL 092－715－8805
受付時間 9時～21時
休館日 月、年末年始

※ 北九州市にお住まいの方は…

北九州市立母子・父子福祉センター
（北九州市戸畑区）

TEL 093－871－3224
受付時間 月～金 9時30分～20時30分

日 9時30分～18時

（3）経済的支援
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

発達障害者支援セン
ター

自閉症等の発達障害を有する障害児(者)については、その特性
を踏まえたきめ細かな対応が必要であるとともに、知的障害を伴
わない発達障害に対しても対応を図る必要があることから、教
育・労働・医療などの関係機関と密接な連携を図りながら、乳幼
児期から成人期までの一貫した支援を専門的に行う拠点として発
達障害者支援センターを運営します。

障害者福祉課

育成医療の実施・普
及

身体に障害のある児童の障害の除去又は軽減を図り、身体障害
児の健全な育成を図るためには必要不可欠な事業であり、今後と
も、適切な医療の給付を行うとともに、その普及に努めます。

障害者福祉課

4 障害のある子どもへの支援
【現状と課題】
〇 子どもの障害の重度・重複化や多様化により、適切な保健・医療、福祉サービスや教育を
行うことが求められています。
〇 障害の種類・程度等に応じて、一人一人のニーズに対応したきめ細かな支援を行い、医療、
福祉、教育、労働等の関係機関が相互に連携を図りながら、自立し社会参加することができ
るよう療育・教育施策の充実を図る必要があります。
〇 障害のある児童に対しては、できるだけ早期に治療と指導訓練を行うことで障害を防止あ
るいは軽減し、基本的な生活能力の向上を図り、将来の社会参加につなげていくことが大切
です。健康診査等により障害の早期発見を図るとともに、適切な療育を実施する体制の整備
を図る必要があります。
〇 発達障害については、社会的な理解が十分でないことから、理解促進を図るための周知啓
発が必要であるとともに、支援に関わる関係機関や保護者に対して専門的情報や支援手法を
提供することが必要です。
〇 特別支援学校では、幼児児童生徒の障害の重度・重複化への対応が必要です。また、障害
のある子どもたちが自立し、主体的に社会参加できる力を身に付けるための指導・支援の充
実が必要です。さらに、地域の小・中・高等学校等に対して特別支援教育に係る相談・情報
提供等が求められています。
〇 小・中・高等学校等では、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する適切な教育的
支援を行う必要があります。

【施策の方向】
〇 一貫した支援を行う拠点として、発達障害者支援センターを運営します。
〇 育成医療及び重度障害者医療費支給制度の実施・普及に努めます。
〇 未就学の障害児、就学している障害児が集団生活に適応できるための支援などを行います。
〇 障害児の様々なニーズに応じた訓練や相談などの支援を行います。
〇 障害の重度・重複化に対応するための体制の整備を図るとともに、個別の教育支援計画を
作成し、交流及び共同学習を推進します。また、地域の小・中・高等学校等に対して、特別
支援教育のセンター的機能の充実を図ります。
〇 発達障害を含む障害のある幼児児童生徒が、一貫した継続性のある支援を受けることがで
きる支援体制の整備を図ります。

【具体的な施策・事業】
（1）障害のある子どもの育成
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施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

重度障害者医療費支
給制度

重度障害者に係る医療費の一部を助成することにより、必要と
する医療を容易に受けられるようにすることで、重度障害者の健
康保持及び福祉の増進を図ります。

障害者福祉課

障害児等療育支援事
業

在宅の障害のある児童等のライフステージに応じた地域での生
活を支援するため、障害児（者）施設の有する療育支援機能を活
用し、身近な地域で療育指導等が受けられるよう、県全体の療育
相談事業の充実を図ります。

障害者福祉課

障害児保育事業

障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達
過程や障害の状態を把握し、家庭や関係機関と連携して適切な保
育を図ります。また、小学校への就学にあたっては、保育所児童
保育要録を作成し、保育所と小学校との連携を図ります。

子育て支援課

児童発達支援事業者
の指定

療育（集団及び個別）を行う必要があると認められる未就学の
障害児に対し、日常生活における基本的な動作及び知識技能を習
得し、集団生活に適応することができるよう、専門的な療育や訓
練等の支援を行う児童発達支援の充実を図ります。

障害者福祉課

放課後等デイサービ
ス事業者の指定

学校に就学しており、支援が必要と認められる障害児に対し、
放課後や学校休業日において、生活能力向上のための訓練や社会
との交流を図ることができるよう、適切かつ効果的な支援を行う
放課後等デイサービスの充実を図ります。

障害者福祉課

保育所等訪問支援事
業者の指定

保育所等集団生活を営む施設に通う障害児や保育所などのスタ
ッフに対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を
行う保育所等訪問支援の充実を図ります。

障害者福祉課

医療型児童発達支援
事業者の指定

肢体不自由があり、機能訓練や医療的管理下での支援が必要で
ある障害児童に対し、日常生活における基本的動作及び知識・技
能を習得し、集団生活に適応できるよう適切かつ効果的な訓練等
の支援を行う医療型児童発達支援の充実を図ります。

障害者福祉課

福祉型入所施設の指
定、医療型入所施設
の指定

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活
に必要な知識や技能を習得するための支援を行う施設である福祉
型入所支援と医療型入所支援の充実を図ります。

障害者福祉課

障害児相談支援
事業者の指定

障害児通所支援等（児童発達支援、放課後等デイサービスなど）
を利用する障害児に対し、適切に障害児支援計画を作成できるよ
う、障害児相談支援の充実を図ります。

障害者福祉課

福祉のまちづくり

「福岡県福祉のまちづくり条例」において、建物等について誰
もが安全で快適に利用できるよう整備の基準を定め、施設のバリ
アフリー化を推進します。
福祉のまちづくりに関する普及・啓発に努め、県民の意識の向

上を図ります。
「ふくおか・まごころ駐車場」制度により、妊産婦や障害者、

高齢者など、車の乗り降りや移動に配慮が必要な方が、公共施設
や商業施設等の障害者等用駐車場を安全・安心に利用できるよう
支援します（柱5‐2に掲載）。

障害者福祉課
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◇ 「発達障害の診断等を行っている医療機関リスト」を公表（平成26年10月7日～） ◇

身近な地域で発達障害の診断等を受けることができるよう、県内の医療機関を対象に調
査を行い、専門的に発達障害の診断や発達支援を行うことができる医療機関の情報を取り
まとめ、県ホームページで公表しています。

〇県ホームページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp

トップページ＞健康・福祉＞障害者福祉＞障
害者福祉＞発達障害の診断等を行っている医
療機関リスト

〇掲載件数 64件
（平成27年1月末時点）

北九州地区 13件
福岡地区 29件
筑後地区 18件
筑豊地区 4件

施策・事業名 施策・事業の概要 担当課

小・中・高等学校等
での取組

私立を含む、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び
中等教育学校において、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒
が、一貫した継続性のある支援を受けることができるように、支
援体制の整備を図ります。

義務教育課

特別支援学校での取
組

日常的に医療的ケアが必要な子どもが、安全に、かつ安心して
教育を受けることができ、保護者のレスパイトケアの充実が図れ
るよう、看護師を配置します。
一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実を図り、就学前か

ら学校卒業後までを見通した支援を行うことができるよう、個別
の指導計画や個別の教育支援計画を作成します。
県立特別支援学校ネットワークを構築し、学校間の専門性を補

完するとともに、小・中・高等学校等の教員への支援や情報提供
を行い、センター的機能の充実を図ります。

義務教育課

（2）特別支援教育推進体制の整備
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第3章
子ども・子育て支援
新制度の推進



第3章 子ども・子育て支援新制度の推進

認定区分 区域 構成市町村

1号認定

福岡・糸島 福岡市、糸島市

粕 屋 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

宗 像 宗像市、福津市

筑 紫 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町

朝 倉 朝倉市、筑前町、東峰村

久 留 米 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町

八女・筑後 八女市、筑後市、広川町

有 明 大牟田市、柳川市、みやま市

飯 塚 飯塚市、嘉麻市、桂川町

直方・鞍手 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町

田 川 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

北 九 州 北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

京 築 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

2号認定
3号認定

各市町村の区域（60区域）

平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」及びその関連法に基づき、「子ども・子

育て支援新制度」が平成27年4月からスタートします。

県では、「子ども・子育て支援新制度」の実施主体である市町村の円滑な取組を支援するた

め、広域調整や財政支援等を行い、保育の量を増やし待機児童の早期解消を図るとともに、幼

児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充及び質の向上を進めます。

1 幼児期の学校教育・保育の提供体制
（1）区域の設定

「子ども・子育て支援新制度」において、県は幼児期の学校教育・保育の量の見込みと提供

体制を定める単位として、区域を設定することとなっています。

この区域は、教育・保育施設の認可・認定の際に行われる需給調整の判断基準となることか

ら、幼稚園及び保育所の県内での利用実態等を踏まえて設定する必要があります。

幼稚園については、市町村の区域を超えた利用が広くされている一方、保育所については、

利用者の居住する市町村内での利用が一般的となっています。

このような状況を踏まえ、認定区分ごと（1号認定並びに2号及び3号認定は共通の2区分）

に設定し、1号認定に係る区域については13の区域、2号及び3号認定については各市町村を

区域（60区域）とします。

なお、各教育・保育施設の利用について、区域を越えた利用を妨げるものではありません。

【区域一覧】
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27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3
歳
以
上
・
就
学
前

教
育
の
み

1
号
認
定

量の見込み ① 62,578 62,303 61,176 60,362 59,651

提供体制 ② 77,215 77,332 76,501 75,875 74,618
特定教育・保育施設
（認定こども園・幼稚園） 36,870 41,968 45,317 47,463 49,583

確認を受けない幼稚園 40,345 35,364 31,184 28,412 25,035

過不足 ②-① 14,637 15,029 15,325 15,513 14,967

保
育
の
必
要
性
あ
り

2
号
認
定

量の見込み ① 74,858 74,793 73,980 73,490 73,015
教育ニーズ（幼児期の学校
教育の利用希望が強い） 10,527 10,443 10,350 10,225 10,120

保育ニーズ 64,331 64,350 63,630 63,265 62,895

提供体制 ② 66,440 68,001 68,744 69,218 69,841
特定教育・保育施設
（認定こども園・保育所） 66,240 67,801 68,544 69,018 69,641

届出保育施設 200 200 200 200 200

過不足 ②-① △8,418 △6,792 △5,236 △4,272 △3,174

0
〜
2
歳

保
育
の
必
要
性
あ
り

3
号
認
定

量の見込み ① 52,684 52,942 53,006 52,907 52,701

提供体制 ② 51,546 53,503 55,131 55,757 56,492
特定教育・保育施設
（保育所・認定こども園） 49,896 51,379 52,651 53,122 53,680

届出保育施設 240 240 240 240 240

特定地域型保育事業 1,410 1,884 2,240 2,395 2,572

過不足 ②-① △1,138 561 2,125 2,850 3,791

（単位：人）

用 語 内 容

量の見込み 就学前子どものうち、教育・保育を必要もしくは希望する子どもの人数

提供体制 教育・保育を提供する幼稚園・保育所・認定こども園等の施設の定員数

1号認定 満3歳以上の子どもで、教育標準時間認定を受けた場合

2号認定 満3歳以上の子どもで、保育認定を受けた場合

3号認定 満3歳未満の子どもで、保育認定を受けた場合

特定教育・保育施設 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定子ども園、保育所

確認を受けない幼稚園 子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園

届出保育施設
保育所と同様の業務を目的とする施設であって、知事（指定都市及び中核市の市長を
含む。）から認可を受けていないもの（いわゆる認可外保育施設）。
上記表の提供体制には、自治体が独自に運営費の補助をしている施設についてのみ計上。

特定地域型保育事業 小規模保育事業所、家庭的保育所、地域枠を設ける事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所

（2）教育・保育の量の見込みと提供体制

県全域及び県設定区域について、認定区分ごとの教育・保育の量の見込みと提供体制を定め

ます。

各年度における教育・保育の量の見込み及び提供体制については、市町村子ども・子育て支

援事業計画における数値を、県区域ごとに集計した数値となります。

教育・保育の量の見込み及び提供体制【全県合計】

※２号認定のうち幼児期の学校教育の利用希望が強い者は、幼稚園を利用し、実際の不足は解消されていく
見込みです。

※各区域別の「教育・保育の量の見込み及び提供体制」については、Ｐ105～Ｐ124に掲載しています。

※用語等について
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（3）県の認可・認定に関する需給調整の考え方

①基本的な考え方

県は、認定こども園及び保育所の認可・認定を申請した施設が適格性、認可基準を満た

す場合は認可・認定をします。

ただし、当該認定こども園、保育所が所在する県設定区域における教育・保育施設の量

の見込み（利用定員総数。確認を受けない幼稚園の定員を含む。）が、県計画で定める提

供体制の総数（必要利用定員総数）に既に達しているか、または認可・認定によってこれ

を超えることと認める場合には、需給調整を行います。

なお、政令市（北九州市、福岡市）及び中核市（久留米市）の各市内の認定こども園の

認可及び認定並びに保育所の認可については、それぞれの市が行います。

②幼稚園又は保育所が認定こども園に移行する場合の需給調整

認定こども園は幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変化等

に関わらず、柔軟に子どもを受け入れられる施設であり、地域の子育て支援を担うことか

ら、その普及を図ることが必要です。

そのため、既存の幼稚園又は保育所が認定こども園へ移行する際に、需給調整により認

可・認定できないことがないよう、量の見込みに「県計画で定める数」を上乗せします。

区域ごとの「県計画で定める上乗せ数」は、次の（ア）と（イ）を加えた数（百未満の

数は切り上げ）とします。

（ア）計画の最終年度である平成31年度における量の見込みの概ね1割

（イ）31年度において、提供体制（必要利用定員総数）が量の見込みを上回っている場

合は、その上回った数
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保育所から認定こども園へ
移行する場合

幼稚園から認定こども園へ移行する場合

区 域 県が定める数 区 域 県が定める数 区 域 県が定める数

福 岡
（福岡市が定める数）

＋800
福 岡 市 （福岡市が定める数） 糸 島 市 300

粕 屋 2,300

古 賀 市 200 須 恵 町 100

宇 美 町 100 新 宮 町 100

篠 栗 町 100 久 山 町 100

志 免 町 200 粕 屋 町 300

宗 像 600 宗 像 市 200 福 津 市 200

筑 紫 2,200

筑紫野市 400 太宰府市 200

春 日 市 500 那珂川町 200

大野城市 300

朝 倉 500
朝 倉 市 200 東 峰 村 －

筑 前 町 200

久 留 米
（久留米市が定める数）

＋400

久留米市 （久留米市が定める数） うきは市 100

大 川 市 100 大刀洗町 －

小 郡 市 200 大 木 町 100

八女・筑後 1,000
八 女 市 200 広 川 町 100

筑 後 市 400

有 明 1,000
大牟田市 300 みやま市 100

柳 川 市 400

飯 塚 600
飯 塚 市 500 桂 川 町 100

嘉 麻 市 200

直方・鞍手 1,400
直 方 市 200 小 竹 町 100

宮 若 市 200 鞍 手 町 100

田 川 400

田 川 市 300 川 崎 町 300

香 春 町 100 大 任 町 －

添 田 町 100 赤 村 －

糸 田 町 － 福 智 町 400

北 九 州
（北九州市が定める数）

＋2,100

北九州市 （北九州市が定める数） 水 巻 町 100

中 間 市 100 岡 垣 町 100

芦 屋 町 100 遠 賀 町 100

京 築 800

行 橋 市 200 吉 富 町 100

豊 前 市 200 上 毛 町 －

苅 田 町 100 築 上 町 200

みやこ町 300

【県計画で定める上乗せ数】 （※“－”は当該町村内に幼稚園がないため数は設定しない）
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2 幼児期の学校教育・保育の一体的提供
（1）認定こども園の普及
認定こども園が、幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変化等に
関わらず、柔軟に子どもを受け入れられる施設であり、地域の子育て支援の役割を担うことか
ら、認定こども園の普及を図ります。
本県の認定こども園は平成26年度末現在で41園であり、計画期間の最終年度である平成31
年度までに173園を目指します。

（2）認定こども園への移行に対する支援
① 認定こども園を目指す幼稚園や保育所に対し、必要となる施設整備に係る国庫補助制度
等の情報提供と利用促進に努めます。
② 幼保連携型認定こども園で、子どもの教育・保育に従事するには、幼稚園教諭免許と保
育士資格の両方を持つ「保育教諭」であることが必要であるため、幼稚園教諭免許状及び
保育士資格の併有を促進します。
③ 認定こども園、幼稚園、保育所の教職員を対象とした研修を充実させ、教育・保育を一
体的に提供する施設で従事する職員の育成を図ります。

3 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の従事者の
確保及び資質の向上
教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供にあたって基本となるのは人材であり、
従事者の確保及び資質の向上は大変重要です。県は、このための中心的な役割を担っているこ
とから、従事する者の確保及び質の向上に取り組みます。
（1）特定教育・保育、地域型保育の従事者
① 新たな人材確保のため、保育士養成施設に対して新規学卒者の県内認定こども園・保育
所等への就職の働きかけを行います。
② 利用児童数の増加等に対応する保育士確保のため、「保育士就職支援センター」を設置
し、就労に関する相談や就職先の紹介、斡旋を行う外、潜在保育士に対する体験実習の実
施などを行います。
③ 経験豊富な保育士等を確保するため、処遇改善など労働環境の整備に向けた取組を進め
ます。
④ 保育教諭確保のため、幼稚園教諭免許及び保育士資格取得に係る特例措置を周知すると
ともに、両方の免許、資格取得のための支援を行います。
⑤ 教育・保育従事者の資質向上を図るため、認定こども園、幼稚園、保育所それぞれの課
題に応じた研修の充実に努めます。

（2）地域子ども・子育て支援事業の従事者
① 放課後児童クラブを利用する子どもたちの安心・安全な生活の場となるよう、遊びの指
導、障害のある子どもへの対応など必要な知識や技術を習得するための放課後児童支援員
認定研修を行い、専門的かつ質の高い放課後児童支援員を認定・養成します。
② 豊かな経験や知識を持ち、子育て支援に意欲がある高齢者を「ふくおか子育てマイス
ター」に認定し、地域の様々な子育て支援分野での活躍を促進します。
③ 幅広い子育て支援分野において、経験豊かな地域の人材が幅広く活躍できるよう、必要
な知識・技術を習得するための子育て支援員認定研修を行います。
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【教育・保育に従事する者の需給の見込み】
①教育・保育に対応するための従事者数（需要量）
「市町村子ども・子育て支援事業計画」を基に積み上げられた教育・保育に係る「量の見
込み」について、配置基準等に対応するために必要となる職員数を積算したものを需要量と
しています。
なお、「量の見込み」は、教育・保育施設の利用状況に潜在的ニーズが加わったものであ

り、現行の利用水準より高くなっています。
②教育・保育に従事する者の確保可能な従事者数（供給量）
①に掲げた量の見込みや配置基準に関わらず、過去の教育・保育従事者の入職、離職の状

況を勘案し、計画期間内における本県の従事者数を推計したものを供給量としています。
③教育・保育に従事する者の需給状況表

需給状況は、以下の3つの場合を想定して示しています。
（ア）配置基準（最低基準）に対応するため、必ず必要となる配置職員数
（イ）教育・保育の質向上に対応するため、必要となる配置職員数
（ウ）本県のこれまでの教育・保育施設における配置数の実態と同水準を確保するため、必

要となる配置職員数

（ア）最低基準上、必ず配置しなければならない職員数
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

保育教諭 需 要 ① 479 479 476 473 470
供 給 ② 562 564 564 566 568
過不足②－① 83 85 88 93 98

保育士 需 要 ① 13,323 13,428 13,449 13,436 13,425
供 給 ② 15,561 15,613 15,667 15,721 15,773
過不足②－① 2,238 2,185 2,218 2,285 2,348

幼稚園教諭 需 要 ① 2,510 2,500 2,455 2,424 2,393
供 給 ② 5,073 5,091 5,108 5,125 5,142
過不足②－① 2,563 2,591 2,653 2,701 2,749

（単位：人）

（イ）教育・保育の質の向上を図る場合に配置が必要な職員数
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

保育教諭 需 要 ① 482 482 478 475 472
供 給 ② 562 564 564 566 568
過不足②－① 80 82 86 91 96

保育士 需 要 ① 13,421 13,526 13,544 13,532 13,519
供 給 ② 15,561 15,613 15,667 15,721 15,773
過不足②－① 2,140 2,087 2,123 2,189 2,254

幼稚園教諭 需 要 ① 2,510 2,500 2,455 2,424 2,393
供 給 ② 5,073 5,091 5,108 5,125 5,142
過不足②－① 2,563 2,591 2,653 2,701 2,749

（単位：人）

（ウ）本県の現在の教育・保育施設において配置されている水準による職員数
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

保育教諭 需 要 ① 650 650 646 642 638
供 給 ② 562 564 564 566 568
過不足②－① △88 △86 △82 △76 △70

保育士 需 要 ① 17,465 17,446 17,351 17,269 17,139
供 給 ② 15,561 15,613 15,667 15,721 15,773
過不足②－① △1,904 △1,833 △1,684 △1,548 △1,366

幼稚園教諭 需 要 ① 3,633 3,619 3,553 3,508 3,464
供 給 ② 5,073 5,091 5,108 5,125 5,142
過不足②－① 1,440 1,472 1,555 1,617 1,678

（単位：人）
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〇地域子育て支援拠点事業
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み（人・回） 997,401 1,001,013 997,129 986,897 975,571
提供体制（箇所） 159 160 162 164 165

〇妊婦健康診査・乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

妊婦健診（人・回） 587,240 579,936 570,580 562,571 551,845
乳児全戸訪問（人） 43,993 43,541 42,944 42,301 41,533
養育支援訪問（人） 5,443 5,554 5,663 5,770 5,873

〇子育て短期支援事業（ショートステイ）
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み（人・日） 2,905 2,885 2,863 2,841 2,819
提供体制（人・日） 2,940 2,954 2,934 2,915 2,995

〇一時預かり事業（幼稚園在園児を対象としたもの以外）、子育て援助活動支援事業（ファミリー・
サポート・センター事業）、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
量の見込み（人・日） 650,275 652,838 653,152 651,961 653,858
提供体制（人・日） 584,191 609,249 633,500 647,070 663,871
一時預かり（在園児以外） 524,338 542,560 562,015 570,400 581,484
ファミリー・サポート・センター 59,516 66,333 71,112 76,279 81,965
トワイライトステイ 337 356 373 391 422

〇一時預かり事業（幼稚園在園児を対象）
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み（人・日） 2,768,717 2,822,031 2,874,810 2,953,660 3,042,195
提供体制（人・日） 3,141,427 3,148,871 3,119,935 3,113,618 3,112,339

〇延長保育事業
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み（人） 36,259 36,351 36,145 36,009 35,672
提供体制（人） 37,794 38,135 38,322 38,509 38,727

〇病児保育事業
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み（人・日） 113,233 112,884 111,688 110,310 109,331
提供体制（人・日） 93,354 97,560 105,373 106,485 109,531

〇放課後児童クラブ
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み（人） 55,792 56,530 58,040 58,057 57,831
提供体制（人） 57,244 58,107 58,820 58,631 58,454

4 地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込み及び提供体制
市町村は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として地域の実情に応じ、市町村子ども・

子育て支援事業計画に従って「地域子ども・子育て支援事業」に取り組むこととなります。

県では、これらの事業が円滑に実施できるよう、助言・援助等必要な支援を行います。

なお、「地域子ども・子育て支援事業」のうち、定量的に整理できる事業については、市町

村計画における数値を集計したものを計上しています。
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「地域子ども・子育て支援事業」として法定されている13の事業
（1）利用者支援事業

子どもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用について情
報収集を行うとともに、それらの利用にあたっての相談に応じ、必要な助言を行い、関係機関等
との連絡調整等を実施する事業

（2）地域子育て支援拠点事業
家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応する

ため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う事業
（3）妊婦健康診査

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②
検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施
する事業

（4）乳児家庭全戸訪問事業
生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等

の把握を行う事業
（5）養育支援訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と判断さ
れる家庭に対して、保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・
家事援助などを行う事業
〇子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
要保護児童対策地域協議会（子どもを守るネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職

員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る事業
（6）子育て短期支援事業

母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事由によ
り児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預かる短期入所生活援助
（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業

（7）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の

援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連
絡、調整を行う事業

（8）一時預かり事業
家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所、幼稚園その

他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業
（9）延長保育事業

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保
育所等で引き続き保育を実施する事業

（10）病児保育事業
病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時

的に保育等を行う事業
（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に
小学校の余裕教室や児童館等において適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る
事業

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日

用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費
用等を助成する事業

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援教育経費）や障

害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れるための職
員の加配を促進するための事業
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【福岡地域】

〇福岡市、糸島市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 24,234 24,059 23,465 23,073 22,787
提供体制（b） 24,770 24,622 24,058 23,686 23,408
特定教育・保育施設 23,495 23,347 22,783 22,411 22,133
確認を受けない幼稚園 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275

過不足（ｂ）－（ａ） 536 563 593 613 621

〇福岡市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 18,960 19,285 19,260 19,393 19,612
教育ニーズ 0 0 0 0 0
保育ニーズ 18,960 19,285 19,260 19,393 19,612

提供体制（b） 19,010 19,285 19,285 19,393 19,612
特定教育・保育施設 19,010 19,285 19,285 19,393 19,612
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 50 0 25 0 0
3号 量の見込み（a） 14,609 15,237 15,810 16,306 16,711

提供体制（b） 14,724 15,237 15,810 16,306 16,711
特定教育・保育施設 14,158 14,521 14,944 15,290 15,545
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 566 716 866 1,016 1,166

過不足（b）－（a） 115 0 0 0 0

〇糸島市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,621 1,597 1,569 1,550 1,535
教育ニーズ 0 0 0 0 0
保育ニーズ 1,621 1,597 1,569 1,550 1,535

提供体制（b） 1,505 1,526 1,533 1,527 1,537
特定教育・保育施設 1,505 1,526 1,533 1,527 1,537
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 116 △ 71 △ 36 △ 23 2
3号 量の見込み（a） 1,028 1,013 995 982 973

提供体制（b） 970 984 992 988 988
特定教育・保育施設 955 969 977 973 973
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 15 15 15 15 15

過不足（b）－（a） △ 58 △ 29 △ 3 6 15

【粕屋地域】

〇古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 4,793 4,828 4,723 4,666 4,611
提供体制（b） 5,902 6,348 6,365 6,366 6,351
特定教育・保育施設 2,170 2,609 3,231 3,249 3,251
確認を受けない幼稚園 3,732 3,739 3,134 3,117 3,100

過不足（b）－（a） 1,109 1,520 1,642 1,700 1,740

（単位：人）教育・保育の量の見込み及び提供体制【各地域別】
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〇古賀市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 902 909 898 892 875
教育ニーズ 273 275 272 270 265
保育ニーズ 629 634 626 622 610

提供体制（b） 629 634 626 622 610
特定教育・保育施設 629 634 626 622 610
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 273 △ 275 △ 272 △ 270 △ 265
3号 量の見込み（a） 688 675 672 669 665

提供体制（b） 688 675 672 669 665
特定教育・保育施設 688 675 672 669 665
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0

〇宇美町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 585 606 626 648 669
教育ニーズ 158 158 158 159 160
保育ニーズ 427 448 468 489 509

提供体制（b） 389 460 460 482 515
特定教育・保育施設 389 460 460 482 515
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足 （b）－（a） △ 196 △ 146 △ 166 △ 166 △ 154
3号 量の見込み（a） 284 295 306 316 327

提供体制（b） 246 315 315 323 340
特定教育・保育施設 246 315 315 323 340
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足 （b）－（a） △ 38 20 9 7 13

〇篠栗町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 508 486 485 491 499
教育ニーズ 90 86 86 87 89
保育ニーズ 418 400 399 404 410

提供体制（b） 418 400 399 404 410
特定教育・保育施設 418 400 399 404 410
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 90 △ 86 △ 86 △ 87 △ 89
3号 量の見込み（a） 349 356 351 346 343

提供体制（b） 340 347 351 346 343
特定教育・保育施設 340 347 351 346 343
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 9 △ 9 0 0 0

〇志免町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 969 945 837 840 830
教育ニーズ 115 112 104 100 99
保育ニーズ 854 833 733 740 731

提供体制（b） 615 615 615 615 615
特定教育・保育施設 615 615 615 615 615
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 354 △ 330 △ 222 △ 225 △ 215
3号 量の見込み（a） 384 381 364 348 335

提供体制（b） 396 415 434 434 434
特定教育・保育施設 396 396 396 396 396
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 19 38 38 38

過不足（b）－（a） 12 34 70 86 99
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〇須恵町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 522 547 551 564 557
教育ニーズ 77 80 81 83 82
保育ニーズ 445 467 470 481 475

提供体制（b） 329 359 470 481 475
特定教育・保育施設 329 359 470 481 475
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 193 △ 188 △ 81 △ 83 △ 82
3号 量の見込み（a） 200 197 197 196 196

提供体制（b） 155 177 197 196 196
特定教育・保育施設 155 168 188 187 187
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 9 9 9 9

過不足（b）－（a） △ 45 △ 20 0 0 0

〇新宮町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 604 649 604 579 541
教育ニーズ 255 269 254 245 234
保育ニーズ 349 380 350 334 307

提供体制（b） 320 403 403 403 403
特定教育・保育施設 320 403 403 403 403
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 284 △ 246 △ 201 △ 176 △ 138
3号 量の見込み（a） 274 277 268 262 262

提供体制（b） 247 284 284 284 284
特定教育・保育施設 247 284 284 284 284
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 27 7 16 22 22

〇久山町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 123 124 123 119 119
教育ニーズ 48 46 46 44 44
保育ニーズ 75 78 77 75 75

提供体制（b） 75 78 77 75 75
特定教育・保育施設 75 78 77 75 75
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 48 △ 46 △ 46 △ 44 △ 44
3号 量の見込み（a） 45 42 45 46 45

提供体制（b） 45 42 45 46 45
特定教育・保育施設 45 42 45 46 45
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0

〇粕屋町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 971 830 838 830 833
教育ニーズ 90 89 90 89 90
保育ニーズ 881 741 748 741 743

提供体制（b） 841 841 841 841 841
特定教育・保育施設 841 841 841 841 841
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 130 11 3 11 8
3号 量の見込み（a） 487 489 475 466 456

提供体制（b） 575 575 575 575 575
特定教育・保育施設 575 575 575 575 575
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 88 86 100 109 119
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【宗像地域】

〇宗像市、福津市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 2,354 2,347 2,322 2,301 2,311
提供体制（b） 2,617 2,570 2,570 2,590 2,630
特定教育・保育施設 270 850 850 850 850
確認を受けない幼稚園 2,347 1,720 1,720 1,740 1,780

過不足（b）－（a） 263 223 248 289 319

〇宗像市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,216 1,192 1,150 1,084 1,061
教育ニーズ 287 281 271 256 251
保育ニーズ 929 911 879 828 810

提供体制（b） 839 889 889 889 889
特定教育・保育施設 839 889 889 889 889
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 377 △ 303 △ 261 △ 195 △ 172
3号 量の見込み（a） 779 768 753 738 723

提供体制（b） 691 726 731 736 746
特定教育・保育施設 691 726 731 736 746
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 88 △ 42 △ 22 △ 2 23

〇福津市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 693 708 727 770 798
教育ニーズ 170 174 179 189 196
保育ニーズ 523 534 548 581 602

提供体制（b） 621 742 742 792 802
特定教育・保育施設 621 742 742 792 802
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 72 34 15 22 4
3号 量の見込み（a） 334 365 371 378 361

提供体制（b） 406 414 414 384 374
特定教育・保育施設 330 330 330 300 290
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 76 84 84 84 84

過不足（b）－（a） 72 49 43 6 13
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【筑紫地域】

〇筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 6,882 6,943 6,852 6,752 6,654
提供体制（b） 7,888 8,160 8,160 8,160 8,160
特定教育・保育施設 3,275 3,547 3,547 3,547 3,547
確認を受けない幼稚園 4,613 4,613 4,613 4,613 4,613

過不足（b）－（a） 1,006 1,217 1,308 1,408 1,506

〇筑紫野市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,187 1,199 1,179 1,173 1,157
教育ニーズ 221 222 221 221 220
保育ニーズ 966 977 958 952 937

提供体制（b） 1,119 1,178 1,178 1,178 1,178
特定教育・保育施設 1,119 1,178 1,178 1,178 1,178
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 68 △ 21 △ 1 5 21
3号 量の見込み（a） 896 895 895 894 891

提供体制（b） 993 1,044 1,044 1,044 1,044
特定教育・保育施設 993 1,044 1,044 1,044 1,044
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 97 149 149 150 153

〇春日市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,218 1,269 1,254 1,230 1,192
教育ニーズ 149 155 153 150 146
保育ニーズ 1,069 1,114 1,101 1,080 1,046

提供体制（b） 1,252 1,287 1,359 1,359 1,359
特定教育・保育施設 1,252 1,287 1,359 1,359 1,359
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 34 18 105 129 167
3号 量の見込み（a） 815 785 774 760 752

提供体制（b） 744 759 797 797 797
特定教育・保育施設 744 759 797 797 797
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 71 △ 26 23 37 45

〇大野城市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,448 1,444 1,436 1,419 1,401
教育ニーズ 324 324 323 320 317
保育ニーズ 1,124 1,120 1,113 1,099 1,084

提供体制（b） 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177
特定教育・保育施設 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 271 △ 267 △ 259 △ 242 △ 224
3号 量の見込み（a） 839 825 811 808 804

提供体制（b） 830 858 867 867 867
特定教育・保育施設 830 839 848 848 848
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 19 19 19 19

過不足（b）－（a） △ 9 33 56 59 63
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〇太宰府市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 732 725 704 680 667
教育ニーズ 0 0 0 0 0
保育ニーズ 732 725 704 680 667

提供体制（b） 686 686 704 704 704
特定教育・保育施設 686 686 704 704 704
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 46 △ 39 0 24 37
3号 量の見込み（a） 623 612 594 578 563

提供体制（b） 552 552 594 594 594
特定教育・保育施設 552 552 594 594 594
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 71 △ 60 0 16 31

〇那珂川町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 844 824 792 777 753
教育ニーズ 222 218 211 209 203
保育ニーズ 622 606 581 568 550

提供体制（b） 591 645 645 645 645
特定教育・保育施設 591 645 645 645 645
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 253 △ 179 △ 147 △ 132 △ 108
3号 量の見込み（a） 529 515 494 483 468

提供体制（b） 330 496 496 496 496
特定教育・保育施設 330 496 496 496 496
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 199 △ 19 2 13 28
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【朝倉地域】

〇朝倉市、筑前町、東峰村
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 588 587 585 566 552
提供体制（b） 921 921 921 921 921
特定教育・保育施設 2 2 2 2 2
確認を受けない幼稚園 919 919 919 919 919

過不足（b）－（a） 333 334 336 355 369

〇朝倉市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,067 1,073 1,066 1,010 981
教育ニーズ 178 179 178 169 164
保育ニーズ 889 894 888 841 817

提供体制（b） 889 889 889 889 889
特定教育・保育施設 889 889 889 889 889
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 178 △ 184 △ 177 △ 121 △ 92
3号 量の見込み（a） 579 569 560 550 538

提供体制（b） 566 566 566 566 566
特定教育・保育施設 566 566 566 566 566
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 13 △ 3 6 16 28

〇筑前町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 426 423 422 416 405
教育ニーズ 144 143 143 141 137
保育ニーズ 282 280 279 275 268

提供体制（b） 436 436 436 436 436
特定教育・保育施設 436 436 436 436 436
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 10 13 14 20 31
3号 量の見込み（a） 368 359 354 349 344

提供体制（b） 285 285 335 335 355
特定教育・保育施設 285 285 335 335 355
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 83 △ 74 △ 19 △ 14 11

〇東峰村
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 48 48 48 48 48
教育ニーズ 0 0 0 0 0
保育ニーズ 48 48 48 48 48

提供体制（b） 48 48 48 48 48
特定教育・保育施設 48 48 48 48 48
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0
3号 量の見込み（a） 20 20 20 20 20

提供体制（b） 20 20 20 20 20
特定教育・保育施設 20 20 20 20 20
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0
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【久留米地域】

〇久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 4,373 4,403 4,383 4,412 4,360
提供体制（b） 6,304 6,288 6,274 6,294 6,256
特定教育・保育施設 2,437 2,437 2,440 2,437 2,657
確認を受けない幼稚園 3,867 3,851 3,834 3,857 3,599

過不足（b）－（a） 1,931 1,885 1,891 1,882 1,896

〇久留米市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 5,853 5,963 5,963 5,993 5,913
教育ニーズ 330 330 330 330 330
保育ニーズ 5,523 5,633 5,633 5,663 5,583

提供体制（b） 5,428 5,648 5,713 5,723 5,723
特定教育・保育施設 5,228 5,448 5,513 5,523 5,523
届出保育施設 200 200 200 200 200

過不足（b）－（a） △ 425 △ 315 △ 250 △ 270 △ 190
3号 量の見込み（a） 4,124 4,074 4,024 3,994 3,954

提供体制（b） 4,119 4,119 4,124 4,144 4,144
特定教育・保育施設 3,849 3,849 3,854 3,874 3,874
届出保育施設 240 240 240 240 240
特定地域型保育 30 30 30 30 30

過不足（b）－（a） △ 5 45 100 150 190

〇大川市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 512 493 475 455 457
教育ニーズ 110 106 102 98 98
保育ニーズ 402 387 373 357 359

提供体制（b） 512 493 475 455 457
特定教育・保育施設 512 493 475 455 457
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0
3号 量の見込み（a） 385 386 376 365 355

提供体制（b） 385 386 376 365 355
特定教育・保育施設 385 386 376 365 355
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0

〇小郡市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 814 801 792 818 809
教育ニーズ 124 122 120 124 123
保育ニーズ 690 679 672 694 686

提供体制（b） 729 718 710 733 749
特定教育・保育施設 729 718 710 733 749
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 85 △ 83 △ 82 △ 85 △ 60
3号 量の見込み（a） 620 613 609 602 593

提供体制（b） 508 576 576 575 593
特定教育・保育施設 508 538 538 537 555
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 38 38 38 38

過不足（b）－（a） △ 112 △ 37 △ 33 △ 27 0
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〇うきは市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 646 652 631 622 601
教育ニーズ 56 56 55 54 52
保育ニーズ 590 596 576 568 549

提供体制（b） 590 596 576 568 549
特定教育・保育施設 590 596 576 568 549
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 56 △ 56 △ 55 △ 54 △ 52
3号 量の見込み（a） 321 311 302 293 284

提供体制（b） 321 311 302 293 284
特定教育・保育施設 321 311 302 293 284
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0

〇大刀洗町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 390 410 394 400 379
教育ニーズ 20 21 20 21 20
保育ニーズ 370 389 374 379 359

提供体制（b） 385 395 395 395 395
特定教育・保育施設 385 395 395 395 395
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 5 △ 15 1 △ 5 16
3号 量の見込み（a） 258 243 237 231 225

提供体制（b） 250 250 250 250 250
特定教育・保育施設 250 250 250 250 250
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 8 7 13 19 25

〇大木町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 400 386 374 381 391
教育ニーズ 52 50 49 50 63
保育ニーズ 348 336 325 331 328

提供体制（b） 338 338 338 338 328
特定教育・保育施設 338 338 338 338 328
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 62 △ 48 △ 36 △ 43 △ 63
3号 量の見込み（a） 247 255 255 255 254

提供体制（b） 213 230 236 236 254
特定教育・保育施設 213 217 217 217 228
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 13 19 19 26

過不足（b）－（a） △ 34 △ 25 △ 19 △ 19 0
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【八女・筑後地域】

〇八女市、筑後市、広川町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 657 653 653 649 640
提供体制（b） 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484
特定教育・保育施設 802 802 802 802 802
確認を受けない幼稚園 682 682 682 682 682

過不足（b）－（a） 827 831 831 835 844

〇八女市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,149 1,125 1,076 1,066 1,056
教育ニーズ 276 270 258 256 253
保育ニーズ 873 855 818 810 803

提供体制（b） 951 941 941 941 941
特定教育・保育施設 951 941 941 941 941
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 198 △ 184 △ 135 △ 125 △ 115
3号 量の見込み（a） 699 692 679 664 648

提供体制（b） 682 701 701 701 701
特定教育・保育施設 666 666 666 666 666
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 16 35 35 35 35

過不足（b）－（a） △ 17 9 22 37 53

〇筑後市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,027 1,034 1,064 1,056 1,037
教育ニーズ 235 237 244 242 238
保育ニーズ 792 797 820 814 799

提供体制（b） 1,072 1,078 1,078 1,078 1,078
特定教育・保育施設 1,072 1,078 1,078 1,078 1,078
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 45 44 14 22 41
3号 量の見込み（a） 664 651 638 637 637

提供体制（b） 751 760 760 760 760
特定教育・保育施設 722 731 731 731 731
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 29 29 29 29 29

過不足（b）－（a） 87 109 122 123 123

〇広川町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 450 450 450 450 450
教育ニーズ 140 140 140 140 140
保育ニーズ 310 310 310 310 310

提供体制（b） 319 309 310 310 310
特定教育・保育施設 319 309 310 310 310
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 131 △ 141 △ 140 △ 140 △ 140
3号 量の見込み（a） 310 310 310 310 310

提供体制（b） 236 246 310 310 310
特定教育・保育施設 236 246 310 310 310
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 74 △ 64 0 0 0
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【有明地域】

〇大牟田市、柳川市、みやま市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み(a) 1,364 1,339 1,293 1,289 1,254
提供体制（b） 2,129 2,120 2,119 2,360 2,114
特定教育・保育施設 722 982 981 983 976
確認を受けない幼稚園 1,407 1,138 1,138 1,377 1,138

過不足（b）－（a） 765 781 826 1,071 860

〇大牟田市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,779 1,770 1,755 1,757 1,747
教育ニーズ 418 409 394 396 386
保育ニーズ 1,361 1,361 1,361 1,361 1,361

提供体制（b） 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678
特定教育・保育施設 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 101 △ 92 △ 77 △ 79 △ 69
3号 量の見込み（a） 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041

提供体制（b） 988 1,018 1,045 1,045 1,045
特定教育・保育施設 988 1,018 1,045 1,045 1,045
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 53 △ 23 4 4 4

〇柳川市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,409 1,374 1,319 1,286 1,265
教育ニーズ 204 199 191 186 183
保育ニーズ 1,205 1,175 1,128 1,100 1,082

提供体制（b） 1,276 1,294 1,294 1,304 1,304
特定教育・保育施設 1,276 1,294 1,294 1,304 1,304
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 133 △ 80 △ 25 18 39
3号 量の見込み（a） 832 819 796 772 747

提供体制（b） 817 841 841 853 853
特定教育・保育施設 817 841 841 853 853
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 15 22 45 81 106

〇みやま市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 623 629 623 610 576
教育ニーズ 90 91 90 88 83
保育ニーズ 533 538 533 522 493

提供体制（b） 623 629 623 610 576
特定教育・保育施設 623 629 623 610 576
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0
3号 量の見込み（a） 488 459 445 430 417

提供体制（b） 488 449 445 430 417
特定教育・保育施設 488 449 445 430 417
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 △ 10 0 0 0
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【飯塚地域】

〇飯塚市、嘉麻市、桂川町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 1,671 1,665 1,640 1,608 1,569
提供体制（b） 1,998 2,003 1,981 1,955 1,927
特定教育・保育施設 1,125 1,434 1,469 1,469 1,469
確認を受けない幼稚園 873 569 512 486 458

過不足（b）－（a） 327 338 341 347 358

〇飯塚市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 2,068 2,075 2,042 2,001 1,959
教育ニーズ 235 235 232 227 222
保育ニーズ 1,833 1,840 1,810 1,774 1,737

提供体制（b） 2,068 2,075 2,042 2,001 1,959
特定教育・保育施設 2,068 2,075 2,042 2,001 1,959
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0
3号 量の見込み（a） 1,759 1,720 1,694 1,666 1,638

提供体制（b） 1,692 1,707 1,716 1,716 1,716
特定教育・保育施設 1,692 1,707 1,716 1,716 1,716
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 67 △ 13 22 50 78

〇嘉麻市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 645 622 636 623 623
教育ニーズ 0 0 0 0 0
保育ニーズ 645 622 636 623 623

提供体制（b） 639 639 639 639 639
特定教育・保育施設 639 639 639 639 639
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 6 17 3 16 16
3号 量の見込み（a） 462 470 451 450 449

提供体制（b） 461 461 461 461 461
特定教育・保育施設 461 461 461 461 461
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 1 △ 9 10 11 12

〇桂川町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 278 287 272 284 263
教育ニーズ 68 70 66 69 64
保育ニーズ 210 217 206 215 199

提供体制（b） 207 207 207 207 207
特定教育・保育施設 207 207 207 207 207
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 71 △ 80 △ 65 △ 77 △ 56
3号 量の見込み（a） 236 218 212 205 197

提供体制（b） 147 147 147 147 197
特定教育・保育施設 147 147 147 147 197
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 89 △ 71 △ 65 △ 58 0
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【直方・鞍手地域】

〇直方市、宮若市、小竹町、鞍手町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 978 946 933 897 887
提供体制（b） 2,186 2,187 2,187 2,181 2,179
特定教育・保育施設 646 646 777 646 646
確認を受けない幼稚園 1,540 1,541 1,410 1,535 1,533

過不足（b）－（a） 1,208 1,241 1,254 1,284 1,292

〇直方市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 987 967 946 912 905
教育ニーズ 217 213 208 201 199
保育ニーズ 770 754 738 711 706

提供体制（b） 781 792 792 792 792
特定教育・保育施設 781 792 792 792 792
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 206 △ 175 △ 154 △ 120 △ 113
3号 量の見込み（a） 712 706 696 685 671

提供体制（b） 697 706 706 706 706
特定教育・保育施設 697 706 706 706 706
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 15 0 10 21 35

〇宮若市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 419 389 394 379 376
教育ニーズ 120 111 113 108 107
保育ニーズ 299 278 281 271 269

提供体制（b） 401 398 398 398 398
特定教育・保育施設 401 398 398 398 398
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 18 9 4 19 22
3号 量の見込み（a） 277 276 271 266 261

提供体制（b） 284 283 283 283 283
特定教育・保育施設 284 283 283 283 283
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 7 7 12 17 22

〇小竹町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 86 77 73 69 66
教育ニーズ 28 25 24 22 21
保育ニーズ 58 52 49 47 45

提供体制（b） 71 71 71 71 71
特定教育・保育施設 71 71 71 71 71
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 15 △ 6 △ 2 2 5
3号 量の見込み（a） 50 44 42 38 37

提供体制（b） 46 46 46 46 46
特定教育・保育施設 46 46 46 46 46
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 4 2 4 8 9
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〇鞍手町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 251 255 255 243 240
教育ニーズ 19 20 20 19 19
保育ニーズ 232 235 235 224 221

提供体制（b） 255 260 260 260 250
特定教育・保育施設 255 260 260 260 250
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 4 5 5 17 10
3号 量の見込み（a） 139 138 133 129 124

提供体制（b） 145 140 140 140 140
特定教育・保育施設 145 140 140 140 140
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 6 2 7 11 16

【田川地域】

〇田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 429 424 420 422 421
提供体制（b） 692 687 684 694 693
特定教育・保育施設 327 327 327 337 337
確認を受けない幼稚園 365 360 357 357 356

過不足（b）－（a） 263 263 264 272 272

〇田川市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 784 773 798 769 742
教育ニーズ 0 0 66 66 66
保育ニーズ 784 773 732 703 676

提供体制（b） 778 778 844 844 844
特定教育・保育施設 778 778 844 844 844
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 6 5 46 75 102
3号 量の見込み（a） 681 655 651 638 626

提供体制（b） 677 677 677 677 677
特定教育・保育施設 677 677 677 677 677
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 4 22 26 39 51

〇香春町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 238 239 239 237 224
教育ニーズ 0 0 0 0 0
保育ニーズ 238 239 239 237 224

提供体制（b） 230 230 230 230 230
特定教育・保育施設 230 230 230 230 230
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 8 △ 9 △ 9 △ 7 6
3号 量の見込み（a） 202 190 185 177 169

提供体制（b） 200 200 200 200 200
特定教育・保育施設 200 200 200 200 200
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 2 10 15 23 31
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〇添田町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 185 159 151 157 162
教育ニーズ 33 28 27 28 29
保育ニーズ 152 131 124 129 133

提供体制（b） 152 131 124 129 133
特定教育・保育施設 152 131 124 129 133
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 33 △ 28 △ 27 △ 28 △ 29
3号 量の見込み（a） 122 126 125 122 120

提供体制（b） 122 126 125 122 120
特定教育・保育施設 122 126 125 122 120
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0

〇糸田町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 161 160 151 158 156
教育ニーズ 10 10 10 10 10
保育ニーズ 151 150 141 148 146

提供体制（b） 220 220 220 210 210
特定教育・保育施設 220 220 220 210 210
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 59 60 69 52 54
3号 量の見込み（a） 133 130 129 129 127

提供体制（b） 144 144 144 144 144
特定教育・保育施設 144 144 144 144 144
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 11 14 15 15 17

〇川崎町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 358 346 339 324 316
教育ニーズ 19 19 19 19 19
保育ニーズ 339 327 320 305 297

提供体制（b） 390 390 390 390 390
特定教育・保育施設 390 390 390 390 390
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 32 44 51 66 74
3号 量の見込み（a） 245 239 230 222 216

提供体制（b） 380 380 380 380 380
特定教育・保育施設 380 380 380 380 380
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 135 141 150 158 164

〇大任町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 119 132 122 108 95
教育ニーズ 15 17 16 14 12
保育ニーズ 104 115 106 94 83

提供体制（b） 104 115 106 94 83
特定教育・保育施設 104 115 106 94 83
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 15 △ 17 △ 16 △ 14 △ 12
3号 量の見込み（a） 79 69 67 64 63

提供体制（b） 79 69 67 64 63
特定教育・保育施設 79 69 67 64 63
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0
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〇赤村
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 75 73 69 72 66
教育ニーズ 0 0 0 0 0
保育ニーズ 75 73 69 72 66

提供体制（b） 75 73 69 72 66
特定教育・保育施設 75 73 69 72 66
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0
3号 量の見込み（a） 71 65 64 63 62

提供体制（b） 71 65 64 63 62
特定教育・保育施設 71 65 64 63 62
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0

〇福智町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 468 437 418 409 417
教育ニーズ 22 21 20 19 20
保育ニーズ 446 416 398 390 397

提供体制（b） 593 593 593 593 593
特定教育・保育施設 593 593 593 593 593
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 125 156 175 184 176
3号 量の見込み（a） 335 341 335 328 322

提供体制（b） 452 452 452 452 452
特定教育・保育施設 452 452 452 452 452
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 117 111 117 124 130
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【北九州地域】

〇北九州市、中間市、 屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 12,957 12,830 12,657 12,499 12,385
提供体制（b） 18,177 17,797 17,589 17,189 16,632
特定教育・保育施設 1,384 4,770 7,608 10,020 11,758
確認を受けない幼稚園 16,793 13,027 9,981 7,169 4,874

過不足（b）－（a） 5,220 4,967 4,932 4,690 4,247

〇北九州市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 12,626 12,513 12,342 12,203 12,099
教育ニーズ 3,618 3,586 3,536 3,497 3,467
保育ニーズ 9,008 8,927 8,806 8,706 8,632

提供体制（b） 9,535 10,015 10,401 10,651 10,951
特定教育・保育施設 9,535 10,015 10,401 10,651 10,951
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 3,091 △ 2,498 △ 1,941 △ 1,552 △ 1,148
3号 量の見込み（a） 9,895 9,815 9,737 9,525 9,323

提供体制（b） 9,382 10,143 10,828 10,978 11,158
特定教育・保育施設 8,747 9,309 9,828 9,978 10,158
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 635 834 1,000 1,000 1,000

過不足（b）－（a） △ 513 328 1,091 1,453 1,835

〇中間市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 683 658 649 622 616
教育ニーズ 183 176 174 167 165
保育ニーズ 500 482 475 455 451

提供体制（b） 494 494 479 479 479
特定教育・保育施設 494 494 479 479 479
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 189 △ 164 △ 170 △ 143 △ 137
3号 量の見込み（a） 347 413 401 393 384

提供体制（b） 405 405 420 420 420
特定教育・保育施設 396 396 396 396 396
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 9 9 24 24 24

過不足（b）－（a） 58 △ 8 19 27 36

〇 屋町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 222 220 223 223 216
教育ニーズ 56 55 56 56 54
保育ニーズ 166 165 167 167 162

提供体制（b） 190 190 190 190 190
特定教育・保育施設 190 190 190 190 190
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 32 △ 30 △ 33 △ 33 △ 26
3号 量の見込み（a） 146 142 138 135 133

提供体制（b） 150 150 150 150 150
特定教育・保育施設 150 150 150 150 150
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 4 8 12 15 17
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〇水巻町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 376 369 342 336 339
教育ニーズ 128 125 116 114 115
保育ニーズ 248 244 226 222 224

提供体制（b） 271 271 271 271 271
特定教育・保育施設 271 271 271 271 271
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 105 △ 98 △ 71 △ 65 △ 68
3号 量の見込み（a） 223 226 235 230 223

提供体制（b） 227 227 235 230 227
特定教育・保育施設 227 227 235 230 227
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 4 1 0 0 4

〇岡垣町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 383 383 396 387 381
教育ニーズ 205 205 212 207 204
保育ニーズ 178 178 184 180 177

提供体制（b） 134 144 144 140 177
特定教育・保育施設 134 144 144 140 177
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 249 △ 239 △ 252 △ 247 △ 204
3号 量の見込み（a） 217 214 206 205 199

提供体制（b） 140 150 145 145 199
特定教育・保育施設 125 135 130 130 164
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 15 15 15 15 35

過不足（b）－（a） △ 77 △ 64 △ 61 △ 60 0

〇遠賀町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 251 246 242 238 231
教育ニーズ 39 38 37 37 36
保育ニーズ 212 208 205 201 195

提供体制（b） 168 168 205 205 205
特定教育・保育施設 168 168 205 205 205
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 83 △ 78 △ 37 △ 33 △ 26
3号 量の見込み（a） 199 192 186 180 174

提供体制（b） 152 152 186 191 191
特定教育・保育施設 152 152 186 186 186
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 5 5

過不足（b）－（a） △ 47 △ 40 0 11 17
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【京築地域】

〇行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1号 量の見込み（a） 1,298 1,279 1,250 1,228 1,220
提供体制（b） 2,147 2,145 2,109 1,995 1,863
特定教育・保育施設 215 215 500 710 1,155
確認を受けない幼稚園 1,932 1,930 1,609 1,285 708

過不足（b）－（a） 849 866 859 767 643

〇行橋市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 1,229 1,233 1,225 1,245 1,242
教育ニーズ 368 370 367 374 373
保育ニーズ 861 863 858 871 869

提供体制（b） 815 885 985 1,105 1,245
特定教育・保育施設 815 885 985 1,105 1,245
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 414 △ 348 △ 240 △ 140 3
3号 量の見込み（a） 678 675 674 673 672

提供体制（b） 594 664 674 674 674
特定教育・保育施設 575 645 655 655 655
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 19 19 19 19 19

過不足（b）－（a） △ 84 △ 11 0 1 2

〇豊前市
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 511 511 511 511 511
教育ニーズ 23 24 23 22 22
保育ニーズ 488 487 488 489 489

提供体制（b） 520 520 520 520 520
特定教育・保育施設 520 520 520 520 520
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 9 9 9 9 9
3号 量の見込み（a） 356 356 356 356 356

提供体制（b） 300 320 340 360 380
特定教育・保育施設 300 320 340 360 380
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 56 △ 36 △ 16 4 24

〇苅田町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 677 655 628 597 592
教育ニーズ 177 171 164 156 155
保育ニーズ 500 484 464 441 437

提供体制（b） 489 489 489 489 489
特定教育・保育施設 489 489 489 489 489
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 188 △ 166 △ 139 △ 108 △ 103
3号 量の見込み（a） 390 386 376 366 356

提供体制（b） 394 394 394 394 394
特定教育・保育施設 394 394 394 394 394
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 4 8 18 28 38
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〇みやこ町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 345 318 309 276 279
教育ニーズ 51 47 46 41 41
保育ニーズ 294 271 263 235 238

提供体制（b） 445 445 445 445 445
特定教育・保育施設 445 445 445 445 445
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 100 127 136 169 166
3号 量の見込み（a） 167 172 165 158 151

提供体制（b） 180 180 180 180 180
特定教育・保育施設 180 180 180 180 180
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 13 8 15 22 29

〇吉富町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 173 174 167 157 156
教育ニーズ 3 3 3 3 3
保育ニーズ 170 171 164 154 153

提供体制（b） 156 156 167 157 167
特定教育・保育施設 156 156 167 157 167
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 17 △ 18 0 0 11
3号 量の見込み（a） 112 111 108 104 101

提供体制（b） 106 99 108 108 108
特定教育・保育施設 106 99 108 108 108
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） △ 6 △ 12 0 4 7

〇上毛町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 165 165 165 165 165
教育ニーズ 5 5 5 5 5
保育ニーズ 160 160 160 160 160

提供体制（b） 170 170 165 165 165
特定教育・保育施設 170 170 165 165 165
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 5 5 0 0 0
3号 量の見込み（a） 130 130 130 130 130

提供体制（b） 130 130 130 130 130
特定教育・保育施設 130 130 130 130 130
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0

〇築上町
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2号 量の見込み（a） 399 387 391 378 364
教育ニーズ 29 27 27 27 26
保育ニーズ 370 360 364 351 338

提供体制（b） 399 387 391 378 364
特定教育・保育施設 399 387 391 378 364
届出保育施設 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 0 0 0 0 0
3号 量の見込み（a） 202 194 188 181 175

提供体制（b） 228 228 228 228 228
特定教育・保育施設 228 228 228 228 228
届出保育施設 0 0 0 0 0
特定地域型保育 0 0 0 0 0

過不足（b）－（a） 26 34 40 47 53
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目標数値一覧

柱 番
号

項 目
〔担当課〕 目標内容 基準

平成26年度（見込含）
目標

平成31年度

1
未
来
の
社
会
・
家
庭
を
築
く

若
者
の
育
成
と
支
援

1
若者しごとサポートセンターの就職支
援の充実 就職者数 6,000人 延べ 32,000人

〔労働政策課〕

2
30代チャレンジ応援センターの就職
支援の充実 就職者数 1,000人 延べ 5,000人

〔労働政策課〕

3
若者の農林水産業への参入と定着促進

新規就業者数
農 業 200人（見込）
林 業 50人（見込）
水産業 45人（見込）

農 業200人／年（H28年度）
林 業 50人／年（H29年度）
水産業 60人／年（H29年度）〔後継人材育成室、林業振興課、水産振興課〕

4
結婚応援事業の推進 出会い応援イベント

参加者数
4,500人 10,000人

〔子育て支援課〕

2
子
育
て
と
仕
事
が
両
立

で
き
る
環
境
の
整
備

5
「子育て応援宣言企業」の推進 子育て応援

宣言企業数
5,040社

6,000社
（Ｈ28年度）〔新雇用開発課〕

6
子育て女性就職支援センターの充実

就職者数 600人 延べ 4,275人
〔新雇用開発課〕

3
子
ど
も
と
母
性
の

健
康
の
確
保
と
増
進

7
周産期医療体制の充実 県内の高度周産期医療機関

のNICU病床数
189床

192床
（H28年度）〔医療指導課〕

8
小児に関する医療情報の提供 小児救急医療ガイドブック

配布部数
延べ

60万9千部
延べ

84万4千部〔医療指導課〕

9
妊娠の早期届出の推進 妊娠満11週以内での妊娠

の届出率
86.9％

（H25年度）
100%

〔健康増進課〕

4
地
域
に
お
け
る

多
様
な
子
育
て
支
援

10
地域子育て支援拠点の拡大

実施施設数 154か所（見込） 165か所
〔子育て支援課〕

11
ファミリー・サポート・センターの設
置促進 設置市町村数 24市町 36市町村

〔子育て支援課〕

12
一時預かりの拡大 一時預かり実施施設数

（幼稚園等における在園児
対象を除く）

369か所（見込） 413か所
〔子育て支援課〕

13
ショートステイ事業（短期入所生活援
助事業）の拡大 実施市町村数 17市町（見込） 39市町村

〔子育て支援課〕

14
トワイライトステイ事業（夜間養護事
業）の拡大 実施市町村数 13市町（見込） 17市町

〔子育て支援課〕

15
「子育て応援の店」の推進

登録店舗数 20,000店舗 23,000店舗

子育て応援パスポートサー
ビス提供店舗数

900店舗（見込） 2,000店舗
〔子育て支援課〕

16
保育所待機児童の解消

待機児童数 315人 0人
〔子育て支援課〕

17
放課後児童クラブの拡大

利用児童数 46,467人（見込） 58,454人
〔子育て支援課〕

18
延長保育の拡大

実施施設数 808か所（見込） 879か所
〔子育て支援課〕

19
病児保育の拡大

実施施設数 80か所（見込） 98か所
〔子育て支援課〕

20
ふくおか子育てマイスターの活躍

マイスター認定者数 900人（見込） 1,500人

マイスターが活動する市町
村数

50市町（見込） 全市町村
〔子育て支援課〕
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柱 番
号

項 目
〔担当課〕 目標内容 基準

平成26年度（見込含）
目標

平成31年度

5
子
ど
も
の
安
全
と
安
心
の

生
活
環
境
の
整
備

21
歩道のバリアフリー化の推進 バリアフリー新法に基づく

歩道のバリアフリー化率
89%

（H25年度）
約100%

（H32年度末）〔道路維持課〕

22
通学路の歩道整備

通学路の歩道整備率
56%

（H25年度）
約6割

（H28年度末）〔道路維持課〕

23
不特定かつ多数が利用する建築物のバ
リアフリー化 基準適合率 68.9%

75%以上
（H28年度）

〔建築指導課〕

24
公立学校における交通安全教室の実施 小学校実施率

中学校実施率
高等学校実施率

100 %
70 %
100 %

100%
100%
100%〔体育スポーツ健康課〕

6
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の

た
め
の
教
育
環
境
の
整
備

25
確かな学力の育成

全国学力・学習状況調査に
おける平均正答率の全国平
均との比較
（小学校4教科区分、中学校
4教科区分の計8教科区分）

全ての教科区分で
全国平均を下回る

全ての教科区分で
全国平均を上回る

(H28年度）

〔義務教育課〕

26
青少年アンビシャス運動の推進

参加団体数 1,550団体 2,000団体
〔青少年アンビシャス運動推進室〕

7
き
め
細
か
な
対
応
が
必
要
な

子
ど
も
へ
の
支
援

27
里親制度の推進

要保護児童の里親等への委
託率(政令市除く)

16% 23%

ファミリーホーム（小規模
住居型児童養育事業）の実
施か所数

4か所 5か所

〔児童家庭課〕

28
施設のケア形態の小規模化の推進 地域小規模児童養護施設及

び小規模グループケア実施
か所数(政令市除く）

27か所 45か所

〔児童家庭課〕

29
児童発達支援の促進 1か月あたりの

利用実人員
2,302人

（H25年度）
3,057人

（H29年度）〔障害者福祉課〕

30
放課後等デイサービスの促進 1か月あたりの

利用実人員
2,450人

（H25年度）
5,878人

（H29年度）〔障害者福祉課〕

31
保育所等訪問支援の促進 1か月あたりの

利用実人員
80人

（H25年度）
399人

（H29年度）〔障害者福祉課〕

32
医療型児童発達支援の促進 1か月あたりの

利用実人員
97人

（H25年度）
125人

（H29年度）〔障害者福祉課〕

33
福祉型入所支援、医療型入所支援
の促進

福祉型入所支援
1か月あたりの
利用実人員

医療型入所支援
1か月あたりの
利用実人員

280人
（H25年度)

180人
（H25年度）

334人
（H29年度)

223人
（H29年度）

〔障害者福祉課〕

34
障害児相談支援の促進 1年あたりの

利用実人員
287人

（H25年度）
10,613人
（H29年度）〔障害者福祉課〕

35
小・中・高等学校での特別な教育支援
の取組

通常の学級で特別な教育的
支援が必要な幼児児童生徒
に個別の教育支援計画を作
成している学校の割合

93.4％
（H25年度実績）

100%

〔義務教育課〕
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資料1

○児童相談所

子どもの福祉に関する様々な問題について、
専門の職員が相談に応じます。

各児童相談所 TEL

福岡県

福 岡 092-586-0023

久留米 0942-32-4458

田 川 0947-42-0499

大牟田 0944-54-2344

宗 像 0940-37-3255

京 築 0979-84-0407

北九州市子ども総合センター 093-881-4152

福岡市こども総合相談センター 092-833-3000

【受付時間】 毎日24時間

○家庭児童相談室

家庭における子どもの養育や親子関係等に
関する相談に応じます。

各保健福祉（環境）事務所 TEL
筑 紫 092-571-0051

粕 屋 092-939-1929

宗像・遠賀（遠賀分庁舎） 093-201-5075

嘉穂・鞍手（直方分庁舎） 0949-23-2028

田 川 0947-46-1092

北 筑 後（ 本 庁 舎 ） 0946-22-4195

南筑後（八女分庁舎） 0943-23-2119

京 築 0930-24-3598

【受付時間】 月～金曜 9時～17時
※北九州市、福岡市、その他の市（一部を
除く）にもあります。

○子どもホットライン24

いじめや不登校、学習・進路、しつけ、非
行や障害に関することなど児童生徒のいろ
いろな問題について、相談に応じます。

各教育事務所 TEL
福 岡 092-641-9999

北 九 州 0949-24-3344

北 筑 後 0942-32-3000

南 筑 後 0942-52-4949

筑 豊 0948-25-3434

京 築 0979-82-4444

【電話による相談】 毎日24時間

○小児救急医療電話相談

子どもの急な病気やケガで心配なとき、ご
相談ください。

プッシュ回線電話（携帯電話も可）から

#8000

・ダイヤル回線電話からは専用電話番号へ

北九州地域 TEL 093-662-6700

福 岡 地 域 TEL 092-661-0771

筑 後 地 域 TEL 0942-37-6116

筑 豊 地 域 TEL 0948-23-8270

【受付時間】 平日 19時～翌朝7時
土曜 12時～翌朝7時
日曜・祝日 終日

相談機関の情報は、「福岡県にこにこ家族づく
りポータルサイト」にも掲載しています。

http://kazoku.pref.fukuoka.lg.jp/

○親・おや電話（社会教育総合センター）

乳幼児期から青少年期の子どもの保護者を
対象に、家庭教育全般にわたる相談に応じ
ます。

・電話相談

TEL 092-947-3515

【受付時間】
月～土曜 9時～17時
（日曜、センターの休所日、第2月曜、第4
土曜、祝日を除く）
17時～9時は留守番電話・FAXで対応

・ふくおか子育てパーク メール相談

http://www.kosodate.pref.fukuoka.jp/

福岡県の子どもや子育てに関する相談機関

資
料
編

131



○にんしんS0Sふくおか
～思いがけない妊娠・子育て・思春期相談～

福岡県看護協会の専門相談員（保健師、助
産師）が対応します。

【主な相談内容】
・妊娠、出産に関すること

妊娠による身体や心の変化、妊娠中の生
活、思いがけない妊娠、出産しても育て
られない など

・子育てに関すること
子どもの身体発育、ことば、授乳、離乳
食、食事や睡眠などの生活習慣、予防接
種、しつけ、子育てや人間関係などの親
の悩み など

・思春期に関すること
思春期の性、性感染症、友人や親子の人
間関係などの心の問題 など

TEL 092-642-0110

【受付時間】 毎日9時～17時30分
（年末年始を除く）

メール相談も受け付けています※
https://www.fukuoka-kango.or.jp/kenmin/sos/
※お急ぎの方は電話相談をご利用ください

○思春期相談

思春期の子どもに関する相談に、精神保健
福祉相談として対応しています。

福岡県精神保健福祉センター
TEL

092-582-7500

■大牟田市

大牟田市保健所（福祉課）
TEL

0944-41-2663【受付時間】 月～金曜 8時30分～17時15分
【受付時間】 月～金曜 8時30分～17時15分

各保健福祉（環境）事務所 TEL
筑 紫 092-513-5585

粕 屋 092-939-1185

糸 島 092-322-3326

宗 像 ・ 遠 賀 0940-36-2473

嘉 穂 ・ 鞍 手 0948-21-4875

田 川 0947-42-9307

北 筑 後 0946-22-3965

南 筑 後 0944-72-2176

京 築 0930-23-2966

■久留米市

久留米市保健所
（保健予防課精神保健チーム）

TEL
0942-30-9728

【受付時間】 月～金曜 8時30分～17時15分

■北九州市

北九州市立精神保健福祉センター
TEL

093-522-8729

【受付時間】 月～金曜 8時30分～17時15分
【受付時間】 月～金曜 8時30分～17時15分

北九州市各区高齢者・
障害者相談コーナー

TEL

門 司 区 093-321-4800

小 倉 北 区 093-582-3430

小 倉 南 区 093-952-4800

若 松 区 093-751-4800

八 幡 東 区 093-671-4800

八 幡 西 区 093-642-1441(代)

戸 畑 区 093-881-4800

■福岡市

福岡市精神保健福祉センター
TEL

092-737-8826

【受付時間】 月・水・金曜10時～16時

福岡市各区保健福祉センター TEL
東 区 092-645-1079

博 多 区 092-419-1092

中 央 区 092-761-7339

南 区 092-559-5118

城 南 区 092-831-4209

早 良 区 092-851-6015

西 区 092-895-7074

【受付時間】 月～金曜 8時30分～17時15分

【受付時間】 月～金曜 9時～17時
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○少年相談

少年非行やいじめ・被害に関する相談に応
じています。
少年育成指導官が中心となって心のSOSを
受け止めます。

少年サポートセンター TEL
ハートケ ア 中 央 092-588-7830

ハートケアふくおか 092-841-7830

ハートケア北九州 093-881-7830

ハートケアいいづか 0948-21-3751

ハートケアくるめ 0942-30-7867

【受付時間】 月～金曜 9時～17時45分
（祝日、年末年始を除く）

○福岡犯罪被害者総合サポートセンター

犯罪による被害でお悩みの被害者ご本人と
そのご家族、ご遺族の方が、元の平穏な生
活を一刻も早く取り戻すことができるよう
支援します。
ひとりで悩まず、勇気を出して、まずはお
電話を。

TEL 092-735-3156（福 岡）
093-582-2796（北九州）

【受付時間】 月～金曜 9時～16時
（土・日祝日、年末年始を除く）

【主な相談内容等】
・支援制度の紹介・支援情報の提供
・専門機関の紹介
・面接相談・カウンセリング(要予約)
・付き添い支援

○性暴力被害者支援センター・ふくおか

性暴力の被害にあわれた方が安心して相談
でき、医療面のケアを含め必要な支援を迅
速に受けることができるよう設置した公的
な相談窓口です。
ひとりで悩まず、ご相談ください。

TEL 092-762-0799

【受付時間】 9時～24時
（年末・年始を除く）

【主な相談内容等】
・女性相談員による電話相談
・支援制度・専門機関の紹介
・面接相談・カウンセリング、弁護士によ
る法律相談
・付き添い支援

○福岡県あすばる女性相談ホットライン
（福岡県男女共同参画センター）

家事・育児・介護やDVなど女性に関する
問題の相談を、女性相談員がお受けします。

TEL 092-584-1266

【受付時間】 9時～17時
（8月13日～15日、年末年始
を除く）
金曜 18時～20時30分
（祝日を除く）

○女性の健康支援センター・不妊専門相談センター

→ P46参照

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター

→ P90参照
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資料2

柱 番
号

項 目
〔担当課〕

目標内容
基準値

平成21年度
目標数値
平成26年度

実績数値
平成25年度

1
こ
れ
か
ら
家
庭
を
築
く

若
者
の
支
援

1
若者しごとサポートセンターの就職支援の充実 利用者数

就職者数
335,825人
50,051人

573,000人
74,000人

499,764人
71,632人〔労働政策課〕

2
30代チャレンジ応援センターの就職支援の充実 利用者数

就職者数
14,211人
576人

37,000人
8,000人

64,724人
4,188人〔労働政策課〕

3
結婚応援事業の推進 出会い応援

団体数
236団体 300団体 306団体

〔子育て支援課〕

2
子
育
て
と
仕
事
が
両
立

で
き
る
環
境
の
整
備

4
「子育て応援宣言企業」の推進 子育て応援

宣言企業数
2,648社 5,000社 4,748社

〔新雇用開発課〕

5
子育て女性就職支援センターの充実

就職者数 335人 2,100人 2,465人
〔新雇用開発課〕

3
地
域
に
お
け
る
多
様
な
子
育
て
支
援

6
乳児家庭全戸訪問事業の拡大

実施市町村数 42市町村
全市町村

（60市町村）
60市町村

〔健康増進課〕

7
養育支援訪問事業の拡大

実施市町村数 31市町村
全市町村

（60市町村）
54市町村

〔健康増進課〕

8
地域子育て支援拠点の拡大

実施施設数 137か所 162か所 146か所
〔子育て支援課〕

9
ファミリー・サポート・センターの設置促進

設置市町村数 18市町村 36市町村 24市町村
〔子育て支援課〕

10
保育所等における一時預かりの拡大

実施施設数 301か所 372か所 361か所
〔子育て支援課〕

11
ショートステイ事業（短期入所生活援助事業）
の拡大 実施市町村数 19市町村 24市町村 21市町村

〔子育て支援課〕

12
トワイライトステイ事業（夜間養護事業）の拡大

実施市町村数 12市町村 14市町村 13市町村
〔子育て支援課〕

13
「子育て応援の店」の推進

登録店舗数 10,003店舗 20,000店舗 19,193店舗
〔子育て支援課〕

14
保育所の利用児童数の拡大（通常保育事業）

利用児童数 96,000人 100,505人 102,945人
〔子育て支援課〕

15
放課後児童クラブの拡大

実施施設数 799か所 989か所 1,025か所
〔子育て支援課〕

16
延長保育の拡大

実施施設数 698か所 750か所 754か所
〔子育て支援課〕

17
休日保育の拡大

実施施設数 29か所 50か所 31か所
〔子育て支援課〕

18
特定保育の拡大

実施施設数 23か所 31か所 28か所
〔子育て支援課〕

19
夜間保育の拡大

実施施設数 3か所 5か所 4か所
〔子育て支援課〕

20
病児・病後児保育の拡大

実施施設数 61か所 100か所 77か所
〔子育て支援課〕

※最終達成状況は、別途公表予定です。

福岡県次世代育成支援行動計画
～出会い・子育て応援プラン～における目標数値の状況
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柱 番
号

項 目
〔担当課〕

目標内容
基準値

平成21年度
目標数値
平成26年度

実績数値
平成25年度

4
子
ど
も
と
母
性
の
健
康
の

確
保
と
増
進

21
周産期医療体制の充実 県内の高度周産期医療機

関のNICU病床数
132床
（H20）

183床 180床
〔医療指導課〕

22
小児救急医療の充実

二次救急体制の確立地域 7地域
8地域
（H24）

7地域
〔医療指導課〕

23
小児に関する医療情報の提供 小児救急医療ガイドブッ

ク配布部数
延べ

33万2千部
延べ

46万部（H24）
延べ

56万2千部〔医療指導課〕

24

教科等と関連させた食に関する指導の年間
指導計画を作成している学校の割合の拡大 年間指導計画作成割合（小学校）

年間指導計画作成割合（中学校）
92.6%
87.3%

100%
100%

100.0%
99.4%

〔体育スポーツ健康課〕

5
子
ど
も
の
安
全
と
安
心
の

生
活
環
境
の
整
備

25
歩道のバリアフリー化の推進 バリアフリー新法に基づく

歩道のバリアフリー化率
57.9%
（H20）

75%
（H24）

89.3%
〔道路維持課〕

26
福祉のまちづくり支援事業の拡大 モデル事業実施（改善含む）

市町村数（政令市除く）
24市町村

25市町村
（H24）

H24年度で
事業終了〔建築指導課〕

27
公立学校における交通安全教室の実施 小学校実施率

中学校実施率
高等学校実施率

96.1%
39.0%
92.3%

100%
100%
100%

99.2%
64.7%
98.0%〔体育スポーツ健康課〕

28
青少年ハートケア推進事業の充実 少年補導職員等による支

援対象人数
70人 60人

H25は事業を
組替えて実施

（H25末で終了）〔少年課〕

6
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
教
育
環
境
の
整
備

29
確かな学力の育成

全国学力・学習状況調査における
平均正答率の全国平均との比較
（小学校4教科区分、中学校4教科
区分の計8教科区分）

中学校の1教科
区分が全国平均
を上回っている。

全ての教科区分
で全国平均を上
回る（H25）

小学校の2教科
区分が全国平均
を上回った。

〔義務教育課〕

30
学校施設の整備（耐震化の推進）

県立学校の耐震化率
68.1%

（H21.4.1）
100%

（H27年度末）
95.9%

（H26.4.1）〔施設課〕

31
運動部活動の適切な運営と活性化 県立高等学校の運動部活

動の加入率
43% 45% 46.1%

〔体育スポーツ健康課〕

32
青少年アンビシャス運動の推進

参加団体数 1,365団体
2,000団体
（H23） 1,503団体

〔青少年アンビシャス運動推進室〕

33
総合型地域スポーツクラブの設立推進

スポーツクラブ数
40市区町村
56クラブ

72市区町村
72クラブ（H25）

53市区町村
76クラブ〔県民文化スポーツ課〕

34
県立学校体育施設開放の拡大

実施校数 33校 59校 45校
〔体育スポーツ健康課〕

7
き
め
細
や
か
な
対
応
が
必
要
な
子
ど
も
へ
の
支
援

35
要保護児童対策地域協議会の設置の拡大 設置市町村数

（政令市除く)
57市町村

全市町村
（58市町村）

58市町村
〔児童家庭課〕

36
里親制度の推進 要保護児童の里親等への

委託率（政令市除く)
10% 15% 17.2%

〔児童家庭課〕

37

ファミリーホーム（小規模住居型児童
養育事業）の推進 実施か所数

（政令市除く)
0か所 5か所 3か所

〔児童家庭課〕

38

小規模グループケア（児童養護施設等
のケア形態の小規模化）の推進 実施か所数

（政令市除く)
10か所 15か所 20か所

〔児童家庭課〕

39
母子家庭自立支援給付金事業の拡充

自立支援教育訓練給付金
事業実施市数
（政令市・中核市除く)
高等技能訓練促進費等事
業実施市数
（政令市・中核市除く)

21市

25市

全市（25市）

全市（25市）

24市

25市
〔児童家庭課〕

40
重症心身障害児（者）通園事業の拡大 実施か所数

（政令市除く)
4か所

5か所
（H23）

－
〔障害者福祉課〕

41

発達障害児等相談支援事業の拡充（県
立高等学校における体制整備） 校内委員会の設置

特別支援教育コーディネーターの指名
72.2%
70.4%

100%
100%

100%
100%

〔義務教育課〕
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資料3
「子育て等に関する県民意識調査」の概要

1 調査の目的

少子化対策を進める上での基礎資料として、県民の子育てや結婚などについての意識を把握

するために実施したもの。

2 調査の設計

（1）調 査 地 域 福岡県全域

（2）調査対象者 福岡県内に居住する満20歳から49歳の男女

（3）標 本 数 10,000サンプル

（4）抽 出 方 法 選挙人名簿（平成25年10月現在）から無作為抽出法

（5）調 査 方 法 郵送法

（6）調 査 期 間 平成25年11月18日～11月29日

（7）回収数（率） 3,727サンプル（37.3％）

3 調査の事項

（1）少子化問題について

出生率低下の認知度、晩婚化の原因、子どもを生み育てる意味、理想の子どもの数、

実際に持つつもりの子どもの数

（2）妊娠と出産について

妊婦健康診査の必要性や助成制度の認知度、“飛び込み出産”の認知度・防止策 等

（3）子育て環境と支援策について

子育てを取り巻く環境についての評価、少子化対策に必要な施策、子どもを健やかに

生み育てるために期待する施策、男性が子育てに参加するために必要な施策 等

（4）子育てについて

子育ての楽しさ、子育ての悩みや不安の有無・相談相手、育児への関わり方の自己評

価・配偶者の関わり方についての不満点、子どもの急病時の対応、今後の就業意向 等

（5）結婚に対する意識について

結婚のイメージ、独身生活の利点、結婚の利点、自分自身の結婚について 等

4 調査の結果

福岡県ホームページに掲載

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kosodateishikityousa25.html
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資料4 子ども・子育て支援法（抄）
（平成24年8月22日法律第65号）

第一章 総則（第一条―第七条）

第二章 子ども・子育て支援給付

第一節 通則（第八条）

第二節 子どものための現金給付（第九条・第十条）

第三節 子どものための教育・保育給付

第一款 通則（第十一条―第十八条）

第二款 支給認定等（第十九条―第二十六条）

第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給（第二十七条―第三十条 （略）

�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

）

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第一節 特定教育・保育施設（第三十一条―第四十二条）

第二節 特定地域型保育事業者（第四十三条―第五十四条）

第三節 業務管理体制の整備等（第五十五条―第五十七条）

第四節 教育・保育に関する情報の報告及び公表（第五十八条）

第四章 地域子ども・子育て支援事業（第五十九条）

第五章 子ども・子育て支援事業計画（第六十条―第六十四条）

第六章 費用等（第六十五条―第七十一条） （略）

第七章 子ども・子育て会議等（第七十二条―第七十七条）

第八章 雑則（第七十八条―第八十二条）

第九章 罰則（第八十三条―第八十七条 （略）

�
�
�
�
�

）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ど

も・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の

子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役

割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。

2 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長

するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。

3 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われなければならない。

（市町村等の責務）

第三条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な

子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業

その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調

整その他の便宜の提供を行うこと。

三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又

は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供さ

れるよう、その提供体制を確保すること。

2 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に

行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、
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特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならない。

3 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく

業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支

援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

（事業主の責務）

第四条 事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活

との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援

に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。

（国民の責務）

第五条 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体

が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。

（定義）

第六条 この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者

をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する

者をいう。

第七条 この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境

が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子

ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。

2 この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育

の基礎を培うものとして教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第六条第一項に規定する法律に定める

学校において行われる教育をいう。

3 この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する保育をいう。

4 この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）第二条第六項に規定す

る認定こども園（以下「認定こども園」という。）、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に

規定する幼稚園（認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定によ

る公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。）及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育

所（認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除

く。以下「保育所」という。）をいう。

5 この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を

いい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。

6 この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として

行われる保育をいう。

7 この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として

行われる保育をいう。

8 この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育

事業として行われる保育をいう。

9 この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業

として行われる保育をいう。

第二章 子ども・子育て支援給付（略）

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者（略）

第四章 地域子ども・子育て支援事業（略）

第五章 子ども・子育て支援事業計画

（基本指針）

第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子

育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施

策を総合的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。
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2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制

その他の教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項

二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業

計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項

三 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策

との連携に関する事項

四 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施

策との連携に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施

の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労

働大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見

を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。

（市町村子ども・子育て支援事業計画）

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て

支援事業計画」という。）を定めるものとする。

2 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整

備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ごとの

当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一

項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所（事

業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利

用定員総数（同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量の

見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の

量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施

時期

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確

保の内容

3 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項につ

いて定めるよう努めるものとする。

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる

保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要す

る支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施

策との連携に関する事項

4 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特

定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成さ

れなければならない。

5 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確

に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるも

のとする。

6 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画、教育基本

法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画（次条第四
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項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教

育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第

七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合

にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

8 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、イ

ンターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都

道府県に協議しなければならない。

10 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道

府県知事に提出しなければならない。

（都道府県子ども・子育て支援事業支援計画）

第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県子ども・子

育て支援事業支援計画」という。）を定めるものとする。

2 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区

域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる小学校

就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施し

ようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

二 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確

保の内容

三 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保

及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

四 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる

保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要す

る支援に関する施策の実施に関する事項

五 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項

3 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規定による

協議に係る調整その他市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

二 教育・保育情報の公表に関する事項

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施

策との連携に関する事項

4 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計

画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定によ

る計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならな

い。

5 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらか

じめ、第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その

他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならな

い。

6 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を内閣総理大臣に提出しなければならない。

（都道府県知事の助言等）

第六十三条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項に

ついて必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

2 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その他都道
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府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施

に努めるものとする。

（国の援助）

第六十四条 国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育

て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必

要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

第六章 費用等（略）

第七章 子ども・子育て会議等

（設置）

第七十二条 内閣府に、子ども・子育て会議（以下この章において「会議」という。）を置く。

（権限）

第七十三条 会議は、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理

大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2 会議は、前項に規定する重要事項に関し内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。

3 会議は、この法律に基づく施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣そ

の他の関係各大臣に意見を述べることができる。

（会議の組織及び運営）

第七十四条 会議は、委員二十五人以内で組織する。

2 会議の委員は、子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、

子ども・子育て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちか

ら、内閣総理大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

（資料提出の要求等）

第七十五条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に

対しても、必要な協力を依頼することができる。

（政令への委任）

第七十六条 第七十二条から前条までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令

で定める。

（市町村等における合議制の機関）

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及

び当該施策の実施状況を調査審議すること。

2 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭

の実情を十分に踏まえなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例

で定める。

4 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機

関を置くよう努めるものとする。

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
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第八章 雑則（略）

第九章 罰則（略）

附 則

（施行期日）

第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部

を改正する等の法律（平成二十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する

年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

（平成二七年政令第二二号で平成二七年四月一日から施行）

一 附則第二条第四項、第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続（第七十七条

第一項の審議会その他の合議制の機関（以下この号及び次号において「市町村合議制機関」という。）

の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続（市町村合議制機

関の意見を聴く部分に限る。）、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準

備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育

て支援事業支援計画の策定の準備（第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関（次号において「都

道府県合議制機関」という。）の意見を聴く部分に限る。）に係る部分を除く。）及び第十三条の規定

公布の日

二 第七章の規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第一項

の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十九条第一

項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第六十一条の規定による市町村子ども・

子育て支援事業計画の策定の準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び第六十二条の規

定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備（都道府県合議制機関の意見を聴く部

分に限る。）に係る部分に限る。）の規定 平成二十五年四月一日

三 附則第十条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日

（平成二六年政令第一五六号で平成二六年四月一日から施行）

四 附則第七条ただし書及び附則第八条ただし書の規定 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）

前の政令で定める日

（平成二六年政令第三一〇号で平成二六年一〇月一日から施行）

以下（略）
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資料5 次世代育成支援対策推進法
（平成15年7月16日法律第120号）

最終改正 平成26年4月23日
第一章 総則（第一条―第六条）

第二章 行動計画

第一節 行動計画策定指針（第七条）

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画（第八条―第十一条）

第三節 一般事業主行動計画（第十二条―第十八条）

第四節 特定事業主行動計画（第十九条）

第五節 次世代育成支援対策推進センター（第二十条）

第三章 次世代育成支援対策地域協議会（第二十一条）

第四章 雑則（第二十二条・第二十三条）

第五章 罰則（第二十四条―第二十七条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかん

がみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を

明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世

代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的

に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資すること

を目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しよ

うとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の

整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

（基本理念）

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う

喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念（次条及び第七条第一項において「基本理念」という。）

にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなけ

ればならない。

（事業主の責務）

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者

の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら

次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に

協力しなければならない。

（国民の責務）

第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体

が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

第二章 行動計画

第一節 行動計画策定指針

第七条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次

条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業主行動

計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画（次項において「市町村行動計画等」という。）の策定に
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関する指針（以下「行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。

2 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定め

るものとする。

一 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項

二 次世代育成支援対策の内容に関する事項

三 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項

3 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認める

ときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする。

4 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、子ども・子

育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴くとと

もに、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画に係る部分について総務大臣に

協議しなければならない。

5 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画

（市町村行動計画）

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一

期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の

健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の

確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町

村行動計画」という。）を策定することができる。

2 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

3 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるものとする。

4 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その

他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとと

もに、都道府県に提出しなければならない。

6 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、市町村行動計画に基づく措置の実

施の状況を公表するよう努めるものとする。

7 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に

関する評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその

他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

8 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認

めるときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

（都道府県行動計画）

第九条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、五年

を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び

幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家

庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育

成支援対策の実施に関する計画（以下「都道府県行動計画」という。）を策定することができる。

2 都道府県行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

三 次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置の内容及びその実施時期

3 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。
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4 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者

その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努める

とともに、主務大臣に提出しなければならない。

6 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、都道府県行動計画に基づく措

置の実施の状況を公表するよう努めるものとする。

7 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、定期的に、都道府県行動計画に基づく措置の実施の

状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更する

ことその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

8 都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があ

ると認めるときは、市町村、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めること

ができる。

（都道府県の助言等）

第十条 都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な助言その他の援

助の実施に努めるものとする。

2 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の手法その他都道府県行動計画の策定上重要な

技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

（市町村及び都道府県に対する交付金の交付等）

第十一条 国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実

施に要する経費に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付する

ことができる。

2 国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しようと

するときは、当該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

第三節 一般事業主行動計画

（一般事業主行動計画の策定等）

第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する

次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。）を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

2 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 計画期間

二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

3 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを公表しなければならない。

4 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般

事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努

めなければならない。これを変更したときも同様とする。

5 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

6 第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は第三項の規定による公表をしない場合には、

厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告する

ことができる。

（一般事業主行動計画の労働者への周知等）

第十二条の二 前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、

厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

2 前条第四項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前条第六項の規定は、同条第一項に規定する一般事業主が第一項の規定による措置を講じない場合につ
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いて準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第十三条 厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第四項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定

指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事

業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の

認定を行うことができる。

（認定一般事業主の表示等）

第十四条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品又は役務、その広

告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十五条の四第一項

において「広告等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しては

ならない。

（認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取

り消すことができる。

一 第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第十五条の二 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動

計画（その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。）

を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこ

と、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省

令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）

第十五条の三 前条の認定を受けた認定一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、

第十二条第一項及び第四項の規定は、適用しない。

2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対

策の実施の状況を公表しなければならない。

3 特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該特例認定一般事

業主に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することができる。

（特例認定一般事業主の表示等）

第十五条の四 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2 第十四条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条の五 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の

二の認定を取り消すことができる。

一 第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。

二 第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

三 第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

五 前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。

（委託募集の特例等）

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下

のもの（以下この項及び次項において「中小事業主」という。）が、当該承認中小事業主団体をして次世

代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、

当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十

一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
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2 この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の

法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中

小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下こ

の項において「事業協同組合等」という。）であって、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成

支援対策を推進するための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請

に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。

3 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認め

るときは、同項の承認を取り消すことができる。

4 承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募

集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。

5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第

一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五

十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報

酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定す

る職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行お

うとする者」とあるのは「次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）第十六条第四項の規

定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募

集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に

与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「次世代育

成支援対策推進法第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。

7 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求める

ことができる。

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主

団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内

容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならな

い。

（一般事業主に対する国の援助）

第十八条 国は、第十二条第一項又は第四項の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこ

れらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への

周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助

の実施に努めるものとする。

第四節 特定事業主行動計画

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業

主」という。）は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定

事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を策定するもの

とする。

2 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 計画期間

二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。

4 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させ

るための措置を講じなければならない。

5 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければ
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ならない。

6 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められ

た目標を達成するよう努めなければならない。

第五節 次世代育成支援対策推進センター

第二十条 厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団体（法人でない団体又は連合団体であって代

表者の定めがないものを除く。）であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認

めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる。

2 次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主その他の

関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うものとする。

3 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターの財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要

であると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきこと

を命ずることができる。

4 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項

の指定を取り消すことができる。

5 次世代育成支援対策推進センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項に規定する

業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 第一項の指定の手続その他次世代育成支援対策推進センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三章 次世代育成支援対策地域協議会

第二十一条 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、

地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支

援対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）を組織することができる。

2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議

の結果を尊重しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

第四章 雑則

（主務大臣）

第二十二条 第七条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町

村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分（雇用環境の整備に関

する部分を除く。）については厚生労働大臣、内閣総理大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産

大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、その他の部分については厚生労働大臣とする。

2 第九条第五項及び第十条第二項における主務大臣は、厚生労働大臣、内閣総理大臣、国家公安委員会、

文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。

（権限の委任）

第二十三条 第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところに

より、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

第五章 罰則

第二十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令

に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十四条第二項（第十五条の四第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
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二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 第二十条第五項の規定に違反した者

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、第二十四条、第二十五条又は前条第一号から第三号までの違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第二十二条第一項の規定は公布の日から

起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第八条から第十九条まで、第二十二条第二

項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一号から第三号まで及び第二十七条の規定は平成十七

年四月一日から施行する。

（平成一五年政令第三七一号で平成一五年八月二二日から施行）

（この法律の失効）

第二条 この法律は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。

2 次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第二十条第二項に規定する業務に関して

知り得た秘密については、同条第五項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

3 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

（検討）

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。

附 則（平成一七年四月一日法律第二五号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

（児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置）

第六条 この法律の規定（第一条を除く。）による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る

国又は都道府県の負担（平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の

年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。）について適用し、平成十六年度以前の年度における事

務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従

前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成一八法律五〇）抄

（罰則に関する経過措置）

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合にお

ける施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。

附 則（平成一八年六月二日法律第五〇号） 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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（施行の日＝平成二〇年一二月一日）

――――――――――

附 則（平成二〇年一二月三日法律第八五号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

一 附則第三条及び第九条の規定 公布の日

二 第三条中次世代育成支援対策推進法第四条、第七条から第九条まで及び第二十二条の改正規定 公布

の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（平成二一年政令第二七号で平成二一年三月一日から施行）

三 第二条の規定及び第四条中次世代育成支援対策推進法第七条から第九条までの改正規定並びに附則第

五条及び第十七条の規定 平成二十二年四月一日

四 第四条中次世代育成支援対策推進法第十二条及び第十六条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成

二十三年四月一日

（検討）

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定につい

て、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。

（一般事業主行動計画の公表に関する経過措置）

第六条 第三条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法（次項及び次条において「新法」という。）

第十二条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第一項に基づき策定し、又は変更した一般事業

主行動計画について適用する。

2 新法第十二条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第四項に基づき策定し、又は変更した一

般事業主行動計画について適用する。

（一般事業主行動計画の労働者への周知に関する経過措置）

第七条 新法第十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第一項に基づき策定し、

又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

2 新法第十二条の二第二項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第四項に基づき策定し、又

は変更した一般事業主行動計画について適用する。

（一般事業主行動計画の届出に関する経過措置）

第八条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に常時雇用する労働者の数が百人を超え、三百人以下

である次世代育成支援対策推進法第十二条第一項に規定する一般事業主が第四条の規定による改正前の次

世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届け出た一般事業主行動計画（附則第一条第四号に

掲げる規定の施行の日をその計画期間に含むものに限る。）は、第四条の規定による改正後の次世代育成

支援対策推進法第十二条第一項の規定により届け出た一般事業主行動計画とみなす。

（その他の経過措置の政令への委任）

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則（平成二二年一二月一〇日法律第七一号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則（平成二三年六月二四日法律第七四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則（平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）

の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の

施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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（政令への委任）

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は、政令で定める。

――――――――――

○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二四法律六七）抄

（罰則に関する経過措置）

第七十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則（平成二四年八月二二日法律第六七号） 抄

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

（施行の日＝平成二七年四月一日）

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

――――――――――

附 則（平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、

第十四条並びに第十九条の規定 公布の日

（検討）

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定につ

いて、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。

（政令への委任）

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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資料6 福岡県子ども・子育て会議条例
（平成25年6月28日福岡県条例第39号）

（設置）

第一条 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十七条第四項及び就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二十五条の規定に

基づく審議会その他の合議制の機関として、福岡県子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」と

いう。）を置く。

（組織）

第二条 子ども・子育て会議は、委員二十人以内で組織する。

（委員の任命）

第三条 委員は、子どもの保護者、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援

に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

（委員の任期）

第四条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

（会長）

第五条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代

理する。

（部会）

第六条 子ども・子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があ

らかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決と

することができる。

（議事）

第七条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

5 前各項の規定は、部会の議事について準用する。この場合において、第一項、第三項及び前項中「会

長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

（補則）

第八条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子

育て会議に諮って定める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（子ども・子育て支援法の施行の日の前日までの間の読替え）

2 この条例の施行の日から子ども・子育て支援法の施行の日の前日までの間においては、第一条中「就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）

第二十五条」とあるのは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十六号）附則第九条」とする。
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資料7

所 属 役 職 氏 名

認定こども園愛宕幼稚園 園長
いし い けい こ

石井 啓子

福岡県市長会 田川市長
い とう のぶかつ

伊藤 信勝

特定非営利活動法人チャイルドケアセンター 理事長
おおたに きよ み

大谷 清美

特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン九州 代表理事
お づ ともかず

小津 智一

福岡県私立幼稚園振興協会 会長
おのうえ まさふみ

尾上 正史

福岡県私立幼稚園PTA連合会 顧問
こ みや まさひで

小宮 正英

中村学園大学 教授
さ さ き み ち こ

佐々木 美智子

日本労働組合総連合会福岡県連合会 事務局長
にしむら よし き

西村 芳樹

特定非営利活動法人ママワーク研究所 理事長
た なか あや

田中 彩

福岡商工会議所 事務局長
なかしば まさ と

中芝 督人

筑紫女学園大学 教授
にしはら なおゆき

西原 尚之

精華女子短期大学 副学長
ひしたに しん こ

菱谷 信子

福岡県児童養護施設協議会
副会長
（和白青松園園長）

ふじ た よし え

藤田 芳枝

福岡県町村会 岡垣町長
みやうち じつ お

宮内 實生

福岡県保育協会 常務理事
む とう よし み

武藤 好美

福岡県保育協会保育士会 副会長
もり た

森田 さゆり

福岡教育大学 名誉教授
よこやま まさゆき

◎横山 正幸

福岡県学童保育連絡協議会 会長
よしおか み ほ

吉岡 美保

平成27年2月1日現在 ◎会長

福岡県子ども・子育て会議委員
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資料8 ふくおか出会い・子育て応援協議会設置要綱
（趣旨）

第1条 急速に進行する少子化に適切に対応し、地域をあげて次世代育成支援対策を推進するため、次世代

育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第21条第1項の規定に基づきふくおか出会い・子育て応

援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

（1）福岡県次世代育成支援行動計画の推進に関すること

（2）関係機関・関係団体等の次世代育成支援対策の推進に関すること

（3）その他次世代育成支援対策の推進について、必要と認められること

（構成）

第3条 協議会は、学識経験者、福祉・女性・青少年・子育て経験者・保健医療・教育・建築・経済・労働・

報道・行政の機関・団体等の関係者で構成し、知事が委嘱する。

2 協議会に、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

（任期）

第4条 委員の任期は２年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は

前任者の残任期間とする。

（会議）

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

（専門部会）

第6条 次世代育成支援対策の推進等について、より専門的な協議を行うため、協議会の下に専門部会を置

くことができる。

2 専門部会の委員（以下「部会委員」という。）は、会長が指名する協議会の委員及び必要に応じて会長

が指名する者とする。

3 部会委員の任期は、1年間とする。

4 専門部会には、部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

（事務局）

第7条 協議会の事務局は、福岡県福祉労働部子育て支援課に置く。

（その他）

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成17年9月27日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年6月2日から施行し、改正後のふくおか出会い・子育て応援協議会設置要綱の規定

は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年11月30日から施行する。
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資料9

所 属 役 職 氏 名

特定非営利活動法人
子育て市民活動サポートWill

代表理事
（宮崎国際大学講師）

あい と はる こ

相戸 晴子

福岡県子ども会育成連合会 会長
いけ だ たつ お

池田 龍男

福岡労働局 雇用均等室長
いけ だ ま すみ

池田 真澄

福岡県商工会連合会 女性部連合会会長
うえしま と み こ

上島 登美子

福岡県地域婦人会連絡協議会 委員
お だ はる み

小田 晴美

特定非営利活動法人
宇美こども子育てネット・う～みん

代表理事
かわかみ り か

川上 利香

福岡県建築士会
北九州レディース委員長
（有）ゼムケンサービス代表取締役

こもり た じゅん こ

籠田 淳子

西日本新聞社 生活特報部記者
さいとう ゆき な

斉藤 幸奈

福岡県医師会 理事
さ とう かおり

佐藤 薫

福岡県民生委員児童委員協議会 副会長
しのはら てるゆき

篠原 照行

福岡県小学校長会
事務局会計幹事
福岡市立東若久小学校校長

すぎみつ あつ こ

杉光 敦子

福岡県男女共同参画推進連絡会議
（ふくおかみらいねっと）

副会長
そう あき こ

宗 晶子

福岡県看護協会 副会長
たかはら ふみ こ

高原 文子

福岡県社会福祉協議会 常務理事
とみやす せつ こ

富安 節子

福岡県商工会議所連合会 専務理事
なかむら きみひこ

中村 仁彦

日本労働組合総連合会福岡県連合会 事務局長
にしむら よし き

西村 芳樹

福岡県青少年育成県民会議 家庭部会長
はん だ ま ゆみ

半田 眞弓

福岡県経営者協会 専務理事
まつおか よしひこ

松岡 嘉彦

福岡県市長会 中間市長
まつした とし お

松下 俊男

福岡県私立幼稚園振興協会 常任理事
みつやす のり こ

光安 則子

福岡県町村会 岡垣町長
みやうち じつ お

宮内 實生

福岡県立大学 名誉教授
みやざき あき お

〇宮� 昭夫

福岡県保育協会保育士会 副会長
もり た

森田 さゆり

福岡教育大学 名誉教授
よこやま まさゆき

◎横山 正幸

平成27年2月1日現在 ◎会長、〇副会長

ふくおか出会い・子育て応援協議会委員
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資料10 福岡県子育て応援社会づくり推進本部設置要綱
（設置目的）

第1条 子どもと子育てを社会全体で応援する仕組みづくりを総合的、効率的に推進するため、福岡県子育

て応援社会づくり推進本部（以下「本部」という。）を設置する。

（所掌事務）

第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

（1）子育て応援社会づくりに関する総合的な企画、調整及び推進に関すること。

（2）子育て応援社会づくりの課題についての調査、研究及び情報交換に関すること。

（3）次世代育成支援対策推進法に基づく県行動計画の策定、推進及び進行管理に関すること。

（4）その他子育て応援社会づくりに必要と認められる事項に関すること。

（本部の構成）

第3条 本部の会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長は知事とし、本部を総括し、代表する。

3 副本部長は副知事とし、本部長を補佐する。

4 本部員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。

（本部の会議）

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 本部長は、構成員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の構成員の出席を求めて会議を

開催することができる。

（幹事会）

第5条 本部の円滑な運営を図るため、本部の下に福岡県子育て応援社会づくり推進本部幹事会（以下「幹

事会」という。）を置く。

2 幹事会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

（1）子育て応援社会づくりに関する具体的な企画、調整及び推進に関すること。

（2）子育て応援社会づくりの課題についての具体的な調査、研究及び情報交換に関すること。

（3）次世代育成支援対策推進法に基づく県計画の具体的な策定、推進及び進行管理に関すること。

（4）その他子育て応援社会づくりに必要と認められる事項に関すること。

（幹事会の構成）

第6条 幹事会は、幹事長及び幹事で構成する。

（1）幹事長は、福祉労働部子育て支援課長の職にあるものをもって充て、幹事会を総括し、代表する。

（2）幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

（幹事会の会議）

第7条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 幹事長は、構成員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の構成員の出席を求めて会議を

開催することができる。

3 幹事長は、第6条第2号に掲げる者のほか、必要に応じ事案に関係のある課（室）の長の出席を求めて

会議を開催することができる。

（ワーキンググループ）

第8条 機動性を確保し、より詳細な検討を行うため、別に定めるところにより、幹事会の下に関係課（室）

の職員をもって構成するワーキンググループを置く。

（庶務）

第9条 本部及び幹事会の庶務は、福祉労働部子育て支援課において行う。

（雑則）

第10条 この要綱で定めるもののほか、本部及び幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成10年9月1日から施行する。

2 福岡県児童環境づくり推進対策会設置要綱（平成6年2月9日施行）は、廃止する。
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附 則

この要綱は、平成13年2月20日から施行し、改正後の福岡県児童環境づくり推進対策本部設置要綱の規

定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成14年2月18日から施行し、改正後の福岡県児童環境づくり推進対策本部設置要綱の規

定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成16年2月24日から施行する。

附 則

この要綱は、平成16年12月24日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年6月15日から施行し、改正後の福岡県児童環境づくり推進対策本部設置要綱の規

定は、平成18年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成20年6月20日から施行し、改正後の福岡県子育て応援社会づくり推進本部設置要綱の

規定は、平成20年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成22年5月20日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年5月29日から施行する。
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構 成 職 名 構 成 職 名

本部長

副本部長

本部員

知事

副知事

総務部長

企画・地域振興部長

新社会推進部長

保健医療介護部長

福祉労働部長

環境部長

商工部長

本部員 農林水産部長

県土整備部長

建築都市部長

教育長

警察本部長

企業管理者

部 局 名 職 名

総務部

私学学事振興局 私学振興課長

企画・地域振興部 総合政策課長

新社会推進部 青少年課長

男女共同参画推進課長

生活安全課長

保健医療介護部 健康増進課長

医療指導課長

福祉労働部 子育て支援課長

児童家庭課長

障害者福祉課長

労働局 労働政策課長

新雇用開発課長

環境部 環境政策課長

商工部 商工政策課長

農林水産部 農林水産政策課長

県土整備部 企画課長

建築都市部 建築都市総務課長

住宅計画課長

教育庁 企画調整課長

教育企画部 社会教育課長

教育振興部 義務教育課長

体育スポーツ健康課長

警察本部

生活安全部 少年課長

交通部 交通企画課長

計 24課

別表1（福岡県子育て応援社会づくり推進本部構成員）

別表2（福岡県子育て応援社会づくり推進本部幹事会構成員）
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